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 執行機関の附属機関に関する条例第１条第２項の規定に基づく市長の附属機関

に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和５年３月３日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 58号  

   執行機関の附属機関に関する条例第１条第２項の規定に基づく市長の附属

機関に関する規則の一部を改正する規則  

 執行機関の附属機関に関する条例第１条第２項の規定に基づく市長の附属機関

に関する規則（令和４年 10月規則第 37号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行す

る。  

(1)～ (4) ［略］  

(5) 附則第７項の規定  令和５年６

月１日  

２～６  ［略］  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行す

る。  

(1)～ (4) ［略］  

 

 

２～６  ［略］  

規 則
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７  執行機関の附属機関に関する条例

第１条第２項の規定に基づく市長の

附属機関に関する規則の一部を次の

ように改正する。  

  別表１及び別表２の航空機サービ

ス機能用地事業者選定委員会の項を

削る。  

別表１  

名称  担任事務  

［略］  ［略］  

神戸空港サ

ブターミナ

ル整備事業

者選定委員

会  

［略］  

航空機サー

ビス機能用

地事業者選

定委員会  

航空機サービス機能

用地事業者の選定に

関すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１  

名称  担任事務  

［略］  ［略］  

神戸空港サ

ブターミナ

ル整備事業

者選定委員

会  

［略］  

 

別表２  別表２  

名称  定数  任期  会長  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

神戸空港

サブター

ミナル整

備事業者

選定委員

会  

［略］  ［略］  ［略］  

名称  定数  任期  会長  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

神戸空港

サブター

ミナル整

備事業者

選定委員

会  

［略］  ［略］  ［略］  
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７  執行機関の附属機関に関する条例

第１条第２項の規定に基づく市長の

附属機関に関する規則の一部を次の

ように改正する。  

  別表１及び別表２の航空機サービ

ス機能用地事業者選定委員会の項を

削る。  

別表１  

名称  担任事務  

［略］  ［略］  

神戸空港サ

ブターミナ

ル整備事業

者選定委員

会  

［略］  

航空機サー

ビス機能用

地事業者選

定委員会  

航空機サービス機能

用地事業者の選定に

関すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１  

名称  担任事務  

［略］  ［略］  

神戸空港サ

ブターミナ

ル整備事業

者選定委員

会  

［略］  

 

別表２  別表２  

名称  定数  任期  会長  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

神戸空港

サブター

ミナル整

備事業者

選定委員

会  

［略］  ［略］  ［略］  

名称  定数  任期  会長  

［略］  ［略］  ［略］  ［略］  

神戸空港

サブター

ミナル整

備事業者

選定委員

会  

［略］  ［略］  ［略］  

航 空 機 サ

ー ビ ス 機

能 用 地 事

業 者 選 定

委員会  

５人  委 嘱 の

日 か ら

令 和 ５

年 ５ 月

31 日ま

で  

委 員 の

互 選 に

よ り 選

任 す る

者  

  

 

 

 

 

 

附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  
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神戸市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月７日 

神戸市長 久   元   喜   造   

神戸市規則第59号  

   神戸市公印規則の一部を改正する規則 

神戸市公印規則（昭和52年３月規則第111号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（公印の調製等） （公印の調製等） 

第 10条  ［略］  第 10条  ［略］  

２、３ ［略］  ２、３ ［略］  

 ４  第２項の貸与に係る物品会計規則

第16条第１項の規定の適用について

は、同項中「３箇月以内の期間を定

めて、他の」とあるのは、「他の」

とする。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正
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部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える
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信
用

保
険

法
（

昭

和
2
5
年

法
律

第
2
6
4
号

）
そ

の

他
の

法
令

に
規

定
す

る
特

定

中
小

企
業

者
に

係
る

認
定

に

関
す

る
事

務
 

経
済

観
光

局
経

済

政
策

課
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

3
8
の

２
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

区
役

所
及

び
区

役
所

支
所

に

お
い

て
行

う
次

に
掲

げ
る

事

務
 

(
1
)
、

(
2
)
 

［
略

］
 

各
区

役
所

（
北

神
区

役
所

を
除

く
。

）
総

務
部

市
民

課
、

北
神

区
役

所
市

民
課

、
須

磨
区

役
所

北
須

磨

支
所

市
民

課
及

び

西
区

役
所

玉
津

支

所
 

 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

 

別
表

第
３

（
第

４
条

、
第

1
0
条

関
係

）
 

別
表

第
３

（
第

４
条

、
第

1
0
条

関
係

）
 

様
式

 
公

印
の

名
称

 
書

体
 

寸
法
（

ミ
リ

メ
ー

ト
ル

）

使
途

 
管

守
主

管
課

 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

5
2
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

区
長

の
権

限
に

属
す

る
公

用
［

略
］

 

様
式

 
公

印
の

名
称

 
書

体
 

寸
法
（

ミ
リ

メ
ー

ト
ル

）

使
途

 
管

守
主

管
課

 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

5
2
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

区
長

の
権

限
に

属
す

る
公

用
［

略
］
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文
（

電
子

印
専

用
）

 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

6
2
の

２
 
行

政
機

関
の

長
の

印
 

［
略

］
 

［
略

］
 

行
政

機
関

の
長

の
権

限
に

属

す
る

公
用

文
（

電
子

印
専

用
）

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

 

文
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

6
2
の

２
 
福

祉
事

務
所

長
の

印
 

［
略

］
 

［
略

］
 

福
祉

事
務

所
長

の
権

限
に

属

す
る

公
用

文
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

 

別
表

第
４

（
第

５
条

、
第

1
0
条

関
係

）
 

別
表

第
４

（
第

５
条

、
第

1
0
条

関
係

）
 

様
式

 
公

印
の

名
称

 
書

体
 

寸
法
（

ミ
リ

メ
ー

ト
ル

）

使
途

 
管

守
主

管
課

 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

7
0
か

ら

7
3
ま

で
 

削
除

 

     

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

 

様
式

 
公

印
の

名
称

 
書

体
 

寸
法
（

ミ
リ

メ
ー

ト
ル

）

使
途

 
管

守
主

管
課

 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

7
0
及

び

7
1
 

削
除

 

7
2
 

支
所

専
用

福

祉
事

務
所

長

の
印

 

隷
書

 
方

2
1
 

福
祉

事
務

所
支

所
に

お
い

て

行
う

福
祉

事
務

所
長

の
事

務
 須

磨
福

祉
事

務
所

北
須

磨
支

所
 

7
3
 

削
除

 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

 

別
表

第
５

（
第

６
条

、
第

1
0
条

関
係

）
 

別
表

第
５

（
第

６
条

、
第

1
0
条

関
係

）
 

 

様
式

 
公

印
の

名
称

 
書

体
 

寸
法
（

ミ
リ

メ
ー

ト
ル

）

使
途

 
管

守
主

管
課

 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

7
8
 

 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

区
出

納
員

の
収

入
金

の
収

納

事
務

（
電

子
印

専
用

）
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

 

様
式

 
公

印
の

名
称

 
書

体
 

寸
法
（

ミ
リ

メ
ー

ト
ル

）

使
途

 
管

守
主

管
課

 

 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

7
8
 

 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

区
出

納
員

の
収

入
金

の
収

納

事
務

 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
 

［
略

］
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様式25の２を削る。 

様式62の２を次のように改める。 

様式62の２  

 

様式 70から様式73までを次のように改める。 

様式70から様式73まで  削除  

附  則  

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報 3324

 神戸市こべっこあそびひろば条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規

則をここに公布する。 

  令和５年３月９日 

神戸市長 久   元   喜   造  

神戸市規則第 60 号  

神戸市こべっこあそびひろば条例の一部を改正する条例の施行期日を定め

る規則 

 神戸市こべっこあそびひろば条例の一部を改正する条例（令和４年３月条例第

43号）の施行期日は、令和５年３月31日とする。 

  

 



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報3325

神戸市告示第  号 

  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項に規定する指定管理者を次

のとおり指定した。 

   令和５年３月 22 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 公の施設 

   神戸市北区有馬町 833 番 

   金の湯 

   神戸市北区有馬町 1039－１ 

   銀の湯 

２ 指定管理者 

神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 

   一般財団法人神戸観光局 

代表理事 尾山 基 

３ 指定期間 

   令和５年４月１日から令和 10 年３月 31日まで 

 

 

神戸市告示第 716 号

告 示



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報 3326

神戸市告示第  号 

  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項に規定する指定管理者を次

のとおり指定した。 

   令和５年３月 22 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 公の施設 

   神戸市北区有馬町 833 番 

   金の湯 

   神戸市北区有馬町 1039－１ 

   銀の湯 

２ 指定管理者 

神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 

   一般財団法人神戸観光局 

代表理事 尾山 基 

３ 指定期間 

   令和５年４月１日から令和 10 年３月 31日まで 

 

 

神戸市告示第  号 

  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項に規定する指定管理者を次

のとおり指定した。 

   令和５年３月 22 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 公の施設 

   神戸市北区有馬町 1019 番 

   神戸市立有馬温泉観光交流センター 

２ 指定管理者 

神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 

   一般財団法人神戸観光局 

代表理事 尾山 基 

３ 指定期間 

   令和５年４月１日から令和 10 年３月 31日まで 

 

 

神戸市告示第 717 号



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報3327

 

 

神戸市告示第  号 

  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項に規定する指定管理者を次

のとおり指定した。 

   令和５年３月 22 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 公の施設 

   神戸市北区有馬町 1642 番 

   神戸市立太閤の湯殿館 

２ 指定管理者 

神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 

   一般財団法人神戸観光局 

代表理事 尾山 基 

３ 指定期間 

   令和５年４月１日から令和 10 年３月 31日まで 

 

 

神戸市告示第 718 号



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報 3328

 

 

神戸市告示第  号 

  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項に規定する指定管理者を次

のとおり指定した。 

   令和５年３月 22 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 公の施設 

   神戸市北区有馬町 1642 番 

   神戸市立太閤の湯殿館 

２ 指定管理者 

神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 

   一般財団法人神戸観光局 

代表理事 尾山 基 

３ 指定期間 

   令和５年４月１日から令和 10 年３月 31日まで 

 

 

神戸市告示第   号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第３項に規定する指定管理者

を次のとおり指定した。  

  令和５年３月 22日  

神戸市長  久  元  喜  造  

公の施設の名称 指定管理者 指定期間 

ポートターミナル 

 

神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 

神戸港国際旅客ターミナル運営共同事業体 

  代表者 一般財団法人神戸観光局 

代表理事 尾山 基 

令和５年４月１日から

令和 10年３月 31日ま

で 

 

 

中突堤旅客ターミナ

ル 

 

 

 

 

 

神戸市告示第 719 号



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報3329

神戸市告示第   号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第３項に規定する指定管理者

を次のとおり指定した。  

  令和５年３月 22日  

神戸市長  久  元  喜  造  

１ 公の施設の名称 

神戸市立須磨ヨットハーバー 

２ 指定管理者 

  神戸市中央区御幸通６丁目１番12 

須磨ヨットハーバー運営共同事業体 

代表者 一般財団法人神戸観光局 

代表理事 尾山 基 

３ 指定期間 

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで 

 

 

 

神戸市告示第 720 号



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報 3330

神戸市告示第   号 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58年４月条例第３ 
号）第 11条第２項（同条例第 12条第２項において準用する場合を含む。）第 23条の２項及び３ 
項の規定により自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第 13条第１項の規定により次の 
とおり告示する。 

令和５年３月 22日 
神戸市長 久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去及び 
保管した自転車等の台数、撤去及び保管した年月日並びに問い合わせ先別表のとおり。 

２ 保管期間 
  この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 
３ 返還事務を行う時間 

(1)  西部保管所・西代保管所 
ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで。 
イ 土曜日 午後１時から午後５時まで。 

(2)  須磨保管所・名谷保管所 
ア 火曜日・木曜日 午後３時から午後７時まで。 

    （ただし、即時撤去日より７日間は(1)と同様の運用とする。） 
イ 土曜日 午後１時から午後５時まで。 

４ 返還を受けるために必要な事項 
自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住 
所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し 
なければならない。 

５ その他 
  この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から 
１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相 
当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないと 
きは、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。 

神戸市告示第 721 号
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別　表

自転車等の保
管及び返還の
場所

自転車等が置かれ、又は放置
されていた場所

撤去及び保管し
た年月日

問い合わせ先

自転車 7台

原動機付自転車

自転車 21台

原動機付自転車 3台

自転車 24台

原動機付自転車

自転車 7台

原動機付自転車

自転車 8台

原動機付自転車

自転車

原動機付自転車

自転車 1台

原動機付自転車

自転車

原動機付自転車

自転車 18台

原動機付自転車

自転車 10台

原動機付自転車

自転車 5台

原動機付自転車

自転車 5台

原動機付自転車

自転車 4台

原動機付自転車

自転車

原動機付自転車

自転車 10台

原動機付自転車

自転車 9台

原動機付自転車 6台

自転車 7台

原動機付自転車

自転車 27台

原動機付自転車 2台

長田・須磨区管内長期放置

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

撤去及び保管した自転
車等の台数

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

令和5年2月1日長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所

令和5年2月7日

令和5年2月9日

新長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

長田・須磨区管内長期放置

令和5年2月2日

長田・須磨区管内長期放置

新長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

須磨区須磨浦
通２丁目２番
須磨保管所

須磨・須磨海浜公園駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和5年2月8日

長田・須磨区管内長期放置

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

令和5年2月21日

神戸市須磨区
妙法寺字ヌメ
リ石１番地の
１
建設局西部建
設事務所
電話742-2468

令和5年2月16日長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所

名谷・妙法寺駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

新長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

板宿・西代駅周辺自転車等
放置禁止区域

須磨区西落合
６丁目１番
名谷保管所

令和5年2月15日

令和5年2月14日

板宿駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所
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神戸市告示第  号 

 
瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和 48年法律第 110号）第５条第１項の規定による特定

施設の設置許可の申請があったので，同条第３項において準用する同法第５条第４項の規

定により，その概要を次のとおり告示する。 

なお，この特定施設の設置が環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価

に関する事項を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。 

令和５年３月 22日 

神戸市長 久 元 喜 造  

１ 申請の概要 

(1) 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 

三菱重工業株式会社 取締役社長 泉澤 清次 

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地 

神戸市兵庫区和田崎町一丁目１番１号 

三菱重工業株式会社 神戸造船所 

(3) 特定施設に関する事項 

 ア 特定施設の種類  

水質汚濁防止法施行令（昭和 46年政令第 188号）別表第１ 

第 46号 第 28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する 

（ロ）ろ過施設 

（ニ）廃ガス洗浄施設 

 イ 特定施設の概要 

種  類 廃ガス洗浄施設 ろ過施設 

能  力 
スプレーノズル：１ケ 

洗浄液流量：3.33kg/h 

容量：150L 

ろ過面積：0.24m2 

基  数 1基 1基 

工事着手予定年月日 許可後 許可後 

工事完成予定年月日 2023年 9月 30日 2023年 9月 30日 

使用開始予定年月日 2023年 10月 1日 2023年 10月 1日 

使用時間間隔 24時間連続運転 24時間連続運転 

１日当たりの使用時間 最大 24時間 最大 24時間 

季節的変動の概要 なし なし 

項  目 
DMT洗浄槽 PTAろ過乾燥ろ液タンク 

通 常 最 大 通 常  最 大  

汚
水
の
汚
染
状
況 

化学的酸素要求量(mg/L) 300,000 300,000 5,000 10,000 

生物化学的酸素要求量（mg/L） 900,000 900,000 12,000 24,000 

浮遊物質量(mg/L) 160,000 160,000 300 600 

ノルマルヘキサン抽出物質 

含有量(mg/L) 
850,000 850,000 10,000 20,000 

窒素含有量(mg/L) 0 0   

りん含有量(mg/L) 0 0 0 0 

汚水量(ｍ３/日) 0 0.4 0 0.2 

神戸市告示第 722 号
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その他参考となるべき事項 

特定施設からの排水(排液)は

循環方式であり、産業廃棄物

処理 

特定施設からの排水(排液)は

循環方式であり、産業廃棄物

処理。 

 

(4) 汚水等の処理に関する事項 

   変更なし 

(5) 排出水の汚染状況及び量 

   変更なし 

 

２ 縦覧の期間及び場所 

(1) 期間 令和５年３月 22日から令和５年４月 11日 

(2) 場所 神戸市環境局環境保全課 
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神戸市告示第  号 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の２第11項の規定により、平成23年10月26日付け

で認可した藍那自治会、平成８年６月６日付けで認可した千寿が丘自治会について、告示され

た事項に変更があったとして届出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示する。 

令和５年３月22日 

神戸市長 久 元 喜 造  

１ 届け出た地縁による団体 

名称 藍那自治会 千寿が丘自治会 

主たる事務所 神戸市北区山田町藍那字下ノ町58

番地 

神戸市西区高雄台30番１号 

代表者の氏名 川辺 一衛 松本 正勝 

代表者の住所 神戸市北区山田町藍那字下ノ町58

番地 

神戸市西区高雄台24番４号 

 

２ 変更があった事項及びその内容、変更年月日 

（１） 藍那自治会 平成31年１月27日変更 

 変更前 変更後 

 主たる事務所 神戸市北区山田町藍那字下ノ町

７番地 

神戸市北区山田町藍那字下ノ町

11番地 

代表者の氏名 堂本 弘幸 南谷 廣 

代表者の住所 神戸市北区山田町藍那字下ノ町

７番地 

神戸市北区山田町藍那字下ノ町

11番地 

  

令和３年１月24日変更 

 変更前 変更後 

 主たる事務所 神戸市北区山田町藍那字下ノ町

11番地 

神戸市北区山田町藍那字下ノ町

58番地 

 代表者の氏名 南谷 廣 川辺 一衛 

 代表者の住所 神戸市北区山田町藍那字下ノ町

11番地 

神戸市北区山田町藍那字下ノ町

58番地 

 

（２） 千寿が丘自治会 令和４年４月10日変更 

 変更前 変更後 

 代表者の氏名 志儀 英昭 松本 正勝 

 代表者の住所 神戸市西区高雄台23番20号 神戸市西区高雄台24番４号 

 

神戸市告示第 723 号
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神戸市告示第３００号 

 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例第３号）

第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車等を撤

去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年３月 22 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

 

１ 自転車等の保管及び返還の場所。自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去し、及び

保管した自転車等の台数。撤去し、及び保管した年月日。並びに問い合わせ先。 

  別表のとおり 

２ 保管期間 

  この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

西神保管所及び学園都市保管所 

（ア） 火曜日・木曜日 午後３時から午後７時まで。 

（イ） 土曜日 午後１時から午後５時まで。 

（ウ） 条例による撤去を実施したときは、撤去日を含め（日曜日，祝日を除く）連続６日間、

平日 午後３時から午後７時まで、土曜日 午後１時から午後５時まで。 

 

４ 返還を受けるために必要な事項 

  自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住所及

び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示しなけれ

ばならない。 

５ その他 

  この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から１月

を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費

用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないときは、当該

自転車等の所有権は、本市に帰属する。 

神戸市告示第 724 号
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別表

自転車等の保管及び返還の
場所

自転車等が置かれ、又は放置
されていた場所

問　い　合　わ　せ　先

 西神中央駅周辺自転車等
 放置禁止区域内

自転車 1 台 令和 5 年 2 月 2 日

 西神南駅周辺自転車等
 放置禁止区域内

自転車 2 台 令和 5 年 2 月 16 日

 西建設事務所管内自転車等
 放置禁止区域外長期放置

自転車 1 台 令和 5 年 2 月 21 日

 伊川谷駅周辺自転車等
 放置禁止区域内

原付 1 台 令和 5 年 2 月 7 日

 学園都市駅前自転車駐車場内
 長期放置

自転車 1 台 令和 5 年 2 月 7 日

 伊川谷駅前自転車駐車場内
 長期放置

自転車 1 台 令和 5 年 2 月 7 日

撤去し、及び保管
した自転車等の台
数

撤去し、及び保管した
年月日

西区玉津町今津字宮の西
３３３番地の１
建設局西建設事務所
電話　９１２－３７５０

 西区高塚台６丁目
 西神保管所
 電話　９９２－３７６３

 西区学園西町３丁目２番地
 学園都市保管所
 電話　７９５－４６１８
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神戸市告示第    号 

 次の医療機関について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条および中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の指定をしたので、生活保護法第 55 条の 3 の規

定により告示する。 

令和５年３月 22 日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

名称 所在地 指定年月日 

医療法人社団せいゆう

会本多聞内科クリニッ

ク 

神戸市垂水区本多聞１丁目１９番１７号 令和 5 年 3 月 1 日 

松井歯科医院 神戸市東灘区深江北町２丁目９番２号 令和 5 年 2 月 1 日 

医療法人社団ワイオー

シー松川歯科医院 

神戸市北区山田町上谷上字古々山３１番

１５号 

令和 5 年 2 月 1 日 

らくじゅ薬局 有野店 神戸市北区有野中町１丁目１１番１２号 令和 5 年 3 月 1 日 

あっぷ訪問看護ステー

ション 

神戸市東灘区御影本町８丁目１３番２２

号 

令和 4年 9月 26日 

ぐっどきゅあ訪問看護

ステーション 

神戸市兵庫区東山町２丁目１２番１号 令和 5 年 1 月 1 日 

 

神戸市告示第 725 号
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神戸市告示第    号 

 次の指定医療機関について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条の 2 および中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の規定により、当該指定医療機関の事

業を廃止したとして届出があったので、生活保護法第 55 条の 3 の規定により告示する。 

令和５年３月 22 日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

名称 所在地 廃止年月日 

松井歯科医院 神戸市東灘区深江北町２丁目９番２

号 

令和 5 年 1 月 31 日 

松川歯科 神戸市北区山田町上谷上字古々山３

１番１５号 

令和 5 年 1 月 31 日 

ゴダイ薬局 玉津新方

店 

神戸市西区玉津町新方３３２番地の

８ 

令和 5 年 2 月 20 日 

ゴダイ薬局 西神パル

ティ店 

神戸市西区美賀多台９丁目２番２号 令和 5 年 2 月 20 日 

あっぷ訪問看護ステー

ション 

神戸市東灘区御影本町２丁目１５番

２５号 

令和 4 年 9 月 25 日 

 

神戸市告示第 726 号
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神戸市告示第    号 

 次の介護機関について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 および中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の指定をしたので、生活保護法第 55 条の 3

の規定により告示する。 

令和５年３月 22 日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

当該指定

にかかる

介護事業

所の名称 

当該指定にか

かる介護事業

所の所在地 

介護事業者

の名称 

介護事業者の主た

る事務所の所在地 

指定年月

日 
サービス種類 

デイサー

ビスセン

ターわら

く 

神戸市北区鈴

蘭台西町３丁

目７番２号 

和楽株式会

社 

神戸市北区藤原

台南町４丁目１

５番３号 

令和元

年 9 月

17 日 

地域密着型通

所介護 

介護予防通所

サービス 

 

神戸市告示第 727 号
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神戸市告示第    号 

 次の指定介護機関について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 4 項

において準用する同法第 50 条の 2および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）

第 14 条第 4項の規定により、当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので、

生活保護法第 55 条の 3の規定により告示する。 

令和５年３月 22 日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

当該廃止に

かかる介護

事業所の名

称 

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地 

介護事業

者の名称 

介護事業者

の主たる事

務所の所在

地 

廃止年月日 サービス種類 

訪問介護

あんだん

て 

神戸市北区南

五葉１丁目４

番２６号 

有限会社

タツヒロ

サービス 

神戸市北区

北五葉２丁

目 

令和 5 年 

2 月 28 日 

訪問介護 介

護予防訪問介

護 

デイサー

ビスセン

ターわら

く 

神戸市北区鈴

蘭台西町２丁

目１４番１号 

和楽株式

会社 

神戸市北区

藤原台南町

４丁目１５

番３号 

令和元年 

9 月 16 日 

通所介護 介

護予防通所介

護 

 

神戸市告示第 728 号
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神戸市告示第    号 

 次の指定介護機関について，生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 4 項にお

いて準用する同法第 50 条の 2 および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の規定により，当該指定介護機

関の名称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第 55 条の 3 の規定により告

示する。 

令和５年３月 22 日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

当該変更に

かかる介護

事業所の名

称 

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地 

介護事業者

の名称 

介護事業者の

主たる事務所

の所在地 

変更年月

日 
サービス種類 

あっぷ居宅

支援ステー

ション 

(新)神戸市東灘

区御影本町８丁

目１３番２２号 

 

(旧)神戸市東灘

区御影本町２丁

目１５番２５号 

株式会社ド

ルトアップ 

神戸市東灘

区御影本町

８丁目１３

番２２号 

令和 4

年 9 月

26 日 

居宅介護支援 

Ｒ－ｏｎｅ

プラン リ

ハ・リハ 

(新)神戸市須磨

区高倉台１丁目

１番２号 

 

(旧)神戸市須磨

区前池町３丁目

４番１号 

株式会社Ｒ

ＥＨＡ・Ｌ

ＩＢＥＲＯ 

神戸市垂水

区学が丘１

丁目１２番

１１号 

令和 4

年 4 月 

1 日 

居宅介護支援 

(新)アーバ

ンズケアス

テーション 

 

(旧)訪問介

護事業所 

はるの陽 

神戸市須磨区車

字獅堀９３６番

１号 

株式会社Ｏ

ＦＦ ＴＨ

Ｅ ＬＯＣ

Ｋ 

兵庫県美方

郡香美町香

住区境８９

０番地 

令和 4

年 12 月 

1 日 

訪問介護 

介護予防訪問

サービス 

生活支援訪問

サービス 

 

神戸市告示第 729 号
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神戸市告示第    号  
 次の施術者について，生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条において準用する同法

第 49 条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の指定をしたの

で，生活保護法第 55 条の 3 の規定により告示する。  
令和５年３月 22 日  

神戸市長 久 元 喜 造  
 

1 柔道整復師 

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日 

なだ整骨院 天野 祐子 神戸市東灘区本山北町３丁目３

番１９号 

令和 5 年 2 月 1

日 

 

2 はりきゅう師 

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日 

なだ整骨院 天野 祐子 神戸市東灘区本山北町３丁目３

番１９号 

令和 5 年 2 月 1

日 

 

神戸市告示第 730 号



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報3343

神戸市告示第    号 

 次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条において

準用する同法第 50 条の 2 および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の規定により，当該指定を受けた施

術者の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第 55 条の 3 の規定により告示す

る。 

令和５年３月 22 日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

1 柔道整復師 

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日 

なだ整骨院 天野 祐子 神戸市灘区国玉通２丁目８番３号 令和 5 年 1

月 31 日 

 
2 はりきゅう師  

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日 

なだ整骨院 天野 祐子 神戸市灘区国玉通２丁目８番３号 令和 5 年 1

月 31 日 

 
 

神戸市告示第 731 号



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報 3344

神戸市告示第    号 

 次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条において

準用する同法第 50 条の 2 および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条４項の

規定により，当該指定を受けた施術者の開設している施術所の名称等に変更があったとして届

出があったので，生活保護法第 55 条の 3 の規定により告示する｡  

令和５年３月 22 日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

柔道整復師 

施術所の名称 施術者の氏

名 

施術所の所在地 変更年月日 

(新)神戸六甲道鍼灸 

 

(旧)ニコ鍼灸院 

吉良 靖 
神戸市灘区永手町４丁目２番

１号 

令和 5 年 2 月 1

日 

 

 

神戸市告示第 732 号



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報3345

神戸市告示第    号 

次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第 123号）第 41条第１項本文及び第 53条第１

項本文並びに第 46条第１項本文の事業者の指定をしたので、同法第 78条及び第 115条の 10並び

に第 85条の規定により告示する。 

令和５年３月 22日 

神戸市長 久 元 喜 造 

 

介護保険事

業所番号 

事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

指定年月日 サービスの

種類 

2855080137 介護老人保

健施設神戸

彩光園 

兵庫県神戸

市北区鳴子

３丁目１番 

社会福祉法

人あすか福

祉会 

長崎県対馬

市厳原町田

渕 933番地 

令和５年３

月１日 

介護予防短

期入所療養

介護 

2855080137 介護老人保

健施設神戸

彩光園 

兵庫県神戸

市北区鳴子

３丁目１番 

社会福祉法

人あすか福

祉会 

長崎県対馬

市厳原町田

渕 933番地 

令和５年３

月１日 

短期入所療

養介護 

2860290457 Rehaco訪問

看護ステー

ション 

兵庫県神戸

市灘区永手

町５丁目２

番９号サン

ロイヤル六

甲 202号 

株式会社ア

ールイーコ

ンセプト 

兵庫県神戸

市灘区鶴甲

１丁目４番

15-２号 

令和５年３

月１日 

介護予防訪

問看護 

2860290457 Rehaco訪問

看護ステー

ション 

兵庫県神戸

市灘区永手

町５丁目２

番９号サン

ロイヤル六

甲 202号 

株式会社ア

ールイーコ

ンセプト 

兵庫県神戸

市灘区鶴甲

１丁目４番

15-２号 

令和５年３

月１日 

訪問看護 

2860890488 ハピネス訪

問看護ステ

ーション 

兵庫県神戸

市垂水区西

舞子２丁目

１-46日成

ビル３Ｆ 

株式会社ハ

ピネス 

兵庫県神戸

市垂水区西

舞子２丁目

１-46日成

ビル３Ｆ 

令和５年３

月１日 

介護予防訪

問看護 

2860890488 ハピネス訪

問看護ステ

ーション 

兵庫県神戸

市垂水区西

舞子２丁目

１-46日成

ビル３Ｆ 

株式会社ハ

ピネス 

兵庫県神戸

市垂水区西

舞子２丁目

１-46日成

ビル３Ｆ 

令和５年３

月１日 

訪問看護 

神戸市告示第 733 号



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報 3346

2870103823 訪問介護事

業所ハラタ 

兵庫県神戸

市東灘区西

岡本２丁目

７番３

-1221号 

株式会社ハ

ラタ 

大阪府大阪

市北区長柄

西１丁目７

番 43号 

令和５年３

月１日 

訪問介護 

2870503956 ヘルパース

テーション 

チャオ 

兵庫県神戸

市兵庫区荒

田町１-７

-12 臼井

ハウス南１

Ｆ 

株式会社Ｍ

ｏｉ Ｌｉ

ｆｅ 

兵庫県神戸

市兵庫区荒

田町１丁目

７-12 

令和５年３

月１日 

訪問介護 

2870703549 シオンの丘

ショートス

テイ 

兵庫県神戸

市須磨区妙

法寺字野路

山 1053 

社会福祉法

人ぶどうの

枝福祉会 

兵庫県神戸

市須磨区妙

法寺字野路

山 1053 

令和５年３

月１日 

介護予防短

期入所生活

介護 

2870703549 シオンの丘

ショートス

テイ 

兵庫県神戸

市須磨区妙

法寺字野路

山 1053 

社会福祉法

人ぶどうの

枝福祉会 

兵庫県神戸

市須磨区妙

法寺字野路

山 1053 

令和５年３

月１日 

短期入所生

活介護 

2875004216 ショートス

テイ鈴蘭台

西 

兵庫県神戸

市北区鳴子

３丁目１番 

社会福祉法

人あすか福

祉会 

長崎県対馬

市厳原町田

渕 933番地 

令和５年３

月１日 

介護予防短

期入所生活

介護 

2875004216 ショートス

テイ鈴蘭台

西 

兵庫県神戸

市北区鳴子

３丁目１番 

社会福祉法

人あすか福

祉会 

長崎県対馬

市厳原町田

渕 933番地 

令和５年３

月１日 

短期入所生

活介護 

2875004224 介護型ケア

ハウスグリ

ーンヒル 

兵庫県神戸

市北区鳴子

３丁目１番 

社会福祉法

人あすか福

祉会 

長崎県対馬

市厳原町田

渕 933番地 

令和５年３

月１日 

介護予防特

定施設入居

者生活介護 

2875004224 介護型ケア

ハウスグリ

ーンヒル 

兵庫県神戸

市北区鳴子

３丁目１番 

社会福祉法

人あすか福

祉会 

長崎県対馬

市厳原町田

渕 933番地 

令和５年３

月１日 

特定施設入

居者生活介

護 

2875104396 のんびりケ

ア 

兵庫県神戸

市中央区加

納町４丁目

９番 25号エ

スポワール

加納町 401

号室 

のんびりケ

ア合同会社 

兵庫県神戸

市中央区熊

内町３丁目

４番 24号 

令和５年３

月１日 

訪問介護 



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報3347

2875205219 うららケア

プランセン

ター 

兵庫県神戸

市西区白水

２丁目３番

21号 

株式会社グ

ット・ケア 

兵庫県神戸

市西区白水

２丁目３番

21号 

令和５年３

月１日 

居宅介護支

援 

2875205227 ピーチデイ

サービス伊

川谷 

兵庫県神戸

市西区北別

府１丁目３

－１ 

株式会社桃

吉 

兵庫県神戸

市西区王塚

台７丁目 99

番地 

令和５年３

月１日 

通所介護 

2875205235 うららヘル

パーステー

ション 

兵庫県神戸

市西区白水

２丁目３番

21号 

株式会社グ

ット・ケア 

兵庫県神戸

市西区白水

２丁目３番

21号 

令和５年３

月１日 

訪問介護 

 



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報 3348

神戸市告示第   号 

 次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 115 条の 45の５第１項の事業者

の指定をしたので、神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス・介護予防通所サービス

事業者の指定に関する要綱第 10条第１号の規定により告示する。 

令和５年３月 22日 

神戸市長 久 元 喜 造 

 

介護保険事

業所番号 

事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

指定年月日 サービスの

種類 

2870103823 訪問介護事

業所ハラタ 

兵庫県神戸

市東灘区西

岡本２丁目

７番３

-1221号 

株式会社ハ

ラタ 

大阪府大阪

市北区長柄

西１丁目７

番 43号 

令和５年３

月１日 

介護予防訪

問サービス 

2870103823 訪問介護事

業所ハラタ 

兵庫県神戸

市東灘区西

岡本２丁目

７番３

-1221号 

株式会社ハ

ラタ 

大阪府大阪

市北区長柄

西１丁目７

番 43号 

令和５年３

月１日 

生活支援訪

問サービス 

2870503956 ヘルパース

テーション 

チャオ 

兵庫県神戸

市兵庫区荒

田町１-７

-12 臼井

ハウス南１

Ｆ 

株式会社Ｍ

ｏｉ Ｌｉ

ｆｅ 

兵庫県神戸

市兵庫区荒

田町１丁目

７-12 

令和５年３

月１日 

介護予防訪

問サービス 

2870503956 ヘルパース

テーション 

チャオ 

兵庫県神戸

市兵庫区荒

田町１-７

-12 臼井

ハウス南１

Ｆ 

株式会社Ｍ

ｏｉ Ｌｉ

ｆｅ 

兵庫県神戸

市兵庫区荒

田町１丁目

７-12 

令和５年３

月１日 

生活支援訪

問サービス 

2875104396 のんびりケ

ア 

兵庫県神戸

市中央区加

納町４丁目

９番 25号エ

スポワール

加納町 401

号室 

のんびりケ

ア合同会社 

兵庫県神戸

市中央区熊

内町３丁目

４番 24号 

令和５年３

月１日 

介護予防訪

問サービス 

神戸市告示第 734 号



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報3349

2875205227 ピーチデイ

サービス伊

川谷 

兵庫県神戸

市西区北別

府１丁目３

－１ 

株式会社桃

吉 

兵庫県神戸

市西区王塚

台７丁目 99

番地 

令和５年３

月１日 

介護予防通

所サービス 

2875205235 うららヘル

パーステー

ション 

兵庫県神戸

市西区白水

２丁目３番

21号 

株式会社グ

ット・ケア 

兵庫県神戸

市西区白水

２丁目３番

21号 

令和５年３

月１日 

介護予防訪

問サービス 

2875205235 うららヘル

パーステー

ション 

兵庫県神戸

市西区白水

２丁目３番

21号 

株式会社グ

ット・ケア 

兵庫県神戸

市西区白水

２丁目３番

21号 

令和５年３

月１日 

生活支援訪

問サービス 

2895000509 桜とさく

ら。神戸す

ずらん台 

兵庫県神戸

市北区山田

町小部字向

井谷 20番 

桜とさくら

株式会社 

兵庫県神戸

市北区山田

町小部向井

谷 20番 

令和５年３

月１日 

介護予防通

所サービス 

2895200521 宅老所 笑

夢 

兵庫県神戸

市西区持子

３丁目 35-

２ 

株式会社ウ

ィスツリー 

兵庫県西宮

市名塩さく

ら台３-８-

６ 

令和５年３

月１日 

介護予防通

所サービス 

 



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報 3350

神戸市告示第    号 

 次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 42 条の２第１項本文の事業者の

指定をしたので、同法第 78条の 11の規定により告示する。 

令和５年３月 22日 

神戸市長 久 元 喜 造 

 

介護保険事

業所番号 

事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

指定年月日 サービスの

種類 

2895000509 桜とさく

ら。神戸す

ずらん台 

兵庫県神戸

市北区山田

町小部字向

井谷 20番 

桜とさくら

株式会社 

兵庫県神戸

市北区山田

町小部向井

谷 20番 

令和５年３

月１日 

地域密着型

通所介護 

2895000517 看護小規模

多機能ホー

ムなるこ 

兵庫県神戸

市北区鳴子

３丁目１番 

社会福祉法

人あすか福

祉会 

長崎県対馬

市厳原町田

渕 933番地 

令和５年３

月１日 

複合型サー

ビス（看護

小規模多機

能型居宅介

護） 

2895200521 宅老所 笑

夢 

兵庫県神戸

市西区持子

３丁目 35-

２ 

株式会社ウ

ィスツリー 

兵庫県西宮

市名塩さく

ら台３-８-

６ 

令和５年３

月１日 

地域密着型

通所介護 

 

神戸市告示第 735 号



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報3351

神戸市告示第    号 

 次の施設について、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 48 条第１項第１号の指定をしたの

で、同法第 93条の規定により告示する。 

令和５年３月 22日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

介護保険事

業所番号 

事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

指定年月日 サービスの

種類 

2875004208 特別養護老

人ホーム鈴

蘭台西 

兵庫県神戸

市北区鳴子

３丁目１番 

社会福祉法

人あすか福

祉会 

長崎県対馬

市厳原町田

渕 933番地 

令和５年３

月１日 

介護老人福

祉施設 

 

神戸市告示第 736 号



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報 3352

神戸市告示第    号 

 次の施設について、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 94 条第１項の許可をしたので、同

法第 104条の２第１号の規定により告示する。 

令和５年３月 22日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

介護保険事

業所番号 

事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

許可申請者

の名称 

許可申請者

の所在地 

許可年月日 サービスの

種類 

2855080137 介護老人保

健施設神戸

彩光園 

兵庫県神戸

市北区鳴子

３丁目１番 

社会福祉法

人あすか福

祉会 

長崎県対馬

市厳原町田

渕 933番地 

令和５年３

月１日 

介護老人保

健施設 

 

神戸市告示第 737 号



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報3353

神戸市告示第  号 

 次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第 123号）第 75条第２項及び第 82条第２項並

びに第 115 条の５第２項の規定に基づいて事業を廃止する旨の届出があったため、同法第 78 条第

２号及び第 85条第２号並びに第 115条の 10第２号の規定により告示する。 

令和５年３月 22日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

介護保険事
業所番号 

事業所等の
名称 

事業所等の
所在地 

事業者の名
称 

事業者の主
たる事務所
の所在地 

廃止・辞退
の年月日 

サービスの
種類 

2870101827 ヘルパース
テーション
こんぱす 

兵庫県神戸
市東灘区北
青木４丁目
22番 20号 

株式会社コ
ンパス 

兵庫県神戸
市東灘区北
青木４丁目
22番 20号 

令和５年２
月 14日 

訪問介護 

2870802689 居宅介護支
援事業所青
空 

兵庫県神戸
市垂水区坂
上４丁目１
－７－201 

合同会社か
くれんぼ 

兵庫県神戸
市須磨区北
落合４丁目
11－18 

令和５年２
月 14日 

居宅介護支
援 

2860790332 ほしぞら訪
問看護ステ
ーション 

兵庫県神戸
市須磨区妙
法 寺 字 狐
962番地 

株式会社マ
リンブルー 

兵庫県神戸
市中央区相
生町５丁目
17－６カサ
ベ ラ 神 戸
907 

令和５年２
月 28日 

介護予防訪
問看護 

2860790332 ほしぞら訪
問看護ステ
ーション 

兵庫県神戸
市須磨区妙
法 寺 字 狐
962番地 

株式会社マ
リンブルー 

兵庫県神戸
市中央区相
生町５丁目
17－６カサ
ベ ラ 神 戸
907 

令和５年２
月 28日 

訪問看護 

2865090373 訪問看護ス
テーション
笑楽 岡場 

兵庫県神戸
市北区藤原
台中町１丁
目２番２号 
エコールリ
ラ １F 

株式会社ビ
オネスト 

兵庫県神戸
市中央区御
幸通二丁目
１番６号 

令和５年２
月 28日 

介護予防訪
問看護 

2865090373 訪問看護ス
テーション
笑楽 岡場 

兵庫県神戸
市北区藤原
台中町１丁
目２番２号 
エコールリ
ラ １F 

株式会社ビ
オネスト 

兵庫県神戸
市中央区御
幸通二丁目
１番６号 

令和５年２
月 28日 

訪問看護 

神戸市告示第 738 号
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2870502016 デイサービ
スセンター
ハーブ 

兵庫県神戸
市兵庫区下
沢通３丁目
４番３号 

医療法人社
団大有会 

兵庫県神戸
市兵庫区上
沢通３丁目
１番４号 

令和５年２
月 28日 

通所介護 

2875001022 訪問介護あ
んだんて 

兵庫県神戸
市北区南五
葉１丁目４
－26 山本ビ
ル 201号 

有限会社タ
ツヒロサー
ビス 

兵庫県神戸
市北区南五
葉１丁目４
－26 山本ビ
ル 201 

令和５年２
月 28日 

訪問介護 

 



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報3355

神戸市告示第  号 

 次の事業者について、介護保険法施行規則第 140 条の 62 の３第２項第４号の規定に基づいて事

業を廃止する旨の届出があったため、神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス・介護

予防通所サービス事業者の指定に関する要綱第 10条第２号の規定により告示する。 

令和５年３月 22日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

介護保険事
業所番号 

事業所等の
名称 

事業所等の
所在地 

事業者の名
称 

事業者の主
たる事務所
の所在地 

廃止・辞退
の年月日 

サービスの
種類 

2870201882 うみのほし
灘北デイサ
ービスセン
ター 

兵庫県神戸
市灘区灘北
通１丁目２
－10 

社会福祉法
人神戸海星
会 

兵庫県神戸
市灘区篠原
北町三丁目
11番 15号 

令和５年２
月１日 

介護予防通
所サービス 

2870101827 ヘルパース
テーション
こんぱす 

兵庫県神戸
市東灘区北
青木４丁目
22番 20号 

株式会社コ
ンパス 

兵庫県神戸
市東灘区北
青木４丁目
22番 20号 

令和５年２
月 14日 

介護予防訪
問サービス 

2870502016 デイサービ
スセンター
ハーブ 

兵庫県神戸
市兵庫区下
沢通３丁目
４番３号 

医療法人社
団大有会 

兵庫県神戸
市兵庫区上
沢通３丁目
１番４号 

令和５年２
月 28日 

介護予防通
所サービス 

2870602972 セミコロン 兵庫県神戸
市長田区西
丸山町２丁
目 14－３ 

株式会社リ
ベルタ 

兵庫県神戸
市長田区西
丸山町２丁
目 14－３ 

令和５年２
月 28日 

介護予防通
所サービス 

2875001022 訪問介護あ
んだんて 

兵庫県神戸
市北区南五
葉１丁目４
－26 山本ビ
ル 201号 

有限会社タ
ツヒロサー
ビス 

兵庫県神戸
市北区南五
葉１丁目４
－26 山本ビ
ル 201 

令和５年２
月 28日 

介護予防訪
問サービス 

2875001022 訪問介護あ
んだんて 

兵庫県神戸
市北区南五
葉１丁目４
－26 山本ビ
ル 201号 

有限会社タ
ツヒロサー
ビス 

兵庫県神戸
市北区南五
葉１丁目４
－26 山本ビ
ル 201 

令和５年２
月 28日 

生活支援訪
問サービス 

神戸市告示第 739 号
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2875203362 アスナビス
タジオ リ
ハ・リハ 

兵庫県神戸
市西区前開
南町２丁目
13－14 

株式会社セ
ラピット 

兵庫県神戸
市西区前開
南町２丁目
13－５ 

令和５年２
月 28日 

介護予防通
所サービス 

2895000475 桜 と さ く
ら。神戸す
ずらん台 

兵庫県神戸
市北区山田
町小部字向
井谷 20番地 

Ｓ ｔ ｅ ｐ 
Ｓ．Ｐ．Ｆ
株式会社 

滋賀県大津
市真野１丁
目３番２号 

令和５年２
月 28日 

介護予防通
所サービス 

 



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報3357

神戸市告示第  号 

 次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 78 条の５第２項の規定に基づい

て事業を廃止する旨の届出があったため、同法第 78条の 11第２号の規定により告示する。 

令和５年３月 22日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

介護保険事
業所番号 

事業所等の
名称 

事業所等の
所在地 

事業者の名
称 

事業者の主
たる事務所
の所在地 

廃止・辞退
の年月日 

サービスの
種類 

2870201882 うみのほし
灘北デイサ
ービスセン
ター 

兵庫県神戸
市灘区灘北
通１丁目２
－10 

社会福祉法
人神戸海星
会 

兵庫県神戸
市灘区篠原
北町三丁目
11番 15号 

令和５年２
月１日 

地域密着型
通所介護 

2870602972 セミコロン 兵庫県神戸
市長田区西
丸山町２丁
目 14－３ 

株式会社リ
ベルタ 

兵庫県神戸
市長田区西
丸山町２丁
目 14－３ 

令和５年２
月 28日 

地域密着型
通所介護 

2875203362 アスナビス
タジオ リ
ハ・リハ 

兵庫県神戸
市西区前開
南町２丁目
13－14 

株式会社セ
ラピット 

兵庫県神戸
市西区前開
南町２丁目
13－５ 

令和５年２
月 28日 

地域密着型
通所介護 

2895000475 桜 と さ く
ら。神戸す
ずらん台 

兵庫県神戸
市北区山田
町小部字向
井谷 20番地 

Ｓ ｔ ｅ ｐ 
Ｓ．Ｐ．Ｆ
株式会社 

滋賀県大津
市真野１丁
目３番２号 

令和５年２
月 28日 

地域密着型
通所介護 

 

神戸市告示第 740 号
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神戸市告示第  号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者を次

のとおり指定した。 

  令和５年３月22日 

 

神戸市長 久 元 喜 造  

１ 公の施設の名称 

  神戸市立ふたば学舎 

２ 指定管理者 

神戸市長田区二葉町８丁目４番８号 

特定非営利活動法人ふたば 

理事 岡本 勝利 

３ 指定期間 

  令和５年４月１日から令和８年３月31日まで 

神戸市告示第 741 号
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神戸市告示第  号 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者を次のとおり

指定した。 

令和５年３月22日 

神戸市長 久 元 喜 造 

公の施設の名称 指定管理者 指定期間 

大沢農業集落排水処

理施設 

神戸市長田区二葉町５丁目１番32号 

神戸住環境整備公社・神鋼環境ソリュー

ション・神鋼環境メンテナンス共同事業

体 

代表者 一般財団法人神戸住環境整

備公社  

代表理事 三木 太志 

     

令和５年４月１

日から令和６年

３月31日まで 淡河農業集落排水処

理施設 

萩原農業集落排水処

理施設 

屛風農業集落排水処

理施設 

勝雄農業集落排水処

理施設 

和田農業集落排水処

理施設 

細田農業集落排水処

理施設 

黒田農業集落排水処

理施設 

常本農業集落排水処

理施設 

小寺農業集落排水処

理施設 

田井農業集落排水処

理施設 

新々田農業集落排水

処理施設 

北古農業集落排水処

理施設 

平野印路農業集落排

水処理施設 

平野中村農業集落排

水処理施設 

神出西農業集落排水

処理施設 

神戸市告示第 742 号
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神出東農業集落排水

処理施設 

岩岡農業集落排水処

理施設 

野中農業集落排水処

理施設 

西脇農業集落排水処

理施設 

神出南農業集落排水

処理施設 

広谷農業集落排水処

理施設 

吉生農業集落排水処

理施設 

寺谷農業集落排水処

理施設 

僧尾農業集落排水処

理施設 

中山・野瀬農業集落

排水処理施設 

 



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報3361

 

神戸市告示第  号 

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第８条及び第 10 条第 1 項の規定に基き、市道の路線を次のように

認定し、及び廃止する。 

その関係図面は、神戸市建設局道路管理課において一般の縦覧に供する。 

令和５年３月 22日 

 神戸市長 久 元 喜 造 

  

１  認定する市道の路線  

 

路線名 

 

起   点 

 

終   点 

鴨子ケ原30号線 神戸市東灘区鴨子ケ原３丁目27番

13地先 

神戸市東灘区鴨子ケ原３丁目187

番24地先 

鴨子ケ原31号線 神戸市東灘区鴨子ケ原３丁目187

番34地先 

神戸市東灘区鴨子ケ原３丁目187

番31地先 

高丸陸26号線 神戸市垂水区高丸８丁目2243 番

537地先 

神戸市垂水区高丸８丁目2243番

544地先 

高丸陸27号線 神戸市垂水区高丸８丁目2243番

522地先 

神戸市垂水区高丸８丁目2243番

530地先 

高丸陸28号線 神戸市垂水区高丸８丁目2243番

507地先 

神戸市垂水区高丸８丁目2243番

515地先 

鈴蘭台143号線 神戸市北区鈴蘭台北町１丁目13番

10地先 

神戸市北区鈴蘭台北町２丁目23番

18地先 

鈴蘭台144号線 神戸市北区鈴蘭台北町１丁目17番

１地先 

神戸市北区鈴蘭台北町２丁目４番

51地先 

鈴蘭台145号線 神戸市北区鈴蘭台北町１丁目17番

１地先 

神戸市北区鈴蘭台北町１丁目17番

１地先 

鈴蘭台146号線 神戸市北区鈴蘭台北町２丁目４番

12地先 

神戸市北区鈴蘭台北町２丁目25番

２地先 

鈴蘭台147号線 神戸市北区鈴蘭台北町２丁目４番

51地先 

神戸市北区鈴蘭台北町２丁目４番

40地先 

鈴蘭台148号線 神戸市北区鈴蘭台北町２丁目４番

45地先 

神戸市北区鈴蘭台北町２丁目４番

24地先 

鈴蘭台149号線 神戸市北区鈴蘭台北町１丁目43番

地先 

神戸市北区鈴蘭台北町１丁目17番

１地先 

鈴蘭台150号線 神戸市北区鈴蘭台北町１丁目13番

10地先 

神戸市北区鈴蘭台北町１丁目12番

17地先 

鈴蘭台151号線 神戸市北区鈴蘭台北町２丁目５番

29地先 

神戸市北区鈴蘭台北町２丁目５番

27地先 

萩原11号線 神戸市北区淡河町萩原字宮脇203

番１地先 

神戸市北区淡河町萩原字風呂ノ本

1371番地先 

萩原12号線 神戸市北区淡河町萩原字岡土砂山

1239番地先 

神戸市北区淡河町萩原字才ノ神

1420番地先 

神戸市告示第 743 号
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萩原13号線 神戸市北区淡河町萩原字桶屋垣内

1377番地先 

神戸市北区淡河町萩原字桶屋垣内

1404番５地先 

萩原14号線 神戸市北区淡河町萩原字桶屋垣内

1389番地先 

神戸市北区淡河町萩原字桶屋垣内

362番１地先 

萩原15号線 神戸市北区淡河町萩原字桶屋垣内

1395番地先 

神戸市北区淡河町萩原字才ノ神

1421番地先 

萩原16号線 神戸市北区淡河町萩原字才ノ神

1427番地先 

神戸市北区淡河町萩原字才ノ神

1409番１地先 

萩原17号線 神戸市北区淡河町萩原字才ノ神

1449番地先 

神戸市北区淡河町萩原字丸塚1465

番地先 

萩原18号線 神戸市北区淡河町萩原字才ノ神

1449番地先 

神戸市北区淡河町萩原字才ノ神

1452番２地先 

萩原19号線 神戸市北区淡河町萩原字丸塚1474

番１地先 

神戸市北区淡河町萩原字丸塚1467

番地先 

萩原20号線 神戸市北区淡河町萩原字野田103

番地先 

神戸市北区淡河町萩原字野田23番

１地先 

萩原21号線 神戸市北区淡河町萩原字野田1265

番地先 

神戸市北区淡河町萩原字野田1272

番地先 

萩原22号線 神戸市北区淡河町萩原字野田1301

番地先 

神戸市北区淡河町萩原字野田1304

番地先 

向洋28号線 神戸市東灘区向洋町中９丁目１番

１地先 

神戸市東灘区向洋町中９丁目１番

15地先 

港島72号線 神戸市中央区港島南町４丁目７番

９地先 

神戸市中央区港島南町４丁目２番

６地先 

港島73号線 神戸市中央区港島南町４丁目７番

８地先 

神戸市中央区港島南町４丁目７番

10地先 

港島74号線 神戸市中央区港島南町４丁目６番

10地先 

神戸市中央区港島南町４丁目６番

５地先 

港島75号線 神戸市中央区港島南町３丁目３番

４地先 

神戸市中央区港島南町３丁目３番

17地先 

小束野40号線 神戸市西区神出町小束野字廣澤53

番98地先 

神戸市西区神出町小束野字廣澤53

番59地先 

 

２  廃止する市道の路線  

 

路線名 

 

起   点 

 

終   点 

長田里48号線 神戸市長田区上池田６丁目９番地

先 

神戸市長田区上池田６丁目10番９

地先 

神出里170号線 神戸市西区神出町小束野字籠ノ谷

９番61地先 

神戸市西区神出町小束野字籠ノ谷

９番66地先 

櫨谷村合併第192号

線 

神戸市西区櫨谷町池谷字城ケ谷

170番地先 

神戸市西区櫨谷町池谷字城ケ谷

140番地先 

櫨谷村合併第193号

線 

神戸市西区櫨谷町池谷字城ヶ谷

140番地先 

神戸市西区櫨谷町池谷字城ヶ谷

140番地先 
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林田方面第41号線 神戸市兵庫区出在家町１丁目15 

番地先 

神戸市兵庫区出在家町１丁目15 

番地先 

東灘里200号線 神戸市東灘区鴨子ケ原３丁目188

番５地先 

神戸市東灘区鴨子ケ原３丁目187

番21地先 
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神戸市告示第  号 

道路法（昭和27年法律第180号）第48条の13第３項の規定により、次の市道の全区間をもっ

ぱら歩行者の一般交通の用に供する道路に指定するので、同条第５項の規定により告示する。 

令和５年３月22日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

 

１ 路線名 

鴨子ケ原31号線 

２  指定する期日 

  令和５年３月22日 
 

神戸市告示第 744 号
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神戸市告示第 号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

する。 

その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和５年４月５日まで一般の縦覧

に供する。 

令和５年３月22日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新旧

別 

延 長 

(メートル) 

幅 員 

(メートル) 

市道 

 

鴨子ケ原 

27号線 

神戸市東灘区鴨子ケ原３丁

目38番23地先から 

神戸市東灘区鴨子ケ原３丁

目38番23地先まで 

新 14.10 最大  7.70 

最小  6.10 

旧 14.10 最大  8.00 

最小  6.60 

 

神戸市告示第 745 号
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神戸市公告                

 神戸市私道の変更又は廃止の手続に関する条例（平成 13年４月条例第 17号）第２条第１項

の規定により、私道の変更又は廃止を承認したものは次のとおりです。 

令和５年３月 22日 

（特定行政庁）神戸市長 久 元 喜 造  

指定番号 廃止年月日 道路の位置 延長 幅員 

   (メートル) (メートル) 

第Ｒ４－

17号 

令和５年２

月 21日 
神戸市東灘区向洋町東３丁目 27番 72.857 17.50 

備考 道路の位置の詳細については、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課備え付けの図面

のとおり 

公 告
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神戸市公告                

 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 42条第１項第５号の規定により、道路の位置を指

定したものは次のとおりです。 

令和５年３月 22日 

（特定行政庁）神戸市長 久 元 喜 造  

指定番号 指定年月日 道路の位置 延長 幅員 

   (メートル) (メートル) 

第Ｒ４－

18号 

令和５年２

月 21日 
神戸市東灘区向洋町東３丁目 27番 72.92 

16.77～

16.88 

備考 道路の位置の詳細については、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課備え付けの図面

のとおり 

神戸市公告  

 都市公園の区域を変更するので、神戸市都市公園条例（昭和 33年３月条例第 54

号）第３条の規定により、次のとおり公告します。  

  令和５年３月 22日  

神戸市長  久  元  喜  造   

１  区域を変更する都市公園  

⑴名称、位置及び区域  

  

名   称  位    置  区   域  備  考  

ポートアイランド南公園  

中央区港島中町８丁目  

中央区港島南町１丁目  

神戸市建設局公園部管理課

備付けの図面のとおり  
拡  張  

 

⑵供用開始の年月日 

  令和５年３月 22日  
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神戸市公告  

 都市公園の区域を変更するので、神戸市都市公園条例（昭和 33年３月条例第 54

号）第３条の規定により、次のとおり公告します。  

  令和５年３月 22日  

神戸市長  久  元  喜  造   

１  区域を変更する都市公園  

⑴名称、位置及び区域  

  

名   称  位    置  区   域  備  考  

ポートアイランド南公園  

中央区港島中町８丁目  

中央区港島南町１丁目  

神戸市建設局公園部管理課

備付けの図面のとおり  
拡  張  

 

⑵供用開始の年月日 

  令和５年３月 22日  
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神戸市公告 

 次の開発区域（工区）の全部について開発行為に関する工事が完了したので、都市

計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規定により公告します。 

  令和５年３月22日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称 

  神戸市中央区野崎通６丁目331番１、331番２、331番３、332番、333番、334番 

 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

神戸市中央区熊内町４丁目８番４号カナヤラルビル 

アクティヴ貿易株式会社株式会社 

代表取締役 スレッシュ・ケイ・ラル 

 許可番号 

  令和４年10月27日 第8082号 

（変更許可 令和５年１月11日 第2035号） 

２ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称 

  神戸市垂水区青山台１丁目809番418の一部 

 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

  神戸市垂水区青山台１丁目22番１号 

塩屋土地株式会社 

代表取締役 井植 敏彰 

 許可番号 

  令和４年10月27日 第8081号 

（変更許可 令和５年２月９日 第2041号） 
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神戸市公告 

 次の開発区域（工区）の全部について開発行為に関する工事が完了したので、都市

計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規定により公告します。 

  令和５年３月22日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称 

  神戸市中央区野崎通６丁目331番１、331番２、331番３、332番、333番、334番 

 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

神戸市中央区熊内町４丁目８番４号カナヤラルビル 

アクティヴ貿易株式会社株式会社 

代表取締役 スレッシュ・ケイ・ラル 

 許可番号 

  令和４年10月27日 第8082号 

（変更許可 令和５年１月11日 第2035号） 

２ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称 

  神戸市垂水区青山台１丁目809番418の一部 

 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

  神戸市垂水区青山台１丁目22番１号 

塩屋土地株式会社 

代表取締役 井植 敏彰 

 許可番号 

  令和４年10月27日 第8081号 

（変更許可 令和５年２月９日 第2041号） 

神戸市公告 

大規模小売店舗立地法（平成 10年法律第 91号）第６条第１項の規定による変更の届出があ

ったので、同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告すると

ともに、当該届出を次のとおり縦覧に供します。 

なお、同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活

動を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、令和５年３月 22日から４月以内に、神戸市

に対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

令和５年３月 22日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

藤原台地区センター エコール・リラ 

神戸市北区藤原台中町１丁目２番２号 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代

表者の氏名 

イオンリテールストア株

式会社 
千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 

代表取締役 

井出 武美 

株式会社なゆた 
神戸市中央区相生町４丁目８-13

サンパレス１階 

代表取締役 

坂野 紀子 

生活協同組合コープこう

べ 
神戸市東灘区住吉本町１丁目３番

19号 
組合長理事 

木田 克也 

株式会社マツモトキヨシ 千葉県松戸市新松戸東９番地１ 
代表取締役 

大田 貴雄 

株式会社カロ 
大阪市中央区大手前１丁目７番 31

号 

代表取締役 

宇澤 信夫 

株式会社マルコポーロ 
大阪市中央区久太郎町１丁目８番

９号 

代表取締役 

西 啓文 

株式会社ピーチクラブ 堺市中区小阪 270番地 
代表取締役 

納谷 計男 

チェックローズ株式会社 大阪府豊中市城山１丁目６番 22号 
代表取締役 

山本 圭介 

株式会社青木洋裁研究所 兵庫県西宮市越水町２番６号 
代表取締役 

青木 清治 

株式会社三城 
東京都中央区日本橋室町２丁目４

番３号 

代表取締役 

澤田 将広 

株式会社デュウ 
京都府木津川市相楽台５丁目８番

地２ 

代表取締役 

塔筋 誠 

株式会社新生堂 神戸市東灘区住吉南町４－１－22 
代表取締役 

江田 善一 
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有限会社モリナカ 神戸市灘区日尾町３丁目１番 26号 
代表取締役 

森中 広文 

株式会社二楽園 神戸市東灘区岡本１丁目２番 17号 
代表取締役 

奥谷 信秀 

株式会社手芸の丸十 
兵庫県加古川市加古川町中津 448

番地の１ 

代表取締役 

畑 陽介 

株式会社大創産業 
広島県東広島市西条吉行東１丁目

４番 14号 

代表取締役 

矢野 靖二 

東京ブックセンター開発

株式会社 
東京都八王子市八日町１番 11号 

代表取締役 

熊沢 真 

株式会社エービーシー・

マート 
東京都渋谷区神南１丁目 11番５号 

代表取締役 

野口 実 

株式会社マックハウス 東京都杉並区梅里１丁目７番７号 
代表取締役 

北原 久巳 

株式会社ハニーズホール

ディングス 

福島県いわき市鹿島町走熊字七本

松 27番の１ 

代表取締役 

江尻 義久 

株式会社エディオン 広島市中区紙屋町２丁目１番 18号 
代表取締役 

久保 允誉 

他３名 

（変更後） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代

表者の氏名 

イオンリテールストア株

式会社 
千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 

代表取締役 

井出 武美 

株式会社なゆた 
神戸市中央区相生町４丁目８-13

サンパレス１階 

代表取締役 

坂野 紀子 

株式会社良品計画 
東京都豊島区東池袋４丁目 26番３

号 

代表取締役 

堂前 宣夫 

株式会社マツモトキヨシ 千葉県松戸市新松戸東９番地１ 
代表取締役 

松本 貴志 

株式会社カロ 
大阪市中央区大手前１丁目７番 31

号 

代表取締役 

宇澤 信夫 

株式会社ピーチクラブ 堺市中区小阪 270番地 
代表取締役 

納谷 康平 

チェックローズ株式会社 大阪府豊中市城山１丁目６番 22号 
代表取締役 

山本 圭介 

株式会社青木洋裁研究所 兵庫県西宮市越水町２番６号 
代表取締役 

青木 嘉生 

株式会社パリミキ 
東京都中央区日本橋室町２丁目４

番３号 

代表取締役 

澤田 将広 

株式会社デュウ 
京都府木津川市相楽台５丁目８番

地２ 

代表取締役 

塔筋 誠 

株式会社新生堂 神戸市東灘区住吉南町４－１－22 
代表取締役 

江田 善一 

株式会社二楽園 神戸市東灘区岡本１丁目２番 17号 
代表取締役 

奥谷 信秀 

株式会社手芸の丸十 
兵庫県加古川市加古川町中津 448

番地の１ 

代表取締役 

畑 陽介 
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有限会社モリナカ 神戸市灘区日尾町３丁目１番 26号 
代表取締役 

森中 広文 

株式会社二楽園 神戸市東灘区岡本１丁目２番 17号 
代表取締役 

奥谷 信秀 

株式会社手芸の丸十 
兵庫県加古川市加古川町中津 448

番地の１ 

代表取締役 

畑 陽介 

株式会社大創産業 
広島県東広島市西条吉行東１丁目

４番 14号 

代表取締役 

矢野 靖二 

東京ブックセンター開発

株式会社 
東京都八王子市八日町１番 11号 

代表取締役 

熊沢 真 

株式会社エービーシー・

マート 
東京都渋谷区神南１丁目 11番５号 

代表取締役 

野口 実 

株式会社マックハウス 東京都杉並区梅里１丁目７番７号 
代表取締役 

北原 久巳 

株式会社ハニーズホール

ディングス 

福島県いわき市鹿島町走熊字七本

松 27番の１ 

代表取締役 

江尻 義久 

株式会社エディオン 広島市中区紙屋町２丁目１番 18号 
代表取締役 

久保 允誉 

他３名 

（変更後） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代

表者の氏名 

イオンリテールストア株

式会社 
千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 

代表取締役 

井出 武美 

株式会社なゆた 
神戸市中央区相生町４丁目８-13

サンパレス１階 

代表取締役 

坂野 紀子 

株式会社良品計画 
東京都豊島区東池袋４丁目 26番３

号 

代表取締役 

堂前 宣夫 

株式会社マツモトキヨシ 千葉県松戸市新松戸東９番地１ 
代表取締役 

松本 貴志 

株式会社カロ 
大阪市中央区大手前１丁目７番 31

号 

代表取締役 

宇澤 信夫 

株式会社ピーチクラブ 堺市中区小阪 270番地 
代表取締役 

納谷 康平 

チェックローズ株式会社 大阪府豊中市城山１丁目６番 22号 
代表取締役 

山本 圭介 

株式会社青木洋裁研究所 兵庫県西宮市越水町２番６号 
代表取締役 

青木 嘉生 

株式会社パリミキ 
東京都中央区日本橋室町２丁目４

番３号 

代表取締役 

澤田 将広 

株式会社デュウ 
京都府木津川市相楽台５丁目８番

地２ 

代表取締役 

塔筋 誠 

株式会社新生堂 神戸市東灘区住吉南町４－１－22 
代表取締役 

江田 善一 

株式会社二楽園 神戸市東灘区岡本１丁目２番 17号 
代表取締役 

奥谷 信秀 

株式会社手芸の丸十 
兵庫県加古川市加古川町中津 448

番地の１ 

代表取締役 

畑 陽介 

株式会社大創産業 
広島県東広島市西条吉行東１丁目

４番 14号 

代表取締役 

矢野 靖二 

東京ブックセンター開発

株式会社 
東京都八王子市八日町１番 11号 

代表取締役 

熊沢 真 

株式会社エービーシー・

マート 
東京都渋谷区神南１丁目 11番５号 

代表取締役 

野口 実 

株式会社マックハウス 東京都杉並区梅里１丁目７番７号 
代表取締役 

坂下 和志 

株式会社ハニーズホール

ディングス 

福島県いわき市鹿島町走熊字七本

松 27番の１ 

代表取締役 

江尻 英介 

株式会社エディオン 広島市中区紙屋町２丁目１番 18号 
代表取締役 

久保 允誉 

他３名 

３ 変更の年月日及び変更する理由 

令和４年 10月 28日 退店等のため 

４ 届出年月日 

令和４年 11月 11日 

５ 縦覧期間 

令和５年３月 22日から令和５年７月 24日まで 

６ 縦覧場所 

神戸市中央区御幸通６丁目１番 12号 

三宮ビル東館４階 

神戸市経済観光局経済政策課 
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神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10年法律第 91号）第６条第１項の規定による変更の届出があ

ったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定により次のとおり公告する

とともに、当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類を次のと

おり縦覧に供します。 

 なお、同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活

動を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、令和５年３月 22日から４月以内に、神戸市

に対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和５年３月 22日 

                        神戸市 

                        代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  サザンモール六甲Ｂ６１２、サザンモール２ｎｄ ｓｔｒｅｅｔ 

  神戸市灘区新在家南町１丁目 他 

２ 変更した事項 

 (1)大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の

氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代表者の

氏名 

株式会社サザンモール

六甲 

神戸市灘区新在家南町１丁目

２番１号 

代表取締役 

植村 浩史 

有限会社サザンモール

小泉 

大阪市此花区西九条１丁目

10番 39号 

取締役 

内山 隆太郎 

（変更後） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代表者の

氏名 

株式会社サザンモール

六甲 

神戸市灘区新在家南町１丁目

２番１号 

代表取締役 

植村 浩史 

有限会社サザンモール

小泉 

神戸市灘区新在家南町１丁目

２番１号 

取締役 

内山 隆太郎 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名 

（変更前） 
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氏名又は名称 住   所 
法人にあっては

代表者の氏名 

小泉製麻株式会社 
神戸市灘区新在家南町１丁目２

番１号 

代表取締役  

小泉 康史 

株式会社アクタス 
東京都新宿区新宿２丁目 19番１

号 

代表取締役  

休山 昭 

トレック・ジャパン株式会社 兵庫県西宮市大井手町７番 28号 
代表取締役 

田村 芳隆 

株式会社カラーズ 

神戸市灘区桜口町４丁目１番１

号ウェルブ六甲道４番街１番館

402 

代表取締役 

佐久間 敏雅 

アクサス株式会社 徳島市山城西４丁目２番地 
代表取締役 

久岡 卓司 

上新電機株式会社 
大阪市浪速区日本橋西１丁目６

番５号 

代表取締役 

中嶋 克彦 

株式会社アルペン 
名古屋市中区丸の内２丁目９番

40号 

代表取締役 

水野 泰三 

株式会社西松屋チェーン 
兵庫県姫路市飾東町庄 266番地

の１ 

代表取締役 

大村 禎史 

株式会社Ｇ-７ホールディン

グス 
神戸市須磨区弥栄台３丁目１-６ 

代表取締役 

金田 達三 

株式会社チヨダ 東京都杉並区成田東４-39-８ 
代表取締役 

舟橋 浩司 

有限会社パル 
神戸市北区藤原台南町４丁目 21

番３号 

代表取締役 

安木 義博 

小野株式会社 香川県高松市塩屋町 14番地５ 
代表取締役 

小野 兼資 

株式会社ビジョンメガネ 
大阪府守口市菊水通２丁目９番

13号 

代表取締役 

安東 晃一 

株式会社アミーゴ 
東京都千代田区神田多町２丁目

１番地 

代表取締役 

中村 友秀 

（変更後） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては

代表者の氏名 

小泉製麻株式会社 
神戸市灘区新在家南町１丁目２

番１号 

代表取締役  

小泉 康史 

株式会社アクタス 
東京都新宿区新宿２丁目 19番１

号 

代表取締役  

休山 昭 

トレック・ジャパン株式会社 兵庫県西宮市大井手町７番 28号 
代表取締役 

田村 芳隆 
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株式会社カラーズ 
神戸市灘区桜口町４丁目１番１

号ウェルブ六甲道４番街１番館 

代表取締役 

佐藤 種夫 

アクサス株式会社 徳島市山城西４丁目２番地 
代表取締役 

久岡 卓司 

株式会社イトウゴフク 岡山市南区千鳥町５番１号 
代表取締役 

伊藤 龍夫 

株式会社アルペン 
名古屋市中区丸の内２丁目９番

40号 

代表取締役 

水野 敦之 

株式会社西松屋チェーン 
兵庫県姫路市飾東町庄 266番地

の１ 

代表取締役 

大村 浩一 

株式会社Ｇ-７ホールディン

グス 

神戸市須磨区弥栄台２丁目１番

地の３ 

代表取締役 

金田 達三 

株式会社チヨダ 
東京都杉並区荻窪４丁目 30番 16

号 

代表取締役 

町野 雅俊 

有限会社パル 
神戸市北区藤原台南町４丁目 21

番３号 

代表取締役 

尾山 亮 

株式会社ビジョンメガネ 
大阪市西区南堀江３丁目 14番 12

号 

代表取締役 

安東 晃一 

株式会社アミーゴ 
東京都千代田区神田多町２丁目

１番地 

代表取締役 

中村 友秀 

他１名と未定１店舗 

３ 変更の年月日 

  ２(1)については、平成 26年４月 30日 

２(2)については、令和４年９月 17日 

４ 変更する理由 

  ２(1)については、住所変更のため 

２(2)については、入退店等のため 

５ 届出年月日 

  令和４年 11月１日 

６ 縦覧期間 

  令和５年３月 22日から令和５年７月 24日まで 

７ 縦覧場所 

  神戸市中央区御幸通６丁目１番 12号 

三宮ビル東館４階 

神戸市経済観光局経済政策課 
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神戸市公告 

大規模小売店舗立地法（平成 10年法律第 91号）第６条第５項の規定による届出があった

ので、同法第６条第６項の規定により次のとおり公告します。 

令和５年３月 22日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

マックスバリュ伊川谷店 

神戸市西区白水１丁目 15番 18号 

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

 名 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代表

者の氏名 

マックスバリュ西日本

株式会社 

広島県広島市南区段原南１丁目

３番 52号 

代表取締役 

平尾 健一 

３ 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計 

  1,707平方メートル 

４ 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計 

  ０平方メートル 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が 1,000平方メートル以下となる日  

令和４年 11月 14日 

６ 変更する理由 

店舗閉店建物解体のため 

７ 届出年月日 

令和４年 11月 16日 
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神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10年法律第 91号）第６条第１項の規定による変更の届出が

あったので、同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告す

るとともに、当該届出を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業

活動を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存す

る団体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の

保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、令和５年３月 22 日から４月以内に、

神戸市に対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和５年３月 22日 

                         神戸市 

                         代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  神戸三田プレミアム・アウトレット 

  神戸市北区上津台７丁目３番外 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住所 法人にあっては代表者の氏名 

株式会社ケリングジャパン 
東京都港区北青山３丁目

６番７号 

代表取締役 

ジャン・マルク・デュプレ 

ＬＶＭＨファッション・グル

ープ・ジャパン株式会社 

東京都港区北青山３丁目

５番 29号 

代表取締役 

ノルベール・ルレ 

株式会社モンクレールジャパ

ン 

東京都港区北青山３丁目

６番７号 

代表取締役 

田村 直裕 

ヴァレンティノジャパン株式

会社 

東京都港区南青山５丁目

９番 19号 

代表取締役 

ウィリアム・ウヨン・ユン 

株式会社エトロ・ジャパン 
東京都港区南青山５丁目

11番５号 

代表取締役 

ファビオ・ストラーダ 

Ｊｉｍｍｙ Ｃｈｏｏ Ｔｏ

ｋｙｏ株式会社 

東京都港区赤坂８丁目５

番 34号 

代表取締役 

永江 公一 

株式会社ボッテガ・ヴェネタ

ジャパン 

東京都中央区銀座６丁目

８－７ 

代表取締役 

竹林 朋毅 

株式会社バリー・ジャパン 
東京都中央区銀座１丁目

19番７号 

代表取締役 

高桑 真 

ヒューゴボスジャパン株式会

社 

東京都港区南青山５丁目

２番１号 

代表取締役 

マシュー キーラン 

リシュモンジャパン株式会社 
東京都千代田区麹町１丁

目４番地 

代表取締役 

三木 均 

ドルチェ・アンド・ガッバー

ナ・ジャパン株式会社 

東京都港区北青山３丁目

６番７号 

代表取締役 

ファブリツィオ カルディナ

リ 

ギャップジャパン株式会社 
東京都渋谷区千駄ケ谷５

丁目 32番 10号 

代表取締役 

マシュー コリン 

プラダジャパン株式会社 東京都港区南青山１丁目 代表取締役 

15番 14号 ダヴィデ・セジア 

Ｄｅｃｋｅｒｓ Ｊａｐａｎ

合同会社 

東京都渋谷区恵比寿４丁

目 20番３号 

職務執行者 

伊藤 輝希 

株式会社インコントロ 
大阪市中央区淡路町２丁

目３番５号 

代表取締役 

長江 聡 

テンピュール・シーリー・ジ

ャパン有限会社 
神戸市中央区伊藤町 119 

代表取締役 

木村 信也 

株式会社ダイドーフォワード 
東京都千代田区外神田３

丁目１番 16号 

代表取締役 

鍋割 宰 

ルックスオティカジャパン株

式会社 

東京都千代田区二番町４

番地５号 

代表取締役 

山崎 真也 

デサントジャパン株式会社 
大阪市天王寺区堂ヶ芝１

丁目 11番３号 

代表取締役 

小川 典利夫 

株式会社セルジオロッシジャ

パン 

東京都渋谷区渋谷２丁目

11番８号 

代表取締役 

松木 愛明 

コロネット株式会社 
大阪市中央区博労町１丁

目９番８号 

代表取締役 

浅沼 孝信 

株式会社グラニフ 
東京都渋谷区渋谷１丁目

７番７号 

代表取締役 

村田 昭彦 

株式会社ウールリッチジャパ

ン 

東京都渋谷区松濤２丁目

２０番６号 

代表取締役 

川田 慎二 

タペストリー・ジャパン合同

会社 

東京都港区六本木６丁目

10番１号 

職務執行者 

エマヌエル・リュエラン 

トッズ・ジャパン株式会社 
東京都渋谷区神宮前１丁

目５番８号 

代表取締役 

ジュゼッペ・カヴァッロ 

フェラガモ・ジャパン株式会

社 

東京都中央区銀座７丁目

８番２号 

代表取締役 

パスクアレ デ サンティス 

株式会社リンク・セオリー・

ジャパン 
山口市佐山 717番地１ 

代表取締役 

畑 誠 

ブルネロクチネリジャパン株

式会社 
東京都千代田区一番町８ 

代表取締役 

宮川 ダビデ 

株式会社アクタス 
東京都新宿区新宿２丁目

19番１号 

代表取締役 

休山 昭 

双日インフィニティ株式会社 
東京都港区六本木１丁目

６番１号 

代表取締役 

小野 浩平 

株式会社Ｆｒａｎｃｆｒａｎ

ｃ 

東京都港区北青山３丁目

５番 12号 

代表取締役 

髙島 郁夫 

株式会社ブルックスブラザー

ズジャパン 

東京都品川区上大崎３丁

目１番１号 

代表取締役 

渡部 克男 

株式会社スタイリングライ

フ・ホールディングス 

東京都新宿区北新宿２丁

目 21番１号 

代表取締役 

遠藤 育雄 

株式会社ミキハウストレード 大阪府八尾市大窪 936 
代表取締役 

木村 隆一 

株式会社ツヅキ 千葉県柏市柏 344番地２ 
代表取締役 

都築 宏一郎 

フルラジャパン株式会社 
東京都渋谷区神宮前１丁

目５番８号 

代表取締役 

ディーター・ハーベル 

株式会社エーアンドエス 
東京都渋谷区千駄ヶ谷２

丁目 11番１号 

代表取締役 

稲瀬 修 



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報 3378

15番 14号 ダヴィデ・セジア 

Ｄｅｃｋｅｒｓ Ｊａｐａｎ

合同会社 

東京都渋谷区恵比寿４丁

目 20番３号 

職務執行者 

伊藤 輝希 

株式会社インコントロ 
大阪市中央区淡路町２丁

目３番５号 

代表取締役 

長江 聡 

テンピュール・シーリー・ジ

ャパン有限会社 
神戸市中央区伊藤町 119 

代表取締役 

木村 信也 

株式会社ダイドーフォワード 
東京都千代田区外神田３

丁目１番 16号 

代表取締役 

鍋割 宰 

ルックスオティカジャパン株

式会社 

東京都千代田区二番町４

番地５号 

代表取締役 

山崎 真也 

デサントジャパン株式会社 
大阪市天王寺区堂ヶ芝１

丁目 11番３号 

代表取締役 

小川 典利夫 

株式会社セルジオロッシジャ

パン 

東京都渋谷区渋谷２丁目

11番８号 

代表取締役 

松木 愛明 

コロネット株式会社 
大阪市中央区博労町１丁

目９番８号 

代表取締役 

浅沼 孝信 

株式会社グラニフ 
東京都渋谷区渋谷１丁目

７番７号 

代表取締役 

村田 昭彦 

株式会社ウールリッチジャパ

ン 

東京都渋谷区松濤２丁目

２０番６号 

代表取締役 

川田 慎二 

タペストリー・ジャパン合同

会社 

東京都港区六本木６丁目

10番１号 

職務執行者 

エマヌエル・リュエラン 

トッズ・ジャパン株式会社 
東京都渋谷区神宮前１丁

目５番８号 

代表取締役 

ジュゼッペ・カヴァッロ 

フェラガモ・ジャパン株式会

社 

東京都中央区銀座７丁目

８番２号 

代表取締役 

パスクアレ デ サンティス 

株式会社リンク・セオリー・

ジャパン 
山口市佐山 717番地１ 

代表取締役 

畑 誠 

ブルネロクチネリジャパン株

式会社 
東京都千代田区一番町８ 

代表取締役 

宮川 ダビデ 

株式会社アクタス 
東京都新宿区新宿２丁目

19番１号 

代表取締役 

休山 昭 

双日インフィニティ株式会社 
東京都港区六本木１丁目

６番１号 

代表取締役 

小野 浩平 

株式会社Ｆｒａｎｃｆｒａｎ

ｃ 

東京都港区北青山３丁目

５番 12号 

代表取締役 

髙島 郁夫 

株式会社ブルックスブラザー

ズジャパン 

東京都品川区上大崎３丁

目１番１号 

代表取締役 

渡部 克男 

株式会社スタイリングライ

フ・ホールディングス 

東京都新宿区北新宿２丁

目 21番１号 

代表取締役 

遠藤 育雄 

株式会社ミキハウストレード 大阪府八尾市大窪 936 
代表取締役 

木村 隆一 

株式会社ツヅキ 千葉県柏市柏 344番地２ 
代表取締役 

都築 宏一郎 

フルラジャパン株式会社 
東京都渋谷区神宮前１丁

目５番８号 

代表取締役 

ディーター・ハーベル 

株式会社エーアンドエス 
東京都渋谷区千駄ヶ谷２

丁目 11番１号 

代表取締役 

稲瀬 修 
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クリケットウェブ株式会社 
東京都品川区大崎３丁目

６番 17号 

代表取締役 

山本 貴孝 

株式会社ナイスクラップ 
東京都渋谷区神宮前６丁

目 27番８号 

代表取締役 

井上 隆太 

株式会社アズノゥアズ 
東京都渋谷区富ケ谷２丁

目 24番７号 

代表取締役 

浅見 英理 

株式会社アダバット 
神戸市中央区港島中町６

丁目８番１ 

代表取締役 

田口 敬二郎 

株式会社ビームス 
東京都渋谷区神宮前１丁

目５番８号 

代表取締役 

設楽 洋 

トリンプ・インターナショナ

ル・ジャパン株式会社 

東京都中央区築地５丁目

６番４号 

代表取締役 

ヴァンサン・ネリアス 

スワロフスキー・ジャパン株

式会社 

東京都千代田区一番町 21

番地 

代表取締役 

オ・ナミ 

株式会社ミルク 
大阪市中央区博労町２丁

目２番 13号 

代表取締役 

中嶋 潤哉 

合同会社ＰＶＨジャパン 
東京都千代田区内幸町２

丁目１番６号 

職務執行者 

アレキサンダー・トーマス・

チュー 

ナイキジャパングループ合同

会社 

東京都港区赤坂９丁目７

番１号 

職務執行者 

小林 哲二 

ベネリック株式会社 
東京都千代田区神田駿河

台２丁目９番地 

代表取締役 

永利 道彦 

株式会社ゴールドウイン 小矢部市清沢 210番地 
代表取締役 

渡辺 貴生 

テーラーメイドゴルフ株式会

社 

東京都江東区青海２丁目

４番 24号 

代表取締役 

マーク・シェルドン・アレン 

アディダスジャパン株式会社 
東京都港区六本木１丁目

９番 10号 

代表取締役 

羽柴 慶彦 

株式会社ジユン 
東京都港区南青山２丁目

２番３号 

代表取締役 

佐々木 進 

株式会社たち吉 
京都市下京区四条通富小

路角立売東町 21番地 

代表取締役 

石田 章夫 

デロンギ・ジャパン株式会社 
東京都千代田区有楽町１

丁目 12番１号 

代表取締役 

杉本 敦男 

株式会社サンクゼール 
長野県上水内郡飯綱町芋

川 1260番地 

代表取締役 

久世 良太 

株式会社サザビーリーグ 
東京都渋谷区元代々木町

49番 13号 

代表取締役 

角田 良太 

ル・クルーゼ・ジャポン株式

会社 

東京都港区麻布台２丁目

２番９号 

代表取締役 

デイヴィッド・ダニエルズ 

株式会社ワールドストアパー

トナーズ 

東京都港区北青山３丁目

５番 10号 

代表取締役 

谷村 耕一 

株式会社ルピシアグルマン 
北海道虻田郡ニセコ町字

曽我 751番地 23 

代表取締役 

中江 昭英 

エース株式会社 
大阪市中央区博労町４丁

目５番２号 

代表取締役 

森下 宏明 

株式会社ツカモトコーポレー

ション 

東京都中央区日本橋本町

１丁目６番５号 

代表取締役 

百瀬 二郎 

ＣＯＬＥ ＨＡＡＮ ＪＡＰ

ＡＮ合同会社 

東京都港区北青山３丁目

３番 11号 

職務執行者 

ローラ・ウィリアムズ・ケリ

ー 

ラルフローレン株式会社 
東京都渋谷区神宮前４丁

目 25番 15号 

代表取締役 

ジェイ・キンプトン 

株式会社ヘルノ・ジャパン 
東京都港区南青山５丁目

４番 48号 

代表取締役 

奥田 裕章 

株式会社ジャヴァコーポレー

ション 

神戸市中央区港島中町６

丁目８番２号 

代表取締役 

田中 健之 

株式会社シップス 
東京都中央区銀座１丁目

20番 15号 

代表取締役 

三浦 義哲 

株式会社ニューバランスジャ

パン 

東京都千代田区神田神保

町１丁目 105番 

代表取締役 

久保田 伸一 

株式会社ＴＳＩ 
東京都港区北青山１丁目

２番３号 

代表取締役 

下地 毅 

キャロウェイアパレル株式会

社 

東京都港区元赤坂１丁目

５番 12号 

代表取締役 

齋藤 英孝 

株式会社ワコール 
京都市南区吉祥院中島町

29番地 

代表取締役 

伊東 知康 

株式会社パルグループホール

ディングス 

大阪市中央区道修町３丁

目６番１号 

代表取締役 

井上 隆太 

ＥＬＣジャパン株式会社 
東京都千代田区丸の内３

丁目２番３号 

代表取締役 

マシュー・フォックス 

株式会社ラコステジャパン 
東京都品川区上大崎３丁

目１番１号 

代表取締役 

李 孝 

株式会社バレンシアガジャパ

ン 

東京都港区赤坂７丁目１

番 16号 

代表取締役 

金子 信隆 

バーバリー・ジャパン株式会

社 

東京都中央区銀座２丁目

５番 14号 

代表取締役 

小田切 賢太郎 

リーバイ・ストラウスジャパ

ン株式会社 

東京都渋谷区神宮前６丁

目 16番 12号 

代表取締役 

パスカル・センコフ 

クラウン製靴株式会社 
名古屋市瑞穂区豆田町５

丁目２番地 

代表取締役 

岩田 達七 

ボードライダーズジャパン株

式会社 

東京都渋谷区神宮前６丁

目 27番８号 

代表取締役 

サミー・ユー 

マークジェイコブスジャパン

株式会社 

東京都港区南青山３丁目

１番３号 

代表取締役 

ラジーブ シャルマ 

株式会社グループセブジャパ

ン 

東京都港区南青山１丁目

１番１号 

代表取締役 

アンドリュー・ブバラ 

ジョルジオアルマーニジャパ

ン株式会社 

東京都中央区銀座５丁目

５番４号 

代表取締役 

笹野 和泉 

株式会社エービーシー・マー

ト 

東京都渋谷区神南１丁目

11番５号 

代表取締役 

野口 実 

株式会社リーガルコーポレー

ション 

千葉県浦安市日の出２丁

目１番８号 

代表取締役 

武川 雄二 

株式会社アンテプリマジャパ

ン 

東京都港区白金台３丁目

19番１号 

代表取締役 

アンソニー・キョン 

福助株式会社 
東京都江東区青海２丁目

４番 24号 

代表取締役 

佐橋 由文 

エコー・ジャパン株式会社 東京都千代田区永田町２ 代表取締役 
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ＣＯＬＥ ＨＡＡＮ ＪＡＰ

ＡＮ合同会社 

東京都港区北青山３丁目

３番 11号 

職務執行者 

ローラ・ウィリアムズ・ケリ

ー 

ラルフローレン株式会社 
東京都渋谷区神宮前４丁

目 25番 15号 

代表取締役 

ジェイ・キンプトン 

株式会社ヘルノ・ジャパン 
東京都港区南青山５丁目

４番 48号 

代表取締役 

奥田 裕章 

株式会社ジャヴァコーポレー

ション 

神戸市中央区港島中町６

丁目８番２号 

代表取締役 

田中 健之 

株式会社シップス 
東京都中央区銀座１丁目

20番 15号 

代表取締役 

三浦 義哲 

株式会社ニューバランスジャ

パン 

東京都千代田区神田神保

町１丁目 105番 

代表取締役 

久保田 伸一 

株式会社ＴＳＩ 
東京都港区北青山１丁目

２番３号 

代表取締役 

下地 毅 

キャロウェイアパレル株式会

社 

東京都港区元赤坂１丁目

５番 12号 

代表取締役 

齋藤 英孝 

株式会社ワコール 
京都市南区吉祥院中島町

29番地 

代表取締役 

伊東 知康 

株式会社パルグループホール

ディングス 

大阪市中央区道修町３丁

目６番１号 

代表取締役 

井上 隆太 

ＥＬＣジャパン株式会社 
東京都千代田区丸の内３

丁目２番３号 

代表取締役 

マシュー・フォックス 

株式会社ラコステジャパン 
東京都品川区上大崎３丁

目１番１号 

代表取締役 

李 孝 

株式会社バレンシアガジャパ

ン 

東京都港区赤坂７丁目１

番 16号 

代表取締役 

金子 信隆 

バーバリー・ジャパン株式会

社 

東京都中央区銀座２丁目

５番 14号 

代表取締役 

小田切 賢太郎 

リーバイ・ストラウスジャパ

ン株式会社 

東京都渋谷区神宮前６丁

目 16番 12号 

代表取締役 

パスカル・センコフ 

クラウン製靴株式会社 
名古屋市瑞穂区豆田町５

丁目２番地 

代表取締役 

岩田 達七 

ボードライダーズジャパン株

式会社 

東京都渋谷区神宮前６丁

目 27番８号 

代表取締役 

サミー・ユー 

マークジェイコブスジャパン

株式会社 

東京都港区南青山３丁目

１番３号 

代表取締役 

ラジーブ シャルマ 

株式会社グループセブジャパ

ン 

東京都港区南青山１丁目

１番１号 

代表取締役 

アンドリュー・ブバラ 

ジョルジオアルマーニジャパ

ン株式会社 

東京都中央区銀座５丁目

５番４号 

代表取締役 

笹野 和泉 

株式会社エービーシー・マー

ト 

東京都渋谷区神南１丁目

11番５号 

代表取締役 

野口 実 

株式会社リーガルコーポレー

ション 

千葉県浦安市日の出２丁

目１番８号 

代表取締役 

武川 雄二 

株式会社アンテプリマジャパ

ン 

東京都港区白金台３丁目

19番１号 

代表取締役 

アンソニー・キョン 

福助株式会社 
東京都江東区青海２丁目

４番 24号 

代表取締役 

佐橋 由文 

エコー・ジャパン株式会社 東京都千代田区永田町２ 代表取締役 
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丁目 10番３号 犬塚 景子 

サムソナイト・ジャパン株式

会社 

東京都渋谷区東３丁目 16

番３号 

代表取締役 

造田 博之 

株式会社バロックジャパンリ

ミテッド 

東京都目黒区青葉台４丁

目７番７号 

代表取締役 

村井 博之 

株式会社ドーム 
東京都江東区有明１丁目

３番 33号 

代表取締役 

安田 秀一 

ダイアナ株式会社 
東京都中央区銀座６丁目

９番６号 

代表取締役 

谷口 秀夫 

株式会社アダストリア 
茨城県水戸市泉町３丁目

１番 27号 

代表取締役 

福田 三千男 

株式会社ジョイントワークス 
東京都渋谷区渋谷１丁目

23番 21号 

代表取締役 

窪田 祐 

株式会社サマンサタバサジャ

パンリミテッド 

東京都港区三田１丁目４

番１号 

代表取締役 

門田 剛 

株式会社アオイ 
神戸市中央区港島中町２

丁目３番５号 

代表取締役 

大島 崇 

株式会社ルック 
東京都目黒区中目黒２丁

目７番７号 

代表取締役 

澁谷 治男 

三喜商事株式会社 
大阪市中央区瓦町３丁目

３番２号 

代表取締役 

堀田 康彦 

ディーゼルジャパン株式会社 
大阪市中央区難波５丁目

１番 60号 

代表取締役 

高實 康誠 

日本ロレアル株式会社 
東京都新宿区西新宿３丁

目７番１号 

代表取締役 

ジェローム・ブリュア 

株式会社スタッフインターナ

ショナルジャパン 

東京都渋谷区恵比寿南１

丁目 15番１号 

代表取締役 

横溝 知将 

株式会社マルジェラジャパン 
東京都渋谷区恵比寿南１

丁目 15番１号 

代表取締役 

横溝 知将 

株式会社マッシュライフラボ 
東京都千代田区麹町５丁

目７番１号 

代表取締役 

満塩 雅一 

リヤドロジャパン株式会社 
東京都中央区銀座７丁目

11番３号 

代表取締役 

周 凱梁 

エノテカ株式会社 
東京都港区南麻布５丁目

14番 15号 

代表取締役 

黒木 誠也 

株式会社ストラスブルゴ 
東京都港区北青山３丁目

５番 12号 

代表取締役 

石原 秀樹 

株式会社アーバンリサーチ 
大阪市西区京町堀１丁目

６番４号 

代表取締役 

竹村 幸造 

株式会社ＡＢＡＨＯＵＳＥ 

ＳＩＤＥ－Ｂ 

東京都渋谷区東１丁目 26

番 20号 

代表取締役 

関川 聡 

株式会社ジョイックスコーポ

レーション 

東京都千代田区隼町３番

16号 

代表取締役 

塩川 弘晃 

ダイソン株式会社 
東京都千代田区麹町１丁

目 12番１号 

代表取締役 

浅野 信弘 

株式会社イッセイミヤケ 
東京都渋谷区富ケ谷１丁

目 12番 10号 

代表取締役 

北村 みどり 

株式会社バーニーズジャパン 
東京都千代田区麹町５丁

目７番２号 

代表取締役 

関口 正美 

株式会社セブン－イレブン・

ジャパン 

東京都千代田区二番町８

番地８ 

代表取締役 

永松 文彦 

スウォッチグループジャパン

株式会社 

東京都中央区銀座７丁目

９番 18号 

代表取締役 

ハイディ シュ 

株式会社メル・ローズ 
東京都目黒区青葉台２丁

目 18番１号 

代表取締役 

武内 一志 

株式会社メンズ・ビギ 
東京都渋谷区南平台町 17

番 12号 

代表取締役 

清水 英幸 

セイコーリテールマーケティ

ング株式会社 

東京都中央区八丁堀３丁

目１番９号 

代表取締役 

庄山 昌彦 

フィスカースジャパン株式会

社 

東京都千代田区二番町 11

番 19号 

代表取締役 

クリストフ・ジャック・ガブ

リエル・ランシュー 

プーマジャパン株式会社 
東京都品川区大崎２丁目

１番１号 

代表取締役 

中川 淳 

株式会社コロンビアスポーツ

ウェアジャパン 

東京都新宿区新宿６丁目

27番 30号 

代表取締役 

マッスィモ・ラッザリ 

アシックスジャパン株式会社 
東京都江東区新砂３丁目

１番 18号 

代表取締役 

小林 淳二 

株式会社ＰＲＡＩＡ 
東京都目黒区自由が丘１

丁目 29番５号 

代表取締役 

松井 茂大 

トゥミジャパン合同会社 
東京都渋谷区東３丁目 16

番３号 

代表取締役 

造田 博之 

シチズンリテイルプラニング

株式会社 

東京都新宿区百人町２丁

目 27番７号 

代表取締役 

瀧澤 誠 

株式会社豊田貿易 
東京都新宿区西新宿３丁

目８番５号新栄ビル７階 

代表取締役 

豊田 隆二 

カワノ株式会社 
神戸市長田区大道通５丁

目 101番地の６ 

代表取締役 

河野 忠友 

株式会社ＴＡＳＡＫＩ 
神戸市中央区港島中町６

丁目３番地２ 

代表取締役 

田島 寿一 

株式会社ナルミヤ・インター

ナショナル 

東京都港区芝公園２丁目

４番１号 

代表取締役 

石井 稔晃 

株式会社アウティングスペー

ス 

大阪市住之江区中加賀屋

４丁目４番 18号 

代表取締役 

柴田 茂樹 

株式会社エレメントルール 
東京都港区南青山１丁目

１番１号 

代表取締役 

小松﨑 睦 

株式会社マスターピース 
東京都台東区駒形１丁目

３番８号 

代表取締役 

太田 克枝 

ドクターマーチン・エアウエ

ア ジャパン株式会社 

東京都渋谷区神宮前５丁

目２番 28号 

代表取締役 

池田 マイク 

ツヴィリングＪ．Ａ．ヘンケ

ルスジャパン株式会社 

岐阜県関市肥田瀬 4064番

地 

代表取締役 

アンドリュー・ハンキンソン 

株式会社ヴァンドームヤマダ 
東京都港区南青山５丁目

12番１号 

代表取締役 

山田 潤 

株式会社マルニジャパン 
東京都渋谷区恵比寿南１

丁目 15番１号 

代表取締役 

横溝 知将 

株式会社マッキントッシュジ

ャパン 

東京都港区六本木１丁目

８番７号 

代表取締役 

八木 雄三 

株式会社ヨウジヤマモト 東京都品川区東品川２丁 代表取締役 
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スウォッチグループジャパン

株式会社 

東京都中央区銀座７丁目

９番 18号 

代表取締役 

ハイディ シュ 

株式会社メル・ローズ 
東京都目黒区青葉台２丁

目 18番１号 

代表取締役 

武内 一志 

株式会社メンズ・ビギ 
東京都渋谷区南平台町 17

番 12号 

代表取締役 

清水 英幸 

セイコーリテールマーケティ

ング株式会社 

東京都中央区八丁堀３丁

目１番９号 

代表取締役 

庄山 昌彦 

フィスカースジャパン株式会

社 

東京都千代田区二番町 11

番 19号 

代表取締役 

クリストフ・ジャック・ガブ

リエル・ランシュー 

プーマジャパン株式会社 
東京都品川区大崎２丁目

１番１号 

代表取締役 

中川 淳 

株式会社コロンビアスポーツ

ウェアジャパン 

東京都新宿区新宿６丁目

27番 30号 

代表取締役 

マッスィモ・ラッザリ 

アシックスジャパン株式会社 
東京都江東区新砂３丁目

１番 18号 

代表取締役 

小林 淳二 

株式会社ＰＲＡＩＡ 
東京都目黒区自由が丘１

丁目 29番５号 

代表取締役 

松井 茂大 

トゥミジャパン合同会社 
東京都渋谷区東３丁目 16

番３号 

代表取締役 

造田 博之 

シチズンリテイルプラニング

株式会社 

東京都新宿区百人町２丁

目 27番７号 

代表取締役 

瀧澤 誠 

株式会社豊田貿易 
東京都新宿区西新宿３丁

目８番５号新栄ビル７階 

代表取締役 

豊田 隆二 

カワノ株式会社 
神戸市長田区大道通５丁

目 101番地の６ 

代表取締役 

河野 忠友 

株式会社ＴＡＳＡＫＩ 
神戸市中央区港島中町６

丁目３番地２ 

代表取締役 

田島 寿一 

株式会社ナルミヤ・インター

ナショナル 

東京都港区芝公園２丁目

４番１号 

代表取締役 

石井 稔晃 

株式会社アウティングスペー

ス 

大阪市住之江区中加賀屋

４丁目４番 18号 

代表取締役 

柴田 茂樹 

株式会社エレメントルール 
東京都港区南青山１丁目

１番１号 

代表取締役 

小松﨑 睦 

株式会社マスターピース 
東京都台東区駒形１丁目

３番８号 

代表取締役 

太田 克枝 

ドクターマーチン・エアウエ

ア ジャパン株式会社 

東京都渋谷区神宮前５丁

目２番 28号 

代表取締役 

池田 マイク 

ツヴィリングＪ．Ａ．ヘンケ

ルスジャパン株式会社 

岐阜県関市肥田瀬 4064番

地 

代表取締役 

アンドリュー・ハンキンソン 

株式会社ヴァンドームヤマダ 
東京都港区南青山５丁目

12番１号 

代表取締役 

山田 潤 

株式会社マルニジャパン 
東京都渋谷区恵比寿南１

丁目 15番１号 

代表取締役 

横溝 知将 

株式会社マッキントッシュジ

ャパン 

東京都港区六本木１丁目

８番７号 

代表取締役 

八木 雄三 

株式会社ヨウジヤマモト 東京都品川区東品川２丁 代表取締役 
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目２番 43号 今村 英雄 

三共生興ファッションサービ

ス株式会社 

大阪市中央区安土町２丁

目５番６号 

代表取締役 

井ノ上 明 

株式会社ストライプインター

ナショナル 
岡山市北区幸町２番８号 

代表取締役 

立花 隆央 

イー・ジーニング株式会社 
東京都荒川区東日暮里３

丁目 27番６号 

代表取締役 

林 史郎 

Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｏｒｓ 

Ｊａｐａｎ合同会社 

東京都港区南青山１丁目

２番６号 

代表取締役 

山崎 大輔 

株式会社オンワード樫山 
東京都中央区日本橋３丁

目 10番５号 

代表取締役 

鈴木 恒則 

株式会社トゥモローランド 
東京都港区南青山３丁目

18番９号 

代表取締役 

佐々木 裕平 

ヘインズブランズジャパン株

式会社 

東京都新宿区信濃町 35番

地 

代表取締役 

早瀬 圭一 

株式会社ユナイテッドアロー

ズ 

東京都渋谷区神宮前３丁

目 28番１号 

代表取締役 

松崎 善則 

ゴディバジャパン株式会社 
東京都港区六本木３丁目

２番１号 

代表取締役 

ジェローム・シュシャン 

Ｌｉｎｄｔ＆Ｓｐｒｕｎｇｌ

ｉ Ｊａｐａｎ株式会社 

東京都港区南青山３丁目

13番 18号 

代表取締役 

アンドレ・ツィメルマン 

（変更後） 

氏名又は名称 住所 法人にあっては代表者の氏名 

株式会社ケリングジャパン 
東京都港区北青山３丁目

６番７号 

代表取締役 

ティエリ マルティ 

ＬＶＭＨファッション・グル

ープ・ジャパン株式会社 

東京都港区北青山３丁目

５番 29号 

代表取締役 

ノルベール・ルレ 

株式会社モンクレールジャパ

ン 

東京都港区北青山３丁目

６番７号 

代表取締役 

田村 直裕 

ヴァレンティノジャパン株式

会社 

東京都港区南青山５丁目

９番 19号 

代表取締役 

篠原 真澄 

株式会社エトロ・ジャパン 
東京都港区南青山５丁目

11番５号 

代表取締役 

ファビオ・ストラーダ 

Ｊｉｍｍｙ Ｃｈｏｏ Ｔｏ

ｋｙｏ株式会社 

東京都港区赤坂８丁目５

番 34号 

代表取締役 

永江 公一 

株式会社ボッテガ・ヴェネタ

ジャパン 

東京都中央区銀座６丁目

８－７ 

代表取締役 

エレン・キム 

株式会社バリー・ジャパン 
東京都中央区銀座１丁目

19番７号 

代表取締役 

Tien Tien Yip 

ヒューゴボスジャパン株式会

社 

東京都港区南青山５丁目

２番１号 

代表取締役 

マシュー キーラン 

リシュモンジャパン株式会社 
東京都千代田区麹町１丁

目４番地 

代表取締役 

三木 均 

ドルチェ・アンド・ガッバー

ナ・ジャパン株式会社 

東京都港区北青山３丁目

６番７号 

代表取締役 

ファブリツィオ カルディナ

リ 

ギャップジャパン株式会社 
東京都渋谷区千駄ケ谷５

丁目 32番 10号 

代表取締役 

キャサリン チュクロ 

プラダジャパン株式会社 
東京都港区南青山１丁目

15番 14号 

代表取締役 

ダヴィデ・セジア 

Ｄｅｃｋｅｒｓ Ｊａｐａｎ

合同会社 

東京都渋谷区恵比寿４丁

目 20番３号 

職務執行者 

伊藤 輝希 

株式会社インコントロ 
大阪市中央区淡路町２丁

目３番５号 

代表取締役 

長江 聡 

テンピュール・シーリー・ジ

ャパン有限会社 
神戸市中央区伊藤町 119 

代表取締役 

パスカール ラオ 

株式会社ダイドーフォワード 
東京都千代田区外神田３

丁目１番 16号 

代表取締役 

鍋割 宰 

ルックスオティカジャパン株

式会社 

東京都千代田区二番町４

番地５号 

代表取締役 

山崎 真也 

デサントジャパン株式会社 
大阪府大阪市浪速区湊町

１丁目２番３号 

代表取締役 

小川 典利夫 

株式会社セルジオロッシジャ

パン 

東京都渋谷区渋谷２丁目

11番８号 

代表取締役 

松木 愛明 

コロネット株式会社 
大阪府大阪市中央区博労

町１丁目９番８号 

代表取締役 

七宮 信幸 

ザボディショップジャパン株

式会社 

東京都中央区日本橋堀留

町１-９-11 

代表取締役 

倉田 浩美 

株式会社ウールリッチジャパ

ン 

東京都渋谷区松濤２丁目

２０番６号 

代表取締役 

川田 慎二 

タペストリー・ジャパン合同

会社 

東京都港区六本木６丁目

10番１号 

職務執行者 

エマヌエル・リュエラン 

トッズ・ジャパン株式会社 
東京都渋谷区神宮前１－

目５－８ 

代表取締役 

ジュゼッペ・カヴァッロ 

フェラガモ・ジャパン株式会

社 

東京都中央区銀座７丁目

８番２号 

代表取締役 

パスクアレ デ サンティス 

株式会社リンク・セオリー・

ジャパン 

山口県山口市佐山 717番

地１ 

代表取締役 

畑 誠 

Tom Ford Retail Japan 合同

会社 

東京都渋谷区渋谷４-２-

８ 

代表取締役 

田代 俊明 

双日インフィニティ株式会社 
東京都港区六本木１丁目

６番１号 

代表取締役 

小野 浩平 

株式会社Ｆｒａｎｃｆｒａｎ

ｃ 

東京都港区北青山３丁目

５番 12号 

代表取締役 

佐野 一幸 

株式会社ブルックスブラザー

ズジャパン 

東京都品川区上大崎３丁

目１番１号 

代表取締役 

渡部 克男 

株式会社スタイリングライ

フ・ホールディングス 

東京都新宿区北新宿２丁

目 21番１号 

代表取締役 

遠藤 育雄 

株式会社ミキハウストレード 大阪府八尾市大窪 936 
代表取締役 

木村 隆一 

株式会社ツヅキ 千葉県柏市柏 344番地２ 
代表取締役 

都築 宏一郎 

フルラジャパン株式会社 
東京都渋谷区神宮前１丁

目５番８号 

代表取締役 

森本 綾 

株式会社サザビーリーグ 
東京都渋谷区元代々木町

49番 13号 

代表取締役 

角田 良太 

株式会社ビショップ 
神戸市中央区浪花町 59番

地 

代表取締役 

森 威 

有限会社ターナ 
神戸市中央区二宮町３－

４－７ブルーム神戸三宮

代表取締役 

谷川 弘 
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Ｄｅｃｋｅｒｓ Ｊａｐａｎ

合同会社 

東京都渋谷区恵比寿４丁

目 20番３号 

職務執行者 

伊藤 輝希 

株式会社インコントロ 
大阪市中央区淡路町２丁

目３番５号 

代表取締役 

長江 聡 

テンピュール・シーリー・ジ

ャパン有限会社 
神戸市中央区伊藤町 119 

代表取締役 

パスカール ラオ 

株式会社ダイドーフォワード 
東京都千代田区外神田３

丁目１番 16号 

代表取締役 

鍋割 宰 

ルックスオティカジャパン株

式会社 

東京都千代田区二番町４

番地５号 

代表取締役 

山崎 真也 

デサントジャパン株式会社 
大阪府大阪市浪速区湊町

１丁目２番３号 

代表取締役 

小川 典利夫 

株式会社セルジオロッシジャ

パン 

東京都渋谷区渋谷２丁目

11番８号 

代表取締役 

松木 愛明 

コロネット株式会社 
大阪府大阪市中央区博労

町１丁目９番８号 

代表取締役 

七宮 信幸 

ザボディショップジャパン株

式会社 

東京都中央区日本橋堀留

町１-９-11 

代表取締役 

倉田 浩美 

株式会社ウールリッチジャパ

ン 

東京都渋谷区松濤２丁目

２０番６号 

代表取締役 

川田 慎二 

タペストリー・ジャパン合同

会社 

東京都港区六本木６丁目

10番１号 

職務執行者 

エマヌエル・リュエラン 

トッズ・ジャパン株式会社 
東京都渋谷区神宮前１－

目５－８ 

代表取締役 

ジュゼッペ・カヴァッロ 

フェラガモ・ジャパン株式会

社 

東京都中央区銀座７丁目

８番２号 

代表取締役 

パスクアレ デ サンティス 

株式会社リンク・セオリー・

ジャパン 

山口県山口市佐山 717番

地１ 

代表取締役 

畑 誠 

Tom Ford Retail Japan合同

会社 

東京都渋谷区渋谷４-２-

８ 

代表取締役 

田代 俊明 

双日インフィニティ株式会社 
東京都港区六本木１丁目

６番１号 

代表取締役 

小野 浩平 

株式会社Ｆｒａｎｃｆｒａｎ

ｃ 

東京都港区北青山３丁目

５番 12号 

代表取締役 

佐野 一幸 

株式会社ブルックスブラザー

ズジャパン 

東京都品川区上大崎３丁

目１番１号 

代表取締役 

渡部 克男 

株式会社スタイリングライ

フ・ホールディングス 

東京都新宿区北新宿２丁

目 21番１号 

代表取締役 

遠藤 育雄 

株式会社ミキハウストレード 大阪府八尾市大窪 936 
代表取締役 

木村 隆一 

株式会社ツヅキ 千葉県柏市柏 344番地２ 
代表取締役 

都築 宏一郎 

フルラジャパン株式会社 
東京都渋谷区神宮前１丁

目５番８号 

代表取締役 

森本 綾 

株式会社サザビーリーグ 
東京都渋谷区元代々木町

49番 13号 

代表取締役 

角田 良太 

株式会社ビショップ 
神戸市中央区浪花町 59番

地 

代表取締役 

森 威 

有限会社ターナ 
神戸市中央区二宮町３－

４－７ブルーム神戸三宮

代表取締役 

谷川 弘 
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202 

株式会社ナイスクラップ 
東京都渋谷区神宮前６丁

目 27番８号 

代表取締役 

井上 隆太 

株式会社アズノゥアズ 
東京都渋谷区富ケ谷２丁

目 24番７号 

代表取締役 

浅見 英理 

株式会社アダバット 
神戸市中央区港島中町６

丁目８番１号 

代表取締役 

田口 敬二郎 

株式会社ビームス 
東京都渋谷区神宮前１丁

目５番８号 

代表取締役 

設楽 洋 

株式会社バーニーズジャパン 
東京都千代田区麹町５－

目７－２ 

代表取締役 

関口 正美 

トリンプ・インターナショナ

ル・ジャパン株式会社 

東京都中央区築地５丁目

６番４号 

代表取締役 

ヴァンサン・ネリアス 

スワロフスキー・ジャパン株

式会社 

東京都千代田区一番町 21

番地 

代表取締役 

鈴木 正規 

株式会社ミルク 
大阪府大阪市中央区博労

町２－目２－13 

代表取締役 

中嶋 潤哉 

合同会社ＰＶＨジャパン 
東京都千代田区内幸町２

－目１－６号 

職務執行者 

尾郷 高志 

ナイキジャパングループ合同

会社 

東京都港区赤坂９丁目７

番１号 

職務執行者 

小林 哲二 

ベネリック株式会社 
東京都千代田区神田駿河

台２丁目９番地 

代表取締役 

永利 道彦 

株式会社ゴールドウイン 
富山県小矢部市清沢 210

番地 

代表取締役 

渡辺 貴生 

テーラーメイドゴルフ株式会

社 

東京都江東区青海２丁目

４番 24号 

代表取締役 

マーク・シェルドン・アレン 

アディダスジャパン株式会社 
東京都港区六本木１丁目

９番 10号 

代表取締役 

ステイン ヴァンデヴォース

ト 

株式会社ジユン 
東京都港区南青山２丁目

２番３号 

代表取締役 

佐々木 進 

株式会社たち吉 

京都府京都市下京区四条

通富小路角立売東町 21番

地 

代表取締役 

石田 章夫 

デロンギ・ジャパン株式会社 
東京都千代田区有楽町１

丁目 12番１号 

代表取締役 

杉本 敦男 

株式会社サンクゼール 
長野県上水内郡飯綱町芋

川 1260番地 

代表取締役 

久世 良太 

ル・クルーゼ・ジャポン株式

会社 

東京都港区麻布台２丁目

２番９号 

代表取締役 

徳永 美紀 

株式会社ワールドストアパー

トナーズ 

東京都港区北青山３丁目

５番 10号 

代表取締役 

谷村 耕一 

株式会社ルピシアグルマン 
北海道虻田郡ニセコ町字

曽我 751番地 23 

代表取締役 

水口 博喜 

エース株式会社 
大阪府大阪市中央区博労

町４丁目５番２号 

代表取締役 

森下 宏明 

株式会社ツカモトコーポレー

ション 

東京都中央区日本橋本町

１－６－５ 

代表取締役 

百瀬 二郎 

Ｌｉｎｄｔ＆Ｓｐｒｕｎｇｌ

ｉ Ｊａｐａｎ株式会社 

東京都港区南青山３－13

－18 

代表取締役 

アラン・ジェルミケ 

ＣＯＬＥ ＨＡＡＮ ＪＡＰ

ＡＮ合同会社 

東京都港区北青山３丁目

３番 11号 

職務執行者 

ローラ・ウィリアムズ・ケリ

ー 

株式会社ヘルノ・ジャパン 
東京都港区南青山５丁目

４番 48号 

代表取締役 

奥田 裕章 

ラルフローレン合同会社 
東京都千代田区永田町２-

10-１ 

代表取締役 

ジェイ・キンプトン 

株式会社ジャヴァコーポレー

ション 

神戸市中央区港島中町６

丁目８番２号 

代表取締役 

内野 伸彦 

株式会社シップス 
東京都中央区銀座１－20 

－15 

代表取締役 

三浦 義哲 

株式会社ニューバランスジャ

パン 

東京都千代田区神田神保

町１丁目 105番 

代表取締役 

久保田 伸一 

株式会社ＴＳＩ 
東京都港区北青山１丁目

２番３号 

代表取締役 

下地 毅 

キャロウェイゴルフ株式会社 
東京都港区白金台５丁目

12番７号 

代表取締役 

ボーズマン・アレックス・ミ

ッチェル 

株式会社ワコール 
京都府京都市南区吉祥院

中島町 29番地 

代表取締役 

伊東 知康 

株式会社パルグループホール

ディングス 

大阪市中央区道修町３丁

目６番１号 

代表取締役 

井上 隆太 

ブルネロクチネリジャパン株

式会社 
東京都千代田区一番町８ 

代表取締役 

宮川 ダビデ 

ＥＬＣジャパン株式会社 
東京都千代田区丸の内３

丁目２番３号 

代表取締役 

マシュー・フォックス 

株式会社ラコステジャパン 
東京都品川区上大崎３－

１－１ 

代表取締役 

谷尾 利弘 

株式会社バレンシアガジャパ

ン 

東京都港区赤坂７丁目１

番 16号 

代表取締役 

金子 信隆 

株式会社 CINQUE STELLE 
東京都港区南青山５-４-

31 

代表取締役 

吉田 陽平 

リーバイ・ストラウスジャパ

ン株式会社 

東京都渋谷区神宮前６丁

目 16番 12号 

代表取締役 

パスカル・センコフ 

マドラス株式会社 
愛知県名古屋市瑞穂区豆

田町５丁目２番 

代表取締役 

岩田 栄七 

ボードライダーズジャパン株

式会社 

東京都渋谷区神宮前６丁

目 27番８号 

代表取締役 

サミー・ユー 

マークジェイコブスジャパン

株式会社 

東京都港区南青山３丁目

１番３号 

代表取締役 

ラジーブ シャルマ 

株式会社グループセブジャパ

ン 

東京都港区南青山１丁目

１番１号 

代表取締役 

アンドリュー・ブバラ 

ジョルジオアルマーニジャパ

ン株式会社 

東京都中央区銀座５丁目

５番４号 

代表取締役 

笹野 和泉 

株式会社エービーシー・マー

ト 

東京都渋谷区神南１丁目

11番５号 

代表取締役 

野口 実 

株式会社リーガルコーポレー

ション 

千葉県浦安市日の出２丁

目１番８号 

代表取締役 

安田 直人 
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Ｌｉｎｄｔ＆Ｓｐｒｕｎｇｌ

ｉ Ｊａｐａｎ株式会社 

東京都港区南青山３－13

－18 

代表取締役 

アラン・ジェルミケ 

ＣＯＬＥ ＨＡＡＮ ＪＡＰ

ＡＮ合同会社 

東京都港区北青山３丁目

３番 11号 

職務執行者 

ローラ・ウィリアムズ・ケリ

ー 

株式会社ヘルノ・ジャパン 
東京都港区南青山５丁目

４番 48号 

代表取締役 

奥田 裕章 

ラルフローレン合同会社 
東京都千代田区永田町２-

10-１ 

代表取締役 

ジェイ・キンプトン 

株式会社ジャヴァコーポレー

ション 

神戸市中央区港島中町６

丁目８番２号 

代表取締役 

内野 伸彦 

株式会社シップス 
東京都中央区銀座１－20 

－15 

代表取締役 

三浦 義哲 

株式会社ニューバランスジャ

パン 

東京都千代田区神田神保

町１丁目 105番 

代表取締役 

久保田 伸一 

株式会社ＴＳＩ 
東京都港区北青山１丁目

２番３号 

代表取締役 

下地 毅 

キャロウェイゴルフ株式会社 
東京都港区白金台５丁目

12番７号 

代表取締役 

ボーズマン・アレックス・ミ

ッチェル 

株式会社ワコール 
京都府京都市南区吉祥院

中島町 29番地 

代表取締役 

伊東 知康 

株式会社パルグループホール

ディングス 

大阪市中央区道修町３丁

目６番１号 

代表取締役 

井上 隆太 

ブルネロクチネリジャパン株

式会社 
東京都千代田区一番町８ 

代表取締役 

宮川 ダビデ 

ＥＬＣジャパン株式会社 
東京都千代田区丸の内３

丁目２番３号 

代表取締役 

マシュー・フォックス 

株式会社ラコステジャパン 
東京都品川区上大崎３－

１－１ 

代表取締役 

谷尾 利弘 

株式会社バレンシアガジャパ

ン 

東京都港区赤坂７丁目１

番 16号 

代表取締役 

金子 信隆 

株式会社 CINQUE STELLE 
東京都港区南青山５-４-

31 

代表取締役 

吉田 陽平 

リーバイ・ストラウスジャパ

ン株式会社 

東京都渋谷区神宮前６丁

目 16番 12号 

代表取締役 

パスカル・センコフ 

マドラス株式会社 
愛知県名古屋市瑞穂区豆

田町５丁目２番 

代表取締役 

岩田 栄七 

ボードライダーズジャパン株

式会社 

東京都渋谷区神宮前６丁

目 27番８号 

代表取締役 

サミー・ユー 

マークジェイコブスジャパン

株式会社 

東京都港区南青山３丁目

１番３号 

代表取締役 

ラジーブ シャルマ 

株式会社グループセブジャパ

ン 

東京都港区南青山１丁目

１番１号 

代表取締役 

アンドリュー・ブバラ 

ジョルジオアルマーニジャパ

ン株式会社 

東京都中央区銀座５丁目

５番４号 

代表取締役 

笹野 和泉 

株式会社エービーシー・マー

ト 

東京都渋谷区神南１丁目

11番５号 

代表取締役 

野口 実 

株式会社リーガルコーポレー

ション 

千葉県浦安市日の出２丁

目１番８号 

代表取締役 

安田 直人 
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株式会社アンテプリマジャパ

ン 

東京都港区白金台３丁目

19番１号 

代表取締役 

アンソニー・キョン 

福助株式会社 
東京都江東区青海２－４

－24 

代表取締役 

佐橋 由文 

エコー・ジャパン株式会社 
東京都千代田区永田町２

－10－３ 

代表取締役 

犬塚 景子 

サムソナイト・ジャパン株式

会社 

東京都渋谷区東３丁目 16

番３号 

代表取締役 

造田 博之 

株式会社バロックジャパンリ

ミテッド 

東京都目黒区青葉台４丁

目７番７号 

代表取締役 

村井 博之 

株式会社ドーム 
東京都江東区有明１丁目

３番 33号 

代表取締役 

安田 秀一 

ダイアナ株式会社 
東京都中央区銀座６丁目

９番６号 

代表取締役 

谷口 秀夫 

株式会社アダストリア 
茨城県水戸市泉町３丁目

１番 27号 

代表取締役 

福田 三千男 

株式会社ベイクルーズ 
東京都渋谷区渋谷１丁目

23番 21号 

代表取締役 

窪田 祐 

株式会社サマンサタバサジャ

パンリミテッド 

東京都港区三田１丁目４

番１号 

代表取締役 

門田 剛 

株式会社アオイ 
神戸市中央区港島中町２

丁目３番５号 

代表取締役 

大島 崇 

株式会社ルック 東京都港区赤坂８-５-30 
代表取締役 

加藤 義裕 

三喜商事株式会社 
大阪市中央区瓦町３丁目

３番２号 

代表取締役 

堀田 康彦 

ディーゼルジャパン株式会社 
大阪府大阪市中央区難波

５丁目１番 60号 

代表取締役 

高實 康誠 

日本ロレアル株式会社 
東京都新宿区西新宿３丁

目７番１号 

代表取締役 

ジェローム・ブリュア 

株式会社スタッフインターナ

ショナルジャパン 

東京都渋谷区恵比寿南１

丁目 15番１号 

代表取締役 

横溝 知将 

株式会社マルジェラジャパン 
東京都渋谷区恵比寿南１

丁目 15番１号 

代表取締役 

横溝 知将 

株式会社マッシュライフラボ 
東京都千代田区麹町５丁

目７番１号 

代表取締役 

満塩 雅一 

リヤドロジャパン株式会社 
東京都中央区銀座７丁目

11番３号 

代表取締役 

周 凱梁 

エノテカ株式会社 
東京都港区南麻布５丁目

14番 15号 

代表取締役 

堀 慎二 

株式会社ストラスブルゴ 
東京都港区北青山３－５

－12 

代表取締役 

石原 秀樹 

株式会社アーバンリサーチ 
大阪府大阪市西区京町堀

１丁目６番４号 

代表取締役 

竹村 幸造 

株式会社ＡＢＡＨＯＵＳＥ 

ＳＩＤＥ－Ｂ 

東京都渋谷区東１丁目 26

番 20号 

代表取締役 

水上 雄一郎 

株式会社ジョイックスコーポ

レーション 

東京都千代田区隼町３番

16号 

代表取締役 

塩川 弘晃 

ダイソン株式会社 
東京都千代田区麹町１－

12－１ 

代表取締役 

浅野 信弘 

株式会社イッセイミヤケ 東京都渋谷区富ケ谷１丁 代表取締役 

目 12番 10号 北村 みどり 

株式会社アクタス 
東京都新宿区新宿２丁目

19番１号 

代表取締役 

休山 昭 

株式会社セブン－イレブン・

ジャパン 

東京都千代田区二番町８

番地８ 

代表取締役 

永松 文彦 

スウォッチグループジャパン

株式会社 

東京都渋谷区神宮前５-９

-15 ２階 

代表取締役 

ハイディ シュ 

株式会社メル・ローズ 
東京都目黒区青葉台２丁

目 18番１号 

代表取締役 

東 秀行 

株式会社メンズ・ビギ 
東京都渋谷区南平台町 17

番 12号 

代表取締役 

清水 英幸 

セイコーリテールマーケティ

ング株式会社 

東京都中央区八丁堀３丁

目１番９号 

代表取締役 

金川 宏美 

フィスカースジャパン株式会

社 

東京都千代田区二番町 11

番 19号 

代表取締役 

クリストフ・ジャック・ガブ

リエル・ランシュー 

プーマジャパン株式会社 
東京都品川区大崎２丁目

１番１号 

代表取締役 

萩尾 孝平 

株式会社コロンビアスポーツ

ウェアジャパン 

東京都新宿区新宿６丁目

27番 30号 

代表取締役 

マッスィモ・ラッザリ 

アシックスジャパン株式会社 
東京都江東区新砂３丁目

１番 18号 

代表取締役 

小林 淳二 

株式会社ＰＲＡＩＡ 
東京都目黒区自由が丘１

－29－５ 

代表取締役 

松井 茂大 

トゥミジャパン合同会社 
東京都渋谷区東３丁目 16

番３号 

代表取締役 

造田 博之 

シチズンリテイルプラニング

株式会社 

東京都新宿区百人町２丁

目 27番７号 

代表取締役 

瀧澤 誠 

株式会社スプレンダーズアン

ドカンパニー 

東京都港区芝公園１番 38

号 

代表取締役 

住吉 聡 

カワノ株式会社 
神戸市長田区大道通５丁

目 101番地の６ 

代表取締役 

河野 忠友 

株式会社ＴＡＳＡＫＩ 
神戸市中央区港島中町６

丁目３番地２ 

代表取締役 

田島 寿一 

株式会社ナルミヤ・インター

ナショナル 

東京都港区芝公園２丁目

４番１号 

代表取締役 

石井 稔晃 

株式会社グラニフ 
東京都渋谷区渋谷１丁目

７番７号 

代表取締役 

村田 昭彦 

株式会社アウティングスペー

ス 

大阪府大阪市住之江区中

加賀屋４丁目４番 18号 

代表取締役 

柴田 茂樹 

株式会社エレメントルール 
東京都港区南青山１丁目

１番１号 

代表取締役 

小松﨑 睦 

株式会社マスターピース 
東京都台東区駒形１丁目

３番８号 

代表取締役 

太田 雅久 

ドクターマーチン・エアウエ

ア ジャパン株式会社 

東京都渋谷区神宮前５丁

目２番 28号 

代表取締役 

池田 マイク 
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目 12番 10号 北村 みどり 

株式会社アクタス 
東京都新宿区新宿２丁目

19番１号 

代表取締役 

休山 昭 

株式会社セブン－イレブン・

ジャパン 

東京都千代田区二番町８

番地８ 

代表取締役 

永松 文彦 

スウォッチグループジャパン

株式会社 

東京都渋谷区神宮前５-９

-15 ２階 

代表取締役 

ハイディ シュ 

株式会社メル・ローズ 
東京都目黒区青葉台２丁

目 18番１号 

代表取締役 

東 秀行 

株式会社メンズ・ビギ 
東京都渋谷区南平台町 17

番 12号 

代表取締役 

清水 英幸 

セイコーリテールマーケティ

ング株式会社 

東京都中央区八丁堀３丁

目１番９号 

代表取締役 

金川 宏美 

フィスカースジャパン株式会

社 

東京都千代田区二番町 11

番 19号 

代表取締役 

クリストフ・ジャック・ガブ

リエル・ランシュー 

プーマジャパン株式会社 
東京都品川区大崎２丁目

１番１号 

代表取締役 

萩尾 孝平 

株式会社コロンビアスポーツ

ウェアジャパン 

東京都新宿区新宿６丁目

27番 30号 

代表取締役 

マッスィモ・ラッザリ 

アシックスジャパン株式会社 
東京都江東区新砂３丁目

１番 18号 

代表取締役 

小林 淳二 

株式会社ＰＲＡＩＡ 
東京都目黒区自由が丘１

－29－５ 

代表取締役 

松井 茂大 

トゥミジャパン合同会社 
東京都渋谷区東３丁目 16

番３号 

代表取締役 

造田 博之 

シチズンリテイルプラニング

株式会社 

東京都新宿区百人町２丁

目 27番７号 

代表取締役 

瀧澤 誠 

株式会社スプレンダーズアン

ドカンパニー 

東京都港区芝公園１番 38

号 

代表取締役 

住吉 聡 

カワノ株式会社 
神戸市長田区大道通５丁

目 101番地の６ 

代表取締役 

河野 忠友 

株式会社ＴＡＳＡＫＩ 
神戸市中央区港島中町６

丁目３番地２ 

代表取締役 

田島 寿一 

株式会社ナルミヤ・インター

ナショナル 

東京都港区芝公園２丁目

４番１号 

代表取締役 

石井 稔晃 

株式会社グラニフ 
東京都渋谷区渋谷１丁目

７番７号 

代表取締役 

村田 昭彦 

株式会社アウティングスペー

ス 

大阪府大阪市住之江区中

加賀屋４丁目４番 18号 

代表取締役 

柴田 茂樹 

株式会社エレメントルール 
東京都港区南青山１丁目

１番１号 

代表取締役 

小松﨑 睦 

株式会社マスターピース 
東京都台東区駒形１丁目

３番８号 

代表取締役 

太田 雅久 

ドクターマーチン・エアウエ

ア ジャパン株式会社 

東京都渋谷区神宮前５丁

目２番 28号 

代表取締役 

池田 マイク 
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ツヴィリングＪ．Ａ．ヘンケ

ルスジャパン株式会社 

岐阜県関市肥田瀬 4064番

地 

代表取締役 

アンドリュー・ハンキンソン 

株式会社ヴァンドームヤマダ 
東京都港区南青山５丁目

12番１号 

代表取締役 

山田 潤 

株式会社マルニジャパン 
東京都渋谷区恵比寿南１

丁目 15番１号 

代表取締役 

横溝 知将 

株式会社マッキントッシュジ

ャパン 

東京都港区六本木１丁目

８番７号 

代表取締役 

八木 雄三 

株式会社ヨウジヤマモト 
東京都品川区東品川２丁

目２番 43号 

代表取締役 

大橋 一友 

三共生興ファッションサービ

ス株式会社 

大阪府大阪市中央区安土

町２－５－６ 

代表取締役 

井ノ上 明 

株式会社ストライプインター

ナショナル 
岡山市北区幸町２番８号 

代表取締役 

立花 隆央 

イー・ジーニング株式会社 
東京都荒川区東日暮里３

丁目 27番６号 

代表取締役 

小谷 建夫 

Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｏｒｓ 

Ｊａｐａｎ合同会社 

東京都港区南青山１丁目

２番６号 

代表取締役 

山崎 大輔 

株式会社オンワード樫山 
東京都中央区日本橋３丁

目 10番５号 

代表取締役 

保元 道宜 

株式会社トゥモローランド 
東京都港区南青山３丁目

18番９号 

代表取締役 

佐々木 裕平 

ヘインズブランズジャパン株

式会社 

東京都新宿区信濃町 35番

地 

代表取締役 

早瀬 圭一 

株式会社ユナイテッドアロー

ズ 

東京都渋谷区神宮前３丁

目 28番１号 

代表取締役 

松崎 善則 

ゴディバジャパン株式会社 
東京都港区六本木３丁目

２番１号 

代表取締役 

ジェローム・シュシャン 

３ 変更の年月日及び変更する理由 

  令和４年４月６日 代表者変更等のため 

４ 届出年月日 

  令和４年 11月 21日 

５ 縦覧期間 

  令和５年３月 22日から令和５年７月 24日まで 

６ 縦覧場所 

  神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号 

三宮ビル東館４階 

神戸市経済観光局経済政策課 
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神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10年法律第 91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定

による届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定により次の

とおり公告するとともに、当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添

付書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活

動を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、令和５年３月 22日から４月以内に、神戸市

に対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和５年３月 22日 

                        神戸市 

                        代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  クロスモール須磨 

   神戸市須磨区多井畑字池ノ奥上５番１の一部 外  

２ 変更した事項 

(1)大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては

代表者の氏名 

株式会社コスモス薬品 
福岡市博多区博多駅東２丁目 10

番１号 第一福岡ビルＳ館４階 

代表取締役 

横山 英昭 

株式会社関西ケーズデ

ンキ 

茨城県水戸市柳町１丁目 13番 20

号 

代表取締役 

杉本 正彦 

（変更後） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては

代表者の氏名 

株式会社コスモス薬品 
福岡市博多区博多駅東２丁目 10

番１号 第一福岡ビルＳ館４階 

代表取締役 

横山 英昭 

株式会社関西ケーズデ

ンキ 
茨城県水戸市城南２丁目７番５号 

代表取締役 

杉本 正彦 

３ 変更の年月日 

  令和４年８月１日 

４ 変更する理由 

  住所変更のため。 

５ 届出年月日 

令和４年 12月１日 

６ 縦覧期間 

令和５年３月 22日から令和５年７月 24日まで 

７ 縦覧場所 
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  神戸市中央区御幸通６丁目１番 12号 

  三宮ビル東館４階 

  神戸市経済観光局経済政策課 
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  神戸市中央区御幸通６丁目１番 12号 

  三宮ビル東館４階 

  神戸市経済観光局経済政策課 

神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10年法律第 91号）第６条第１項の規定による変更の届出があ

ったので、同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告すると

ともに、当該届出及び同条第２項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活

動を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、令和５年３月 22日から４月以内に、神戸市

に対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和５年３月 22日 

                        神戸市 

                        代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  コストコホールセール神戸倉庫店 

  神戸市垂水区多聞町字小束山 868－24の一部 他 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 

（変更前） 

（仮称）コストコ神戸垂水倉庫店 

神戸市垂水区多聞町字小束山 868－24の一部 他 

（変更後） 

コストコホールセール神戸倉庫店 

神戸市垂水区多聞町字小束山 868－24の一部 他 

(2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表  

  者の氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住 所 
法人にあっては代

表者の氏名 

コストコホールセールジャ

パン株式会社 

神奈川県川崎市川崎区池上新町３

丁目１番４号 

代表取締役 

ケン・テリオ 

（変更後） 

氏名又は名称 住 所 
法人にあっては代

表者の氏名 

コストコホールセールジャ

パン株式会社 

千葉県木更津市瓜倉 361番地 

（金田西２街区２画地） 

代表取締役 

ケン・テリオ 

(3) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住 所 
法人にあっては代

表者の氏名 
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コストコホールセールジャ

パン株式会社 

神奈川県川崎市川崎区池上新町３

丁目１番４号 

代表取締役 

ケン・テリオ 

（変更後） 

氏名又は名称 住 所 
法人にあっては代

表者の氏名 

コストコホールセールジャ

パン株式会社 

千葉県木更津市瓜倉 361番地 

（金田西２街区２画地） 

代表取締役 

ケン・テリオ 

３ 変更の年月日 

  ２(1)については、平成 24年２月 25日。 

２(2)(3)については、令和４年８月１日。 

４ 変更する理由 

  ２(1)については、店舗名称を決定したため。 

２(2)(3)については、法人の所在地を変更したため。 

５ 届出年月日 

  令和４年 12月９日 

６ 縦覧期間 

令和５年３月 22日から令和５年７月 24日まで 

７ 縦覧場所 

  神戸市中央区御幸通６丁目１番 12号 

  三宮ビル東館４階 

  神戸市経済観光局経済政策課 
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コストコホールセールジャ

パン株式会社 

神奈川県川崎市川崎区池上新町３

丁目１番４号 

代表取締役 

ケン・テリオ 

（変更後） 

氏名又は名称 住 所 
法人にあっては代

表者の氏名 

コストコホールセールジャ

パン株式会社 

千葉県木更津市瓜倉 361番地 

（金田西２街区２画地） 

代表取締役 

ケン・テリオ 

３ 変更の年月日 

  ２(1)については、平成 24年２月 25日。 

２(2)(3)については、令和４年８月１日。 

４ 変更する理由 

  ２(1)については、店舗名称を決定したため。 

２(2)(3)については、法人の所在地を変更したため。 

５ 届出年月日 

  令和４年 12月９日 

６ 縦覧期間 

令和５年３月 22日から令和５年７月 24日まで 

７ 縦覧場所 

  神戸市中央区御幸通６丁目１番 12号 

  三宮ビル東館４階 

  神戸市経済観光局経済政策課 

 

神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10年法律第 91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定

による届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定により次の

とおり公告するとともに、当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添

付書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活

動を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、令和５年３月 22日から４月以内に、神戸市

に対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和５年３月 22日 

                        神戸市 

                        代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ルッカ名谷  

  神戸市須磨区中落合３丁目 16番１ 他 

２ 変更した事項 

 (1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名  

  （変更前） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代表

者の氏名 

株式会社ＡＯＫＩ 
神奈川県横浜市都筑区葛が谷６

番 56号 

代表取締役  

青木 彰宏 

株式会社ファミリーマート 
東京都豊島区東池袋３丁目１番

１ 

代表取締役 

細見 研介 

株式会社エクセル 兵庫県西脇市日野町 165番５ 
代表取締役 

門脇 吉弘 

株式会社エブリ 
兵庫県垂水区霞ヶ丘７丁目 31

－402号 

代表取締役 

稲垣 千穂 

その他未定２店舗 

（変更後） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代表

者の氏名 

株式会社ＡＯＫＩ 
神奈川県横浜市都筑区葛が谷６

番 56号 

代表取締役  

森 裕隆 

株式会社ファミリーマート 
東京都豊島区東池袋３丁目１番

１ 

代表取締役 

細見 研介 

株式会社エクセル 兵庫県西脇市日野町 165番５ 
代表取締役 

門脇 吉弘 
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株式会社エブリ 
兵庫県垂水区霞ヶ丘７丁目 31

－402号 

代表取締役 

稲垣 千穂 

その他未定２店舗 

３ 変更の年月日 

  令和４年７月 11日 

４ 変更する理由 

  代表者変更のため。 

５ 届出年月日 

令和４年 12月 12日 

６ 縦覧期間 

令和５年３月 22日から令和５年７月 24日まで 

７ 縦覧場所 

  神戸市中央区御幸通６丁目１番 12号 

  三宮ビル東館４階 

  神戸市経済観光局経済政策課 

神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10年法律第 91号。以下「法」という。）第６条第１項及び第

２項の規定による届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定

により次のとおり公告するとともに、当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条

第２項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活動

を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団体

その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は、令和５年３月 22日から４月以内に、神戸市に

対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和５年３月 22日 

                        神戸市 

                        代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  キャンパススクェア 

  神戸市西区学園西町１丁目４番地 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の

氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代表

者の氏名 

株式会社ＯＭこうべ 
神戸市中央区港島中町４丁

目１番１ 

代表取締役社長 

山本 朋廣 

 （変更後） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代表

者の氏名 

株式会社こうべ未来都市機構 
神戸市中央区港島中町６丁

目９番１ 

代表取締役社長 

山平 晃嗣 

(2)大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名  

（変更前） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代表

者の氏名 

株式会社ダイエー 
神戸市中央区港島中町４丁

目１番１ 

代表取締役社長 

村井 正平 

株式会社オーエムツーミート 
東京都港区芝大門２－４－

７ 

代表取締役  

大越 勧 

株式会社ナガタ薬品 
神戸市須磨区弥栄台１－３

－３ 

代表取締役  

中島 康伸 

株式会社チヨダ 
東京都杉並区成田東４丁目

39－８ 

代表取締役  

舟橋 浩司 



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報 3396

株式会社エブリ 
兵庫県垂水区霞ヶ丘７丁目 31

－402号 

代表取締役 

稲垣 千穂 

その他未定２店舗 

３ 変更の年月日 

  令和４年７月 11日 

４ 変更する理由 

  代表者変更のため。 

５ 届出年月日 

令和４年 12月 12日 

６ 縦覧期間 

令和５年３月 22日から令和５年７月 24日まで 

７ 縦覧場所 

  神戸市中央区御幸通６丁目１番 12号 

  三宮ビル東館４階 

  神戸市経済観光局経済政策課 

神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10年法律第 91号。以下「法」という。）第６条第１項及び第

２項の規定による届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定

により次のとおり公告するとともに、当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条

第２項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活動

を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団体

その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は、令和５年３月 22日から４月以内に、神戸市に

対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和５年３月 22日 

                        神戸市 

                        代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  キャンパススクェア 

  神戸市西区学園西町１丁目４番地 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の

氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代表

者の氏名 

株式会社ＯＭこうべ 
神戸市中央区港島中町４丁

目１番１ 

代表取締役社長 

山本 朋廣 

 （変更後） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代表

者の氏名 

株式会社こうべ未来都市機構 
神戸市中央区港島中町６丁

目９番１ 

代表取締役社長 

山平 晃嗣 

(2)大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名  

（変更前） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代表

者の氏名 

株式会社ダイエー 
神戸市中央区港島中町４丁

目１番１ 

代表取締役社長 

村井 正平 

株式会社オーエムツーミート 
東京都港区芝大門２－４－

７ 

代表取締役  

大越 勧 

株式会社ナガタ薬品 
神戸市須磨区弥栄台１－３

－３ 

代表取締役  

中島 康伸 

株式会社チヨダ 
東京都杉並区成田東４丁目

39－８ 

代表取締役  

舟橋 浩司 



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報3397

有限会社ミキヤ 
神戸市須磨区飛松町２丁目

１－２ 

代表取締役  

細川 勝美 

株式会社オオクボ 神戸市西区学園西町１－４ 
代表取締役 

大久保 辰徳 

有限会社社友諒 
明石市魚住町鴨池５丁目１

－115 

代表取締役 

森田 壯美 

株式会社オイシス 伊丹市池尻２丁目 23番地 
代表取締役 

池野 忠司 

マサニ電気株式会社 
神戸市中央区元町通１丁目

10－２ 

代表取締役社長 

富士元 直通 

キクヤ図書販売株式会社 
神戸市兵庫区出在家町２－

２－21 

代表取締役 

工藤 健一 

有限会社ハンドメイド 
神戸市中央区割塚通７丁目

２番９号 

代表取締役 

正井 啓介 

株式会社阪神茶月 
大阪府寝屋川市八坂町 11

－２八坂ビル 201 

代表取締役 

伴田 昭彦 

株式会社魚喜 
神奈川県藤沢市湘南台２－

10－５ 

代表取締役社長 

有吉 喜文 

有限会社イフ 

神戸市中央区三宮町３－８

－13三澤ビル５ＦＳｔｕ

ｄｉｏ Ｈｏｔｓｈｏｔ 

代表取締役 

藤井 清一 

株式会社ドゥプランニングイ

ンターナショナル 

大阪市西区京町堀１－12－

１ 

代表取締役 

近江 大介 

株式会社Ｋｉｉｔｏｓ 神戸市西区学園西町１－４ 
代表取締役 

多久 尚世 

株式会社キャンドゥ 
東京都新宿区北新宿２丁目

21番１号 

代表取締役社長 

城戸 一弥 

（変更後） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代表

者の氏名 

株式会社オーエムツーミート 
東京都港区芝大門２－４－

７ 

代表取締役  

大越 勤 

株式会社オオクボ 神戸市西区学園西町１－４ 
代表取締役 

大久保 辰徳 

株式会社鯛将 
守口市寺内町２－７－29

マルセビル２Ｆ201 

代表取締役 

谷口 二男 

株式会社ナガタ薬品 
神戸市須磨区弥栄台１－３

－３ 

代表取締役  

中島 康伸 

株式会社三城 

東京都港区海岸１－２－３

汐留芝離宮ビルディング

10階 

代表取締役 

澤田 将広 

有限会社ミキヤ 
神戸市須磨区飛松町２丁目

１－２ 

代表取締役  

細川 勝美 

株式会社オイシス 伊丹市池尻２丁目 23番地 
代表取締役 

池野 正明 

ＩＴＸコミュニケーションズ

株式会社 

横浜市西区南幸１丁目１番

１号 ＪＲ横浜タワー26

階 

代表取締役 

高田 泰司 



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報 3398

有限会社ミキヤ 
神戸市須磨区飛松町２丁目

１－２ 

代表取締役  

細川 勝美 

株式会社オオクボ 神戸市西区学園西町１－４ 
代表取締役 

大久保 辰徳 

有限会社社友諒 
明石市魚住町鴨池５丁目１

－115 

代表取締役 

森田 壯美 

株式会社オイシス 伊丹市池尻２丁目 23番地 
代表取締役 

池野 忠司 

マサニ電気株式会社 
神戸市中央区元町通１丁目

10－２ 

代表取締役社長 

富士元 直通 

キクヤ図書販売株式会社 
神戸市兵庫区出在家町２－

２－21 

代表取締役 

工藤 健一 

有限会社ハンドメイド 
神戸市中央区割塚通７丁目

２番９号 

代表取締役 

正井 啓介 

株式会社阪神茶月 
大阪府寝屋川市八坂町 11

－２八坂ビル 201 

代表取締役 

伴田 昭彦 

株式会社魚喜 
神奈川県藤沢市湘南台２－

10－５ 

代表取締役社長 

有吉 喜文 

有限会社イフ 

神戸市中央区三宮町３－８

－13三澤ビル５ＦＳｔｕ

ｄｉｏ Ｈｏｔｓｈｏｔ 

代表取締役 

藤井 清一 

株式会社ドゥプランニングイ

ンターナショナル 

大阪市西区京町堀１－12－

１ 

代表取締役 

近江 大介 

株式会社Ｋｉｉｔｏｓ 神戸市西区学園西町１－４ 
代表取締役 

多久 尚世 

株式会社キャンドゥ 
東京都新宿区北新宿２丁目

21番１号 

代表取締役社長 

城戸 一弥 

（変更後） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代表

者の氏名 

株式会社オーエムツーミート 
東京都港区芝大門２－４－

７ 

代表取締役  

大越 勤 

株式会社オオクボ 神戸市西区学園西町１－４ 
代表取締役 

大久保 辰徳 

株式会社鯛将 
守口市寺内町２－７－29

マルセビル２Ｆ201 

代表取締役 

谷口 二男 

株式会社ナガタ薬品 
神戸市須磨区弥栄台１－３

－３ 

代表取締役  

中島 康伸 

株式会社三城 

東京都港区海岸１－２－３

汐留芝離宮ビルディング

10階 

代表取締役 

澤田 将広 

有限会社ミキヤ 
神戸市須磨区飛松町２丁目

１－２ 

代表取締役  

細川 勝美 

株式会社オイシス 伊丹市池尻２丁目 23番地 
代表取締役 

池野 正明 

ＩＴＸコミュニケーションズ

株式会社 

横浜市西区南幸１丁目１番

１号 ＪＲ横浜タワー26

階 

代表取締役 

高田 泰司 

株式会社アウリー 
神戸市西区伊川谷町潤和

1413－２ 

代表取締役 

金澤 功哲 

ジュピターコーヒー株式会社 
東京都文京区本駒込４－41

－４ 

代表取締役 

内林 久雄 

株式会社ワイエムカンパニー 神戸市西区宮下１－１－５ 
代表取締役 

吉田 幸広 

キクヤ図書販売株式会社 
神戸市兵庫区出在家町２－

２－21 

代表取締役 

工藤 健一 

株式会社ダイエー 
神戸市中央区港島中町４丁

目１番１ 

代表取締役社長  

近澤 靖英 

他１名 

３ 変更する年月日及び理由 

  ２(1)については、令和４年５月１日 社名変更および社長交代のため。 

２(2)については、令和２年５月 31日 退店等のため。 

４ 届出年月日 

令和４年 12月 15日 

５ 縦覧期間 

令和５年３月 22日から令和５年７月 24日まで 

６ 縦覧場所 

神戸市中央区御幸通６丁目１番 12号 

三宮ビル東館４階 

神戸市経済観光局経済政策課 



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報3399

神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10年法律第 91号。以下「法」という。）第６条第１項の規

定による変更の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項により

次のとおり公告するとともに、当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２

項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活

動を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する

団体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保

持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、令和５年３月 22日から４月以内に、

神戸市に対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和５年３月 22日 

                        神戸市 

                        代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  マックスバリュ須磨海浜公園駅前店 

  神戸市須磨区松風町３丁目２番１号 

２ 変更した事項 

 (1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住所 
法人にあっては代表者の

氏名 

ＪＲ西日本不動産開発株

式会社 

大阪市北区中之島２丁目

２番７号 

代表取締役 

國廣 敏彦 

  （変更後） 

氏名又は名称 住所 
法人にあっては代表者の

氏名 

ＪＲ西日本不動産開発株

式会社 

大阪市北区中之島２丁目

２番７号 

代表取締役 

藤原 嘉人 

３ 変更の年月日 

  令和４年６月 17日 

４ 変更する理由 

  代表者の変更のため。 

５ 届出年月日 

  令和４年 12月 22日 

６ 縦覧期間 

  令和５年３月 22日から令和５年７月 24日まで 

７ 縦覧場所 

  神戸市中央区御幸通６丁目１番 12号 

  三宮ビル東館４階 

  神戸市経済観光局経済政策課 



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報 3400

神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10年法律第 91号）第６条第１項の規定による変更の届出があ

ったので、同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告すると

ともに、当該届出を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活

動を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、令和５年３月 22日から４月以内に、神戸市

に対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和５年３月 22日 

                        神戸市 

                        代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  春日野道ＮＫビル 

  神戸市中央区北本町通１丁目 301番１外 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の

氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代表者の

氏名 

ＪＲ西日本不動産開発

株式会社 

大阪市北区中之島２丁目２

番７号 

代表取締役 

國廣 敏彦 

（変更後） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代表者の

氏名 

ＪＲ西日本不動産開発

株式会社 

大阪市北区中之島２丁目２

番７号 

代表取締役 

藤原 嘉人 

３ 変更の年月日 

令和４年６月 17日 

４ 変更する理由 

代表者の変更のため。 

５ 届出年月日 

  令和４年 12月 22日 

６ 縦覧期間 

  令和５年３月 22日から令和５年７月 24日まで 

７ 縦覧場所 

  神戸市中央区御幸通６丁目１番 12号 

  三宮ビル東館４階 

  神戸市経済観光局経済政策課 
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神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10年法律第 91号）第６条第１項の規定による変更の届出があ

ったので、同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告すると

ともに、当該届出を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活

動を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、令和５年３月 22日から４月以内に、神戸市

に対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和５年３月 22日 

                        神戸市 

                        代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ビエラ明舞 

  神戸市垂水区狩口台１丁目１番６ 外 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者 

の氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代表者の

氏名 

ＪＲ西日本不動産開発

株式会社 

大阪市北区中之島２丁目２

番７号 

代表取締役 

國廣 敏彦 

（変更後） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては代表者の

氏名 

ＪＲ西日本不動産開発

株式会社 

大阪市北区中之島２丁目２

番７号 

代表取締役 

藤原 嘉人 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名 

（変更前） 

氏名または名称 住所 
法人にあっては

代表者の氏名 

株式会社さとう 京都府福知山市字上紺屋 15番地 
代表取締役 

佐藤 総二郎 

株式会社しまむら 
さいたま市北区宮原町２丁目 19 番

４号 

代表取締役 

北島 常好 
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（変更後） 

氏名または名称 住所 
法人にあっては

代表者の氏名 

株式会社さとう 京都府福知山市字上紺屋 15番地 
代表取締役 

佐藤 総二郎 

株式会社しまむら 
さいたま市大宮区北袋町１丁目 602

番１号 

代表取締役 

鈴木 誠 

３ 変更の年月日 

２(1)については、令和４年６月 17日。 

２(2)については、代表者については令和２年２月 21日、住所については令和３年１月

25日。 

４ 変更する理由 

２(1)については、代表者の変更のため。 

２(2)については、住所及び代表者の変更のため。 

５ 届出年月日 

  令和４年 12月 22日 

６ 縦覧期間 

  令和５年３月 22日から令和５年７月 24日まで 

７ 縦覧場所 

 神戸市中央区御幸通６丁目１番 12号 

  三宮ビル東館４階 

  神戸市経済観光局経済政策課 
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神戸市水道告示第33号 
神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成10年３月水道管理規程第10号）第５条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第10条の規定により告示

する。 

令和５年３月22日 

神戸市水道事業管理者 山 本 泰 生  
  

指定番号 名称 所在地 代表者 指定年月日 

42219 
株式会社 

統建 

大阪府大東市御領四丁目 

２番 13号 
勝田 浩史 令和５年２月 28日 

42220 
株式会社 

村田建設 

神戸市兵庫区松原通一丁目 

１番 12号 
村田 充 令和５年２月 28日 

 

水 道 局
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神戸市乗合自動車の乗車料等に関する条例施行規程等の一部を改正する規程

をここに公布する。 

令和５年３月６日 

交通事業管理者  城  南  雅  一   

神戸市交通管理規程第１５号 

   神戸市乗合自動車の乗車料等に関する条例施行規程等の一部を改正する規

程 

（神戸市乗合自動車の乗車料金等に関する条例施行規程の一部改正） 

第１条 神戸市乗合自動車の乗車料金等に関する条例施行規程（昭和 40 年交規

程第 24 号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（購入手続） （購入手続） 

第 18 条  通勤定期券を購入しようと

する者は、普通(通勤)定期券購入申

込書(様式第 11 号 )により申し込む

ものとする。 

第 18 条  通勤定期券を購入しようと

する者(定期券自動発売機を利用す

る場合は除く。)は、普通(通勤)定

期券購入申込書(様式第 11 号 )によ

り、通学定期券を購入しようとする

者(定期券自動発売機を利用する場

合は除く。)は、通学定期券購入申

交 通 局
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込書(様式第 12 号 )により申し込む

ものとする。 

２  通学定期券を購入しようとする者

は、通学定期券購入申込書(様式第

12 号 )により申し込むものとする。

この場合、通学する指定学校の代表

者が発行した通学証明書又は通学証

明用学生証の提示をもって通学定期

券購入申込書中の通学先の証明欄の

記載に代えることができる。ただ

し、本市が発売した定期券（以下、

「旧定期券」という）を保有してお

り、その通用期間が終了していない

場合又は通用期間終了日から２箇月

を経過していない場合で、通学先、

券種、通用区間及び経路が同一の定

期券を購入するときは、次の各号に

掲げる証明書類等を提出・提示する

ことにより、通学定期券購入申込書

中の通学先の証明欄の記載を省略す

ることができる。 

２  通学定期券を購入しようとする場

合は、通学する指定学校の代表者が

発行した通学証明書又は通学証明用

学生証の提示をもって通学定期券購

入申込書中の通学先の証明欄の記載

に代えることができる。ただし、継

続して購入しようとする場合であっ

て通学先及び通用区間が同一の場

合、次の各号に掲げる証明書類等を

提出・提示することにより、通学定

期券購入申込書中の通学先の証明欄

の記載を省略することができる。 

(1) 旧定期券の発行日と同じ年度内

に購入しようとする場合で、通用

期間が翌年度の４月 30 日を越え

ないとき 

(1) 当該年度内に継続して購入しよ

うとする場合で、通用期間が翌年

度にまたがらないとき 

旧定期券の提出 旧定期券の提出 
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込書(様式第 12 号 )により申し込む

ものとする。 

２  通学定期券を購入しようとする者

は、通学定期券購入申込書(様式第

12 号 )により申し込むものとする。

この場合、通学する指定学校の代表

者が発行した通学証明書又は通学証

明用学生証の提示をもって通学定期

券購入申込書中の通学先の証明欄の

記載に代えることができる。ただ

し、本市が発売した定期券（以下、

「旧定期券」という）を保有してお

り、その通用期間が終了していない

場合又は通用期間終了日から２箇月

を経過していない場合で、通学先、

券種、通用区間及び経路が同一の定

期券を購入するときは、次の各号に

掲げる証明書類等を提出・提示する

ことにより、通学定期券購入申込書

中の通学先の証明欄の記載を省略す

ることができる。 

２  通学定期券を購入しようとする場

合は、通学する指定学校の代表者が

発行した通学証明書又は通学証明用

学生証の提示をもって通学定期券購

入申込書中の通学先の証明欄の記載

に代えることができる。ただし、継

続して購入しようとする場合であっ

て通学先及び通用区間が同一の場

合、次の各号に掲げる証明書類等を

提出・提示することにより、通学定

期券購入申込書中の通学先の証明欄

の記載を省略することができる。 

(1) 旧定期券の発行日と同じ年度内

に購入しようとする場合で、通用

期間が翌年度の４月 30 日を越え

ないとき 

(1) 当該年度内に継続して購入しよ

うとする場合で、通用期間が翌年

度にまたがらないとき 

旧定期券の提出 旧定期券の提出 

(2) 旧定期券の発行日と同じ年度内

に購入しようとする場合で、通用

期間が翌年度の４月 30 日を越え

るとき 

(2) 当該年度内に継続して購入しよ

うとする場合で、通用期間が翌年

度にまたがるとき 

旧定期券の提出及び通学する指

定学校の代表者が発行した有効

な学生証の提示 

旧定期券の提出及び通学する指

定学校の代表者が発行した有効

な学生証の提示 

(3) 旧定期券の通用期間が前年度か

らまたがっている（通用期間の終

了日が３月 31 日であるものを含

む。）場合で、当該年度に入って

初めて購入しようとするとき 

旧定期券の提出及び通学する指

定学校の代表者が発行した有効

な学生証の提示 

３  ［略］ 

４  定期券自動発売機で定期券を購入

する場合は、第１項及び第２項に定

める普通(通勤)定期券購入申込書又

は通学定期券購入申込書の提出を省

略することができる。 

(3) 通用期間が前年度からまたがる

定期券（通用期間の終了日が３月

31 日であるものを含む。）に継続

して、当該年度に入って初めて購

入しようとするとき 

旧定期券の提出及び通学する指

定学校の代表者が発行した有効

な学生証の提示 

３  ［略］ 

 

第 18 条の２～第 18 条の４ ［略］  第 18 条の２～第 18 条の４ ［略］  

（定期券自動発売機での購入手続） 

第 18 条の５ 定期券自動発売機で定

期券を購入しようとする者は、次の

各号に掲げる場合に、定期券を購入

することができる。 
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(1) 旧定期券を保有しており、その

通用期間が終了していない場合又

は通用期間終了日から１年を経過

していない場合で、旧定期券を提

出して、券種、通用区間及び経路

が同一の通勤定期券を購入する場

合 

(2) 第 16 条第 1 号に定める通用期

間の通学定期券を、第 18 条第２

項第１号に定める手続で購入する

場合 

(3) 株式会社スルッと KANSAI が提

供する定期券ＷＥＢ予約サービス

（以下、「定期券ＷＥＢ予約サー

ビス」という。）を利用して定期

券の購入を申し込んだ場合 

（定期券ＷＥＢ予約サービス） 

第 18 条の６ 定期券ＷＥＢ予約サー

ビスで定期券の購入を申し込む者

は、インターネットにより申し込

み、本市がその内容を審査・承認

し、予約番号を通知した場合に、定

期券自動発売機で定期券を購入する

ものとする。 

２  定期券ＷＥＢ予約サービスで通学

定期券の購入を申し込む者は、第 18

条第２項に定める通学定期券購入申
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(1) 旧定期券を保有しており、その

通用期間が終了していない場合又

は通用期間終了日から１年を経過

していない場合で、旧定期券を提

出して、券種、通用区間及び経路

が同一の通勤定期券を購入する場

合 

(2) 第 16 条第 1 号に定める通用期

間の通学定期券を、第 18 条第２

項第１号に定める手続で購入する

場合 

(3) 株式会社スルッと KANSAI が提

供する定期券ＷＥＢ予約サービス

（以下、「定期券ＷＥＢ予約サー

ビス」という。）を利用して定期

券の購入を申し込んだ場合 

（定期券ＷＥＢ予約サービス） 

第 18 条の６ 定期券ＷＥＢ予約サー

ビスで定期券の購入を申し込む者

は、インターネットにより申し込

み、本市がその内容を審査・承認

し、予約番号を通知した場合に、定

期券自動発売機で定期券を購入する

ものとする。 

２  定期券ＷＥＢ予約サービスで通学

定期券の購入を申し込む者は、第 18

条第２項に定める通学定期券購入申

込書又は証明書類等を、画像データ

でアップロードするものとする。 

３  次の各号に掲げる場合は、定期券

ＷＥＢ予約サービスでの購入の申し

込みができない。 

(1) 申し込み日と通用開始日の間

に、１箇月を超える期間がある場

合 

(2) 第 18 条の５第１号又は第２号

に定める手続で購入する場合 

(3) 第 18 条第２項第２号又は第３

号に定める手続で購入する場合

で、本市の審査時点において旧定

期券の通用期間が終了していない

場合 

(4) 第 18 条の２に定める手続で一

括発売される定期券 

(5) 通用区間に近郊区（共用区路線

の 53 系統を除く）路線を含む定

期券 

(6) 本市以外の他の乗合自動車事業

者が発売する定期券と連絡する定

期券 

(7) 第 18 条の４に規定する実習用

通学定期券 

(8) 第 26 条に規定する身体障害者

等の割引定期券 
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(9) 身体障害者等の乗車証の取扱い

に関する規程（昭和 42 年 12 月交

規程第 22 号）第７条に規定する

敬老割引定期券 

４  定期券ＷＥＢ予約サービスについ

て、この規程に定めのない事項は、

株式会社スルッと KANSAI が定める

規約の定めるところによる。 

（神戸市高速鉄道乗車料条例施行規程の一部改正） 

第２条 神戸市高速鉄道乗車料条例施行規程（昭和 52 年交規程第 51 号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（定期券の購入手続） （定期券の申込み） 

第５条 普通定期券を購入しようとす

る者は、普通（通勤）定期券購入申

込書（様式第１号）により申し込む

ものとする。 

第５条 普通定期券を購入しようとす

る者（定期券自動発売機を利用する

場合は除く。）は、普通（通勤）定

期券購入申込書（様式第１号）によ

り申し込むものとする。 

２  通学定期券を購入しようとする者

は、通学定期券購入申込書（様式第

２ 通学定期券を購入しようとする者

（定期券自動発売機を利用する場合
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(9) 身体障害者等の乗車証の取扱い

に関する規程（昭和 42 年 12 月交

規程第 22 号）第７条に規定する

敬老割引定期券 

４  定期券ＷＥＢ予約サービスについ

て、この規程に定めのない事項は、

株式会社スルッと KANSAI が定める

規約の定めるところによる。 

（神戸市高速鉄道乗車料条例施行規程の一部改正） 

第２条 神戸市高速鉄道乗車料条例施行規程（昭和 52 年交規程第 51 号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（定期券の購入手続） （定期券の申込み） 

第５条 普通定期券を購入しようとす

る者は、普通（通勤）定期券購入申

込書（様式第１号）により申し込む

ものとする。 

第５条 普通定期券を購入しようとす

る者（定期券自動発売機を利用する

場合は除く。）は、普通（通勤）定

期券購入申込書（様式第１号）によ

り申し込むものとする。 

２  通学定期券を購入しようとする者

は、通学定期券購入申込書（様式第

２ 通学定期券を購入しようとする者

（定期券自動発売機を利用する場合

２号）により申し込むものとする。

この場合、通学する指定学校の代表

者が発行した通学証明書又は通学証

明用学生証の提示をもって通学定期

券購入申込書中の通学先の証明欄の

記載に代えることができる。ただ

し、本市が発売した定期券（以下、

「旧定期券」という）を保有してお

り、その通用期間が終了していない

場合又は通用期間終了日から２箇月

を経過していない場合で、通学先、

券種、通用区間及び経路が同一の定

期券を購入するときは、次の各号に

掲げる証明書類等を提出・提示する

ことにより、通学定期券購入申込書

中の通学先の証明欄の記載を省略す

ることができる。 

は除く。）は、通学定期券購入申込

書（様式第２号）により申し込むも

のとする。この場合、通学する指定

学校の代表者が発行した通学証明書

又は通学証明用学生証の提示をもっ

て通学定期券購入申込書中の通学先

の証明欄の記載に代えることができ

る。ただし、継続して購入しようと

する場合であって通学先及び通用区

間が同一の場合、次の各号に掲げる

証明書類等を提出・提示することに

より、通学定期券購入申込書中の通

学先の証明欄の記載を省略すること

ができる。 

(1) 旧定期券の発行日と同じ年度内

に購入しようとする場合で、通用

期間が翌年度の４月 30 日を越え

ないとき 

(1) 当該年度内に継続して購入しよ

うとする場合で、通用期間が翌年

度にまたがらないとき 

旧定期券の提出 旧定期券の提出 

(2) 旧定期券の発行日と同じ年度内

に購入しようとする場合で、通用

期間が翌年度の４月 30 日を越え

るとき 

(2) 当該年度内に継続して購入しよ

うとする場合で、通用期間が翌年

度にまたがるとき 
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旧定期券の提出及び通学する指

定学校の代表者が発行した有効

な学生証の提示 

旧定期券の提出及び通学する指

定学校の代表者が発行した有効

な学生証の提示 

(3) 旧定期券の通用期間が前年度か

らまたがっている（通用期間の終

了日が３月 31 日であるものを含

む。）場合で、当該年度に入って

初めて購入しようとするとき 

旧定期券の提出及び通学する

指定学校の代表者が発行した

有効な学生証の提示 

(3) 通用期間が前年度からまたがる

定期券（通用期間の終了日が３月

31 日であるものを含む。）に継続

して、当該年度に入って初めて購

入しようとするとき 

旧定期券の提出及び通学する

指定学校の代表者が発行した

有効な学生証の提示  

３  前条第１項ただし書及び第２項に

定める者が通学定期券（条例第６条

の２に規定する連絡乗車券を除

く。）を購入しようとする場合は、

様式第２号により申し込むことがで

きるものとし、その学校の代表者が

発行した学生証等、在籍確認のでき

るもの又は年齢の確認できる公的証

明書（以下「確認書類」という。）

を提示するものとする。ただし、旧

定期券の通用期間が終了していない

場合又は通用期間終了日から２箇月

を経過していない場合で、券種、通

用区間、経路及び発行年度が旧定期

券と同一かつ通用期間が翌年度の４

月 30 日を越えない定期券を購入す

るときは、旧定期券を提出すること

３ 前条第１項ただし書及び第２項に

定める者が通学定期券（条例第６条

の２に規定する連絡乗車券を除

く。）を新たに購入しようとする場

合は、様式第２号により申し込むこ

とができるものとし、その学校の代

表者が発行した学生証等、在籍確認

のできるもの又は年齢の確認できる

公的証明書（以下「確認書類」とい

う。）を提示するものとする。ただ

し、当該年度内に継続して購入しよ

うとする場合で、通用期間が翌年度

にまたがらないときは、旧定期券を

提出することにより、確認書類の提

示を省略することができる。 
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旧定期券の提出及び通学する指

定学校の代表者が発行した有効

な学生証の提示 

旧定期券の提出及び通学する指

定学校の代表者が発行した有効

な学生証の提示 

(3) 旧定期券の通用期間が前年度か

らまたがっている（通用期間の終

了日が３月 31 日であるものを含

む。）場合で、当該年度に入って

初めて購入しようとするとき 

旧定期券の提出及び通学する

指定学校の代表者が発行した

有効な学生証の提示 

(3) 通用期間が前年度からまたがる

定期券（通用期間の終了日が３月

31 日であるものを含む。）に継続

して、当該年度に入って初めて購

入しようとするとき 

旧定期券の提出及び通学する

指定学校の代表者が発行した

有効な学生証の提示  

３  前条第１項ただし書及び第２項に

定める者が通学定期券（条例第６条

の２に規定する連絡乗車券を除

く。）を購入しようとする場合は、

様式第２号により申し込むことがで

きるものとし、その学校の代表者が

発行した学生証等、在籍確認のでき

るもの又は年齢の確認できる公的証

明書（以下「確認書類」という。）

を提示するものとする。ただし、旧

定期券の通用期間が終了していない

場合又は通用期間終了日から２箇月

を経過していない場合で、券種、通

用区間、経路及び発行年度が旧定期

券と同一かつ通用期間が翌年度の４

月 30 日を越えない定期券を購入す

るときは、旧定期券を提出すること

３ 前条第１項ただし書及び第２項に

定める者が通学定期券（条例第６条

の２に規定する連絡乗車券を除

く。）を新たに購入しようとする場

合は、様式第２号により申し込むこ

とができるものとし、その学校の代

表者が発行した学生証等、在籍確認

のできるもの又は年齢の確認できる

公的証明書（以下「確認書類」とい

う。）を提示するものとする。ただ

し、当該年度内に継続して購入しよ

うとする場合で、通用期間が翌年度

にまたがらないときは、旧定期券を

提出することにより、確認書類の提

示を省略することができる。 

により、確認書類の提示を省略する

ことができる。 

４  定期券自動発売機で定期券を購入

する場合は、第１項及び第２項に定

める普通(通勤)定期券購入申込書又

は通学定期券購入申込書の提出を省

略することができる。 

（定期券自動発売機での購入手続） 

第５条の２ 定期券自動発売機で定期

券を購入しようとする者は、次の各

号に掲げる場合に、定期券を購入す

ることができる。 

(1)旧定期券を保有しており、その

通用期間が終了していない場合又

は通用期間終了日から１年を経過

していない場合で、旧定期券を提

出して、券種、通用区間及び経路

が同一の普通定期券を購入する場

合 

(2) 通用期間が１箇月、３箇月又は

６箇月の通学定期券を、前条第２

項第１号に定める手続で購入する

場合。ただし、第４条第１項ただ

し書き及び第４条第２項に定める

通学定期券を購入する場合を除

く。 

(3) 株式会社スルッと KANSAI が提

供する定期券ＷＥＢ予約サービス
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（以下、「定期券ＷＥＢ予約サー

ビス」という。）を利用して定期

券の購入を申し込んだ場合 

（定期券ＷＥＢ予約サービス） 

第５条の３ 定期券ＷＥＢ予約サービ

スで定期券の購入を申し込む者は、

インターネットにより申し込み、本

市がその内容を審査・承認し、予約

番号を通知した場合に、定期券自動

発売機で定期券を購入するものとす

る。 

２  定期券ＷＥＢ予約サービスで通学

定期券の購入を申し込む者は、第５

条第２項又は第３項に定める通学定

期券購入申込書又は証明書類等を、

画像データでアップロードするもの

とする。 

３  次の各号に掲げる定期券は、定期

券ＷＥＢ予約サービスでの購入の申

し込みができない。 

(1) 申し込み日と通用開始日の間

に、１箇月を超える期間がある場

合 

(2) 第５条の２第１号又は第２号に

定める手続で購入する場合 

(3) 第５条第２項第２号又は第３号

に定める手続で購入する場合で、
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（以下、「定期券ＷＥＢ予約サー

ビス」という。）を利用して定期

券の購入を申し込んだ場合 

（定期券ＷＥＢ予約サービス） 

第５条の３ 定期券ＷＥＢ予約サービ

スで定期券の購入を申し込む者は、

インターネットにより申し込み、本

市がその内容を審査・承認し、予約

番号を通知した場合に、定期券自動

発売機で定期券を購入するものとす

る。 

２  定期券ＷＥＢ予約サービスで通学

定期券の購入を申し込む者は、第５

条第２項又は第３項に定める通学定

期券購入申込書又は証明書類等を、

画像データでアップロードするもの

とする。 

３  次の各号に掲げる定期券は、定期

券ＷＥＢ予約サービスでの購入の申

し込みができない。 

(1) 申し込み日と通用開始日の間

に、１箇月を超える期間がある場

合 

(2) 第５条の２第１号又は第２号に

定める手続で購入する場合 

(3) 第５条第２項第２号又は第３号

に定める手続で購入する場合で、

 

本市の審査時点において旧定期券

の通用期間が終了していない場合 

(4) 本市以外の他の乗合自動車事業

者が発売する定期券と連絡する定

期券 

(5) 第３条第３号カ～ケに定める特

別割引普通定期券及び特別割引通

学定期券 

(6) 身体障害者等の乗車証の取扱い

に関する規程（昭和 42 年 12 月交

規程第 22 号）第７条に定める敬

老割引定期券 

(7) 第３条第３号アに規定するゾー

ン定期券 

(8) 第４条第２項に定める通学定期

券 

(9) 第６条に定める手続で一括発売

される定期券 

(10) その他管理者が別に定める定

期券 

４  定期券ＷＥＢ予約サービスについ

て、この規程に定めのない事項は、

株式会社スルッと KANSAI が定める

規約の定めるところによる。 

 

  

（神戸市交通局ＩＣ証票乗車券取扱規程の一部改正） 

第３条 神戸市交通局ＩＣ証票乗車券取扱規程（平成 18 年交規程第３号）の一

部を次のように改正する。 
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次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（適用範囲） 

第２条 [略 ] 

２  この規程に定めのない事項につい

ては、神戸市乗合自動車の乗車料金

等に関する条例施行規程（昭和 40

年１月交規程第 24 号。以下「乗合

自動車乗車料規程」という。）、神

戸市高速鉄道乗車料条例施行規程

（昭和 52 年３月交規程第 51 号。以

下「高速鉄道乗車料規程」とい

う。）及び神戸市乗合自動車・高速

鉄道連絡運輸及び共通乗車取扱規程

（平成 14 年６月交規程第６号。以

下「連絡運輸規程」という。）の規

定並びに IC 証票乗車券の発行者が

定める規約及び株式会社スルッと

KANSAI が定める規約等の定めるとこ

ろによる。 

３～４ [略 ] 

（適用範囲） 

第２条 [略 ] 

２  この規程に定めのない事項につい

ては、神戸市乗合自動車の乗車料金

等に関する条例施行規程（昭和 40

年１月交規程第 24 号。以下「乗合

自動車乗車料規程」という。）、神

戸市高速鉄道乗車料条例施行規程

（昭和 52 年３月交規程第 51 号。以

下「高速鉄道乗車料規程」とい

う。）及び神戸市乗合自動車・高速

鉄道連絡運輸及び共通乗車取扱規程

（平成 14 年６月交規程第６号。以

下「連絡運輸規程」という。）の規

定並びに IC 証票乗車券の発行者が

定める規約等の定めるところによ

る。 

 

３～４ [略 ] 
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次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（適用範囲） 

第２条 [略 ] 

２  この規程に定めのない事項につい

ては、神戸市乗合自動車の乗車料金

等に関する条例施行規程（昭和 40

年１月交規程第 24 号。以下「乗合

自動車乗車料規程」という。）、神

戸市高速鉄道乗車料条例施行規程

（昭和 52 年３月交規程第 51 号。以

下「高速鉄道乗車料規程」とい

う。）及び神戸市乗合自動車・高速

鉄道連絡運輸及び共通乗車取扱規程

（平成 14 年６月交規程第６号。以

下「連絡運輸規程」という。）の規

定並びに IC 証票乗車券の発行者が

定める規約及び株式会社スルッと

KANSAI が定める規約等の定めるとこ

ろによる。 

３～４ [略 ] 

（適用範囲） 

第２条 [略 ] 

２  この規程に定めのない事項につい

ては、神戸市乗合自動車の乗車料金

等に関する条例施行規程（昭和 40

年１月交規程第 24 号。以下「乗合

自動車乗車料規程」という。）、神

戸市高速鉄道乗車料条例施行規程

（昭和 52 年３月交規程第 51 号。以

下「高速鉄道乗車料規程」とい

う。）及び神戸市乗合自動車・高速

鉄道連絡運輸及び共通乗車取扱規程

（平成 14 年６月交規程第６号。以

下「連絡運輸規程」という。）の規

定並びに IC 証票乗車券の発行者が

定める規約等の定めるところによ

る。 

 

３～４ [略 ] 

（使用可能な IC 証票）  （使用可能な IC 証票）  

第７条 乗合自動車及び高速鉄道にお

いて使用することのできる IC 証票

乗車券の名称、発行者名及び様式例

は、別表第１及び別表第１の２のと

おりとする。 

２  [略 ] 

第７条 乗合自動車及び高速鉄道にお

いて使用することのできる IC 証票

乗車券の名称、発行者名及び様式

は、別表第１及び別表第１の２のと

おりとする。 

２  [略 ] 

（発売） 

第 26 条  [略 ]  

２  [略 ] 

３  第１項の規定にかかわらず、以下

の各号のいずれかに該当する場合

は、IC 証票定期券は発売しない。 

(1)～ (2) [略 ]  

(3) 媒体が別表第１に定めるスマ

ート ICOCA、 KIPS ICOCA、モバイ

ル ICOCA、大阪市敬老優待乗車

証、神戸市敬老優待乗車証、神戸

市福祉乗車証、特別割引用 IC カ

ード及び別表第１の２に定める IC

証票乗車券並びに券面印字機能を

搭載していない IC 証票乗車券で

ある場合 

４  乗客は、IC 証票定期券の発売に際

して氏名、生年月日及びその他の必

要事項を乗合自動車乗車料規程第 18

条第１項若しくは高速鉄道乗車料規

程第５条第１項に定める普通（通

（発売） 

第 26 条  [略 ]  

２  [略 ] 

３  第１項の規定にかかわらず、以下

の各号のいずれかに該当する場合

は、IC 証票定期券は発売しない。 

(1)～ (2) [略 ]  

(3) 媒体が別表第１に定めるスマ

ート ICOCA、 KIPS ICOCA、大阪市

敬老優待乗車証、神戸市敬老優待

乗車証、神戸市福祉乗車証、特別

割引用 IC カード及び別表第１の

２に定める IC 証票乗車券並びに

券面印字機能を搭載していない IC

証票乗車券である場合 

 

４  乗客は、定期券自動発売機を利用

する場合を除き、IC 証票定期券の発

売に際して氏名、生年月日及びその

他の必要事項を乗合自動車乗車料規

程第 18 条第１項若しくは高速鉄道
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勤）定期券購入申込書、又は乗合自

動車乗車料規程第 18 条第２項若し

くは高速鉄道乗車料規程第５条第２

項に定める通学定期券購入申込書に

記載し、当該申込書を定期券発売所

に提出しなければならない。ただ

し、定期券自動発売機を利用して購

入する場合の手続については、乗合

自動車乗車料規程第 18 条の５又は

高速鉄道乗車料規程第５条の２に定

めるところによる。 

５  第１項に定める IC 証票定期券の

発売日については、乗合自動車乗車

料規程第 17 条又は高速鉄道乗車料

規程第 13 条第３項に定めるところ

による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  [略 ] 

乗車料規程第５条第１項に定める普

通（通勤）定期券購入申込書、又は

乗合自動車乗車料規程第 18 条第２

項若しくは高速鉄道乗車料規程第５

条第２項に定める通学定期券購入申

込書に記載し、当該申込書を定期券

発売所に提出しなければならない。 

 

 

 

５  第１項に定める IC 証票定期券

は、次の各号に掲げる日から発売す

る。 

(1) 通用期間が１箇月、３箇月及

び６箇月の定期券で、継続発売を

しない場合は、通用期間の開始日

の 14 日前の日 

(2) 通用期間が１箇月、３箇月及

び６箇月の定期券で、継続発売す

る場合は、通用期間の終了日を含

む 14 日前の日 

(3) 通用期間が１学期及び３学期

の定期券は、前の学期の終了した

日の翌日、通用期間が２学期の定

期券は、２学期の開始日の 14 日

前の日 

６  [略 ] 

（紛失再発行） （紛失再発行） 
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勤）定期券購入申込書、又は乗合自

動車乗車料規程第 18 条第２項若し

くは高速鉄道乗車料規程第５条第２

項に定める通学定期券購入申込書に

記載し、当該申込書を定期券発売所

に提出しなければならない。ただ

し、定期券自動発売機を利用して購

入する場合の手続については、乗合

自動車乗車料規程第 18 条の５又は

高速鉄道乗車料規程第５条の２に定

めるところによる。 

５  第１項に定める IC 証票定期券の

発売日については、乗合自動車乗車

料規程第 17 条又は高速鉄道乗車料

規程第 13 条第３項に定めるところ

による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  [略 ] 

乗車料規程第５条第１項に定める普

通（通勤）定期券購入申込書、又は

乗合自動車乗車料規程第 18 条第２

項若しくは高速鉄道乗車料規程第５

条第２項に定める通学定期券購入申

込書に記載し、当該申込書を定期券

発売所に提出しなければならない。 

 

 

 

５  第１項に定める IC 証票定期券

は、次の各号に掲げる日から発売す

る。 

(1) 通用期間が１箇月、３箇月及

び６箇月の定期券で、継続発売を

しない場合は、通用期間の開始日

の 14 日前の日 

(2) 通用期間が１箇月、３箇月及

び６箇月の定期券で、継続発売す

る場合は、通用期間の終了日を含

む 14 日前の日 

(3) 通用期間が１学期及び３学期

の定期券は、前の学期の終了した

日の翌日、通用期間が２学期の定

期券は、２学期の開始日の 14 日

前の日 

６  [略 ] 

（紛失再発行） （紛失再発行） 

第 32 条  IC 証票定期券の記名人が当

該 IC 証票定期券を紛失した場合

で、管理者が別に定める申込書を、

定期券発売所に提出したときは、次

の各号の条件を全て満たす場合に限

って紛失した IC 証票定期券の定期

券の機能を磁気券（以下「磁気定期

券」という。）により再発行する。 

第 32 条  IC 証票定期券の記名人が当

該 IC 証票定期券を紛失した場合

で、管理者が別に定める申込書を、

定期券発売所に提出したときは、次

の各号の条件を全て満たす場合に限

って紛失した IC 証票定期券の定期

券の機能を磁気券（以下「磁気定期

券」という。）により再発行する。 

(1)～ (3) [略 ] (1)～ (3) [略 ] 

(4) 本市で発売された IC 証票定期

券であること  

(4) 定期券発売所で発売された IC

証票定期券であること 

２～３ ［略］ ２～３ ［略］ 

別表第 1(第 7 条関係) ＩＣ証票乗車

券の名称、発行者及び様式例 

名称 
発行

者 

料金 

区分 

ポ

ス

ト

ペ

イ

・

SF

機

能

の

有

無 

記

名

の

有

無 

様

式

例 

[略 ] [略 ]  
[略

] 
  

別表第 1(第 7 条関係) ＩＣ証票乗車

券の名称、発行者及び様式 

名称 
発行

者 

料金 

区分 

ポ

ス

ト

ペ

イ

・

SF

機

能

の

有

無 

記

名

の

有

無 

様

式 

[略 ] [略 ]  
[略

] 
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[

略

] 

 

[略 ] 

 

[

略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[

略

] 

ICOC

A 乗

車券

(SF

の機

能を

有し

ない

もの

を除

く。

) 

西日

本旅

客鉄

道株

式会

社 

 SF   

 

[

略

] 
 

[略 ] 

 

[

略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[

略

] 

 

[

略

] 

 

[略 ] 

 

[

略

] 

[略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[略

] 

ICOC

A 乗

車券

(SF

の機

能を

有し

ない

もの

を除

く。

) 

西日

本旅

客鉄

道株

式会

社 

 SF   

 

[

略

] 
 

[略 ] 

 

[

略

] 

[略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[略

] 
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[

略

] 

 

[略 ] 

 

[

略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[

略

] 

ICOC

A 乗

車券

(SF

の機

能を

有し

ない

もの

を除

く。

) 

西日

本旅

客鉄

道株

式会

社 

 SF   

 

[

略

] 
 

[略 ] 

 

[

略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[

略

] 

 

[

略

] 

 

[略 ] 

 

[

略

] 

[略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[略

] 

ICOC

A 乗

車券

(SF

の機

能を

有し

ない

もの

を除

く。

) 

西日

本旅

客鉄

道株

式会

社 

 SF   

 

[

略

] 
 

[略 ] 

 

[

略

] 

[略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[

略

] 

 

[

略

] 

[略 ] 

 

[

略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[

略

] 

モ

バ

イ

ル

I

C

O

C

A 

大人  
記

名 
 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[略

] 

 

[

略

] 

[略 ] 

 

[

略

] 

[略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] 

[略 ] 

[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[略

] 
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モ

バ

イ

ル

I

C

O

C

A

定

期

券 

大人 
記

名 
 

[略 ] [略 ] 

[略 ] 

[略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略

] 

[

略

] 

[略

] 

 



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報 3422

モ

バ

イ

ル

I

C

O

C

A

定

期

券 

大人 
記

名 
 

[略 ] [略 ] 

[略 ] 

[略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略

] 

[

略

] 

[略

] 

 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[

略

] 

[

略

] 
 

別表第1の２(第 7条関係) IC証票乗車

券の名称、発行者及び様式例 

名称 
発行

者 

料金

区分 

ポ

ス

ト

ペ

イ

・

SF

機

能

の

有

無  

記

名

の

有

無 

様

式

例 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

PASMO 
株式

会社

大人 

小児 
SF 

記

名 

[略

] 

別表第1の２(第 7条関係) IC証票乗車

券の名称、発行者及び様式 

名称 
発行

者 

料金

区分 

ポ

ス

ト

ペ

イ

・

SF

機

能

の

有

無  

記

名

の

有

無 

様

式 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 
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モバ

イルP

ASMO 

パス

モ 大人 

無

記

名 

 

Suica 
東日

本旅

客鉄

道株

式会

社 

東京

モノ

レー

ル株

式会

社 

東京

臨海

高速

鉄道

株式

会社 

大人 

小児 

SF 

記

名 

無

記

名 

[略

] 

モバ

イルS

uica 

大人  

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 
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モバ

イルP

ASMO 

パス

モ 大人 

無

記

名 

 

Suica 
東日

本旅

客鉄

道株

式会

社 

東京

モノ

レー

ル株

式会

社 

東京

臨海

高速

鉄道

株式

会社 

大人 

小児 

SF 

記

名 

無

記

名 

[略

] 

モバ

イルS

uica 

大人  

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

 

 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] 
[略

] 

[

略

] 

[略

] 

 

 

（神戸市交通局 ICOCA 乗車券取扱規程の一部改正） 

第４条 神戸市交通局 ICOCA 乗車券取扱規程（平成 29 年交規程第 12 号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（適用範囲） 

第２条 ［略］ 

２  この規程に定めのない事項につい

ては、神戸市乗合自動車の乗車料金

等に関する条例施行規程（昭和 40

（適用範囲） 

第２条 ［略］ 

２  この規程に定めのない事項につい

ては、神戸市乗合自動車の乗車料金

等に関する条例施行規程（昭和 40
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年１月交規程第 24 号。以下「乗合

自動車乗車料規程」という。）、神

戸市高速鉄道乗車料条例施行規程

（昭和 52 年３月交規程第 51 号。以

下「高速鉄道乗車料規程」とい

う。）、神戸市乗合自動車・高速鉄

道連絡運輸及び共通乗車取扱規程

（平成 14 年６月交規程第６号。以

下「連絡運輸規程」という。）、神

戸市交通局 IC 証票乗車券取扱規程

（平成 18 年９月交規第３号。以下

「IC 乗車券規程」という。）の規定

並びに西日本旅客鉄道株式会社（以

下「JR 西日本」という。）が定める

IC カード乗車券取扱約款等及び株式

会社スルッと KANSAI が定める規約

等の定めるところによる。 

３  ［略］ 

（定義） 

年１月交規程第 24 号。以下「乗合

自動車乗車料規程」という。）、神

戸市高速鉄道乗車料条例施行規程

（昭和 52 年３月交規程第 51 号。以

下「高速鉄道乗車料規程」とい

う。）、神戸市乗合自動車・高速鉄

道連絡運輸及び共通乗車取扱規程

（平成 14 年６月交規程第６号。以

下「連絡運輸規程」という。）、神

戸市交通局 IC 証票乗車券取扱規程

（平成 18 年９月交規第３号。以下

「IC 乗車券規程」という。）の規定

並びに西日本旅客鉄道株式会社（以

下「JR 西日本」という。）が定める

IC カード乗車券取扱約款等の定める

ところによる。 

 

３  ［略］ 

（定義） 

第３条 この規程において、次の各号

に掲げる用語の意義は当該各号に定

めるところによる。 

第３条 この規程において、次の各号

に掲げる用語の意義は当該各号に定

めるところによる。 

(1)～ (8) [略 ] 

(9) 「モバイル ICOCA」とは、 JR 西

日本が定めるモバイル ICOCA 会員

規約及びモバイルデバイスにおけ

る ICOCA 利用規約に同意した会員

に対して発行される SF の機能の

(1)～ (8) [略 ] 
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年１月交規程第 24 号。以下「乗合

自動車乗車料規程」という。）、神

戸市高速鉄道乗車料条例施行規程

（昭和 52 年３月交規程第 51 号。以

下「高速鉄道乗車料規程」とい

う。）、神戸市乗合自動車・高速鉄

道連絡運輸及び共通乗車取扱規程

（平成 14 年６月交規程第６号。以

下「連絡運輸規程」という。）、神

戸市交通局 IC 証票乗車券取扱規程

（平成 18 年９月交規第３号。以下

「IC 乗車券規程」という。）の規定

並びに西日本旅客鉄道株式会社（以

下「JR 西日本」という。）が定める

IC カード乗車券取扱約款等及び株式

会社スルッと KANSAI が定める規約

等の定めるところによる。 

３  ［略］ 

（定義） 

年１月交規程第 24 号。以下「乗合

自動車乗車料規程」という。）、神

戸市高速鉄道乗車料条例施行規程

（昭和 52 年３月交規程第 51 号。以

下「高速鉄道乗車料規程」とい

う。）、神戸市乗合自動車・高速鉄

道連絡運輸及び共通乗車取扱規程

（平成 14 年６月交規程第６号。以

下「連絡運輸規程」という。）、神

戸市交通局 IC 証票乗車券取扱規程

（平成 18 年９月交規第３号。以下

「IC 乗車券規程」という。）の規定

並びに西日本旅客鉄道株式会社（以

下「JR 西日本」という。）が定める

IC カード乗車券取扱約款等の定める

ところによる。 

 

３  ［略］ 

（定義） 

第３条 この規程において、次の各号

に掲げる用語の意義は当該各号に定

めるところによる。 

第３条 この規程において、次の各号

に掲げる用語の意義は当該各号に定

めるところによる。 

(1)～ (8) [略 ] 

(9) 「モバイル ICOCA」とは、 JR 西

日本が定めるモバイル ICOCA 会員

規約及びモバイルデバイスにおけ

る ICOCA 利用規約に同意した会員

に対して発行される SF の機能の

(1)～ (8) [略 ] 

 

 

 

 

 

みを有する記名式の ICOCA 乗車券

であって、大人の利用に供するも

のをいう。 

(10) 「モバイル ICOCA 定期券」と

は、モバイル ICOCA の券面に定期

券の表記をして、かつ定期券の情

報を記録したもので、定期券の機

能と SF の機能を有する ICOCA 乗

車券をいう。 

(11) [略 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) [略 ] 

(12) 「定期券ＷＥＢ予約サービ

ス」とは、株式会社スルッと

KANSAI が提供する、乗客がインタ

ーネットを介して、定期券等の乗

車券を予約し、本市が予約内容を

承認した場合、対象の乗車券を購

入するための予約番号を乗客に対

して発行するサービスをいう。 

 

（ ICOCA 乗車券の発売） （ICOCA 乗車券の発売） 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

２  前項第１号に定める ICOCA は、乗

合自動車乗車料規程第 10 条に定め

る定期券の発売場所及び高速鉄道乗

車料規程第 12 条に定める定期券の

発売場所（以下、「定期券発売所」

という。）並びに定期券自動発売機

で発売する。ただし、阪神御影駅定

期券発売所を除く。 

２  前項第１号に定める ICOCA は、乗

合自動車乗車料規程第 10 条に定め

る定期券の発売場所及び高速鉄道乗

車料規程第 12 条に定める定期券の

発売場所（以下、「定期券発売所」

という。）並びに高速鉄道乗車料規

程第 12 条に定める普通券の発売場

所のうち谷上駅を除く各駅（以下、
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「各駅」という。）で発売する。た

だし、阪神御影駅定期券発売所を除

く。 

３  第１項第２号に定める小児 ICOCA

は、定期券発売所（阪神御影駅定期

券発売所を除く。以下第 12 条、第

13 条、第 14 条及び第 16 条において

同じ。）及び定期券自動発売機で発

売する。 

３  第１項第２号に定める小児 ICOCA

は、定期券発売所（阪神御影駅定期

券発売所を除く。以下第 12 条、第

13 条、第 14 条及び第 16 条において

同じ。）で発売する。 

４  第１項第３号に定める ICOCA 定期

券は、定期券発売所及び定期券自動

発売機で発売する。 

４  第１項第３号に定める ICOCA 定期

券は、定期券発売所で発売する。 

５  ［略］ ５ ［略］  

（ ICOCA 乗車券に関する所有権） 

第７条 この規程において、次の各号

に掲げるものについては JR 西日本

に帰属するものとする。 

(1) ICOCA 乗車券(モバイル ICOCA 及

びモバイル ICOCA 定期券を除

く。)に使用する IC 証票の所有権 

(2)～ (3) ［略］ 

２  ［略］ 

３  ICOCA 乗車券が不要になったと

き、及びその ICOCA 乗車券を使用す

る資格を失ったときは、IC 証票を返

却しなければならない。ただし、モ

バイル ICOCA 及びモバイル ICOCA 定

期券を除く。 

（ ICOCA 乗車券に関する所有権） 

第７条 この規程において、次の各号

に掲げるものについては JR 西日本

に帰属するものとする。 

(1) ICOCA 乗車券に使用する IC 証票

の所有権 

 

(2)～ (3) ［略］ 

２  ［略］ 

３  ICOCA 乗車券が不要になったと

き、及びその ICOCA 乗車券を使用す

る資格を失ったときは、IC 証票を返

却しなければならない。 
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「各駅」という。）で発売する。た

だし、阪神御影駅定期券発売所を除

く。 

３  第１項第２号に定める小児 ICOCA

は、定期券発売所（阪神御影駅定期

券発売所を除く。以下第 12 条、第

13 条、第 14 条及び第 16 条において

同じ。）及び定期券自動発売機で発

売する。 

３  第１項第２号に定める小児 ICOCA

は、定期券発売所（阪神御影駅定期

券発売所を除く。以下第 12 条、第

13 条、第 14 条及び第 16 条において

同じ。）で発売する。 

４  第１項第３号に定める ICOCA 定期

券は、定期券発売所及び定期券自動

発売機で発売する。 

４  第１項第３号に定める ICOCA 定期

券は、定期券発売所で発売する。 

５  ［略］ ５ ［略］  

（ ICOCA 乗車券に関する所有権） 

第７条 この規程において、次の各号

に掲げるものについては JR 西日本

に帰属するものとする。 

(1) ICOCA 乗車券(モバイル ICOCA 及

びモバイル ICOCA 定期券を除

く。)に使用する IC 証票の所有権 

(2)～ (3) ［略］ 

２  ［略］ 

３  ICOCA 乗車券が不要になったと

き、及びその ICOCA 乗車券を使用す

る資格を失ったときは、IC 証票を返

却しなければならない。ただし、モ

バイル ICOCA 及びモバイル ICOCA 定

期券を除く。 

（ ICOCA 乗車券に関する所有権） 

第７条 この規程において、次の各号

に掲げるものについては JR 西日本

に帰属するものとする。 

(1) ICOCA 乗車券に使用する IC 証票

の所有権 

 

(2)～ (3) ［略］ 

２  ［略］ 

３  ICOCA 乗車券が不要になったと

き、及びその ICOCA 乗車券を使用す

る資格を失ったときは、IC 証票を返

却しなければならない。 

 

 

４ ［略］ ４ ［略］  

（小児 ICOCA の発売方法） （小児 ICOCA の発売方法） 

第 12 条  ［略］ 第 12 条  ［略］  

２  ［略］ ２ ［略］  

３  乗客は、定期券自動発売機で小児

ICOCA を購入する場合は、前項に定

めるこども ICOCA 購入申込書の提出

を省略できるものとする。この場

合、定期券ＷＥＢ予約サービスによ

り氏名、生年月日及びその他の必要

事項を送信し、かつ公的証明書等の

画像データのアップロードにより送

信した氏名及び生年月日を証明し、

本市から予約番号の通知を受けなけ

ればならない。 

 

４  [略 ] ３  [略 ] 

（小児 ICOCA の紛失再発行） （小児 ICOCA の紛失再発行） 

第 14 条  IC 乗車券規程第 22 条の規定

にかかわらず、小児 ICOCA を記名人

が紛失した場合で、別に定める申込

書を各駅窓口に提出したときは、次

の各号の条件を満たす場合に限り、

紛失した小児 ICOCA に対して再発行

登録を行うことにより使用停止措置

を行い、再発行登録票（様式第２

号）を発行し、その翌日から 14 日

以内（窓口営業時間内に限る。）に

第 14 条  IC 乗車券規程第 22 条の規定

にかかわらず、小児 ICOCA を記名人

が紛失した場合で、別に定める申込

書を各駅窓口に提出したときは、次

の各号の条件を満たす場合に限り、

紛失した小児 ICOCA に対して再発行

登録を行うことにより使用停止措置

を行い、再発行登録票（様式第２

号）を発行し、その翌日から 14 日

以内（窓口営業時間内に限る。）に
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定期券発売所において再発行を行

う。 

定期券発売所において再発行を行

う。 

(1) ［略］ (1) ［略］ 

(2) 記名人の氏名、生年月日、性別

等の情報が本市のシステムにより

確認できること。 

(2) 記名人の氏名、生年月日、性別

等の情報が本市システムより確認

できること。 

(3)～ (4) ［略］ (3)～ (4) ［略］  

２～４ ［略］  ２～４ ［略］ 

（払戻し） （払戻し） 

第 17 条  ［略］ 第 17 条  ［略］  

２  小児 ICOCA にあっては、次の各号

の条件を満たす場合に限り、払戻し

を行う。 

２  小児 ICOCA にあっては、次の各号

の条件を満たす場合に限り、払戻し

を行う。 

(1) ［略］ (1) ［略］ 

(2) 記名人の氏名、生年月日、性別

等の情報が本市のシステムにより

確認できること。 

(2) 記名人の氏名、生年月日、性別

等の情報が本市のシステムより確

認できること。 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 

（ ICOCA 定期券への変更） （ICOCA 定期券への変更） 

第 18 条  乗客は、定期券機能が必要

となった場合は、定期券発売所又は

定期券ＷＥＢ予約サービスにおい

て、ICOCA 又は小児 ICOCA の SF 及び

デポジットを引き継いで ICOCA 定期

券への変更の申し出をすることがで

きる。ただし、スマート ICOCA、

KIPS ICOCA、モバイル ICOCA 及び

第 18 条  乗客は、定期券機能が必要

となった場合は、定期券発売所にお

いて、ICOCA 又は小児 ICOCA の SF 及

びデポジットを引き継いで ICOCA 定

期券への変更の申し出をすることが

できる。ただし、スマート ICOCA、

KIPS ICOCA 及び券面印字機能のな
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定期券発売所において再発行を行

う。 

定期券発売所において再発行を行

う。 

(1) ［略］ (1) ［略］ 

(2) 記名人の氏名、生年月日、性別

等の情報が本市のシステムにより

確認できること。 

(2) 記名人の氏名、生年月日、性別

等の情報が本市システムより確認

できること。 

(3)～ (4) ［略］ (3)～ (4) ［略］  

２～４ ［略］  ２～４ ［略］  

（払戻し） （払戻し） 

第 17 条  ［略］ 第 17 条  ［略］  

２  小児 ICOCA にあっては、次の各号

の条件を満たす場合に限り、払戻し

を行う。 

２  小児 ICOCA にあっては、次の各号

の条件を満たす場合に限り、払戻し

を行う。 

(1) ［略］ (1) ［略］ 

(2) 記名人の氏名、生年月日、性別

等の情報が本市のシステムにより

確認できること。 

(2) 記名人の氏名、生年月日、性別

等の情報が本市のシステムより確

認できること。 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］  

（ ICOCA 定期券への変更） （ICOCA 定期券への変更） 

第 18 条  乗客は、定期券機能が必要

となった場合は、定期券発売所又は

定期券ＷＥＢ予約サービスにおい

て、ICOCA 又は小児 ICOCA の SF 及び

デポジットを引き継いで ICOCA 定期

券への変更の申し出をすることがで

きる。ただし、スマート ICOCA、

KIPS ICOCA、モバイル ICOCA 及び

第 18 条  乗客は、定期券機能が必要

となった場合は、定期券発売所にお

いて、ICOCA 又は小児 ICOCA の SF 及

びデポジットを引き継いで ICOCA 定

期券への変更の申し出をすることが

できる。ただし、スマート ICOCA、

KIPS ICOCA 及び券面印字機能のな

券面印字機能のない ICOCA にあって

は、この申し出をすることができな

い。 

い ICOCA にあっては、この申し出を

することができない。 

２  ［略］ ２ ［略］  

３  乗客が、ICOCA 定期券に変更する

場合の手続については、IC 乗車券規

程第 26 条第４項に定めるところに

よる。 

３  乗客は、ICOCA 定期券に変更する

場合には、氏名、生年月日及びその

他の事項を乗合自動車乗車料規程第

18 条第１項若しくは高速鉄道乗車料

規程第５条第１項に定める普通（通

勤）定期乗車券購入申込書、又は乗

合自動車乗車料規程第 18 条第１項

若しくは高速鉄道乗車料規程第５条

第２項に定める通学定期券購入申込

書に記載し、当該申込書を定期券発

売所に提出しなければならない。 

（紛失再発行） （紛失再発行） 

第 22条  IC乗車券規程第32条の規定に

かかわらず、ICOCA定期券を記名人が

紛失した場合で、別に定める申込書

を各駅窓口に提出したときは、次の

各号の条件を満たす場合に限り、紛

失したICOCA定期券に対して再発行登

録を行うことにより使用停止措置を

行い、再発行登録票を発行し、その

翌日から14日以内（窓口営業時間内

に限る。）に定期券発売所において

再発行を行う。 

第 22条  IC乗車券規程第32条の規定に

かかわらず、ICOCA定期券を記名人

が紛失した場合で、別に定める申込

書を各駅窓口に提出したときは、次

の各号の条件を満たす場合に限り、

紛失したICOCA定期券に対して再発

行登録を行うことにより使用停止措

置を行い、再発行登録票を発行し、

その翌日から14日以内（窓口営業時

間内に限る。）に定期券発売所にお

いて再発行を行う。 

(1) ［略］ (1) ［略］ 
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(2) 記名人の氏名、生年月日、性別

等の情報が本市のシステムにより

確認できること。 

(2) 記名人の氏名、生年月日、性別

等の情報が本市システムより確認

できること。 

(3)～ (4) ［略］ (3)～ (4) ［略］  

２～４ ［略］  

（スマート ICOCA 及び KIPS ICOCA

の障害時の取扱い） 

第 28 条  スマート ICOCA 及び KIPS 

ICOCA の破損等によって ICOCA 乗車

券の処理を行う機器での取扱いが不

能となったときの取扱いについて

は、第 16 条（障害再発行）のうち

再発行を除く事項を準用する。 

（スマートICOCA定期券及びKIPS 

ICOCA定期券の障害時の取扱い） 

第 29条  スマートICOCA定期券及び

KIPS ICOCA定期券の破損等によって

ICOCA乗車券の処理を行う機器での取

扱いが不能となったときの取扱いに

ついては、第24条（障害再発行）の

うち再発行を除く事項を準用する。 

２～４ ［略］ 

（スマート ICOCA 及び KIPS ICOCA

への本規程の準用） 

第 28 条  本規程においてスマート

ICOCA 及び KIPS ICOCA の取扱いに

ついては、第１章のほか、第 16 条

（障害再発行）のうち再発行を除く

事項を準用する。 

 

（スマートICOCA定期券及びKIPS 

ICOCA定期券への本規程の準用） 

第 29条  本規程においてスマート

ICOCA定期券及びKIPS ICOCA定期券

の取扱いについては、第１章のほ

か、第24条（障害再発行）のうち再

発行を除く事項を準用する。 

（神戸市乗合自動車・高速鉄道連絡運輸及び共通乗車取扱規程の一部改正） 

第５条 神戸市乗合自動車・高速鉄道連絡運輸及び共通乗車取扱規程（平成 14

年交規程第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 
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(2) 記名人の氏名、生年月日、性別

等の情報が本市のシステムにより

確認できること。 

(2) 記名人の氏名、生年月日、性別

等の情報が本市システムより確認

できること。 

(3)～ (4) ［略］ (3)～ (4) ［略］  

２～４ ［略］  

（スマート ICOCA 及び KIPS ICOCA

の障害時の取扱い） 

第 28 条  スマート ICOCA 及び KIPS 

ICOCA の破損等によって ICOCA 乗車

券の処理を行う機器での取扱いが不

能となったときの取扱いについて

は、第 16 条（障害再発行）のうち

再発行を除く事項を準用する。 

（スマートICOCA定期券及びKIPS 

ICOCA定期券の障害時の取扱い） 

第 29条  スマートICOCA定期券及び

KIPS ICOCA定期券の破損等によって

ICOCA乗車券の処理を行う機器での取

扱いが不能となったときの取扱いに

ついては、第24条（障害再発行）の

うち再発行を除く事項を準用する。 

２～４ ［略］ 

（スマート ICOCA 及び KIPS ICOCA

への本規程の準用） 

第 28 条  本規程においてスマート

ICOCA 及び KIPS ICOCA の取扱いに

ついては、第１章のほか、第 16 条

（障害再発行）のうち再発行を除く

事項を準用する。 

 

（スマートICOCA定期券及びKIPS 

ICOCA定期券への本規程の準用） 

第 29条  本規程においてスマート

ICOCA定期券及びKIPS ICOCA定期券

の取扱いについては、第１章のほ

か、第24条（障害再発行）のうち再

発行を除く事項を準用する。 

（神戸市乗合自動車・高速鉄道連絡運輸及び共通乗車取扱規程の一部改正） 

第５条 神戸市乗合自動車・高速鉄道連絡運輸及び共通乗車取扱規程（平成 14

年交規程第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（乗車券の種類及び連絡の形態） 

第２条 乗車券の種類及び連絡の形態

は、次の各号に掲げるとおりとす

る。 

(1)～ (2) [略 ] 

(3) 定期券 

ア  乗合自動車・高速鉄道連絡定

期券 

(ア ) 通勤（普通）定期券の組

合せ 

(イ ) 通学定期券の組合せ 

(ウ ) 特別割引通勤（普通）定

期券の組合せ（大人のみ） 

(エ ) 特別割引通学定期券の組

合せ（大人のみ） 

(オ ) 通勤定期券と神戸市高速

鉄道乗車料条例施行規程（昭

和 52 年３月交通管理規程第

51 号。以下「高速鉄道規程」

という。）第４条第１項ただ

し書き及び第２項に規定する

通学定期券の組合せ（小児の

み） 

（乗車券の種類及び連絡の形態） 

第２条 乗車券の種類及び連絡の形態

は、次の各号に掲げるとおりとす

る。 

(1)～ (2) [略 ] 

(3) 定期券 

ア  乗合自動車・高速鉄道連絡定

期券 

(ア ) 通勤（普通）定期券の組

合せ 

(イ ) 通学定期券の組合せ 

(ウ ) 特別割引通勤（普通）定

期券の組合せ（大人のみ） 

(エ ) 特別割引通学定期券の組

合せ（大人のみ） 
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イ～エ [略 ] 

(4)～ (6) [略 ] 

イ～エ [略 ] 

(4)～ (6) [略 ] 

（連絡の範囲及び料金） 

第３条 [略 ] 

２  前項のうち、乗合自動車の料金に

ついては、神戸市乗合自動車の乗車

料金等に関する条例施行規程（昭和

40 年１月交通管理規程第 24 号。以

下「乗合自動車規程」という。）第

３条に規定する額とし、高速鉄道の

料金については高速鉄道規程第３条

に規定する額とする。ただし、特に

認める場合は、当該料金の範囲内で

別に定める額とする。 

（連絡の範囲及び料金） 

第３条 [略 ] 

２  前項のうち、乗合自動車の料金に

ついては、神戸市乗合自動車の乗車

料金等に関する条例施行規程（昭和

40 年１月交通管理規程第 24 号。以

下「乗合自動車規程」という。）第

３条に規定する額とし、高速鉄道の

料金については神戸市高速鉄道乗車

料条例施行規程（昭和 52 年３月交

通管理規程第 51 号。以下「高速鉄

道規程」という。）第３条に規定す

る額とする。ただし、特に認める場

合は、当該料金の範囲内で別に定め

る額とする。 

（発売場所） （発売場所） 

第６条 乗車券は、乗合自動車と高速

鉄道の区分に応じ、それぞれの条例

及び規程に定める要件を満たす場合

に、次に掲げる場所で発売する。た

だし、管理者が必要と認めるとき

は、その他の場所で発売することが

できる。 

第６条 乗車券は、乗合自動車と高速

鉄道の区分に応じ、それぞれの条例

及び規程に定める要件を満たす場合

に、次に掲げる場所で発売する。た

だし、管理者が必要と認めるとき

は、その他の場所で発売することが

できる。 

  

乗車券の種類 発売場所 

［略］ ［略］ 

乗車券の種類 発売場所 

［略］ ［略］ 
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イ～エ [略 ] 

(4)～ (6) [略 ] 

イ～エ [略 ] 

(4)～ (6) [略 ] 

（連絡の範囲及び料金） 

第３条 [略 ] 

２  前項のうち、乗合自動車の料金に

ついては、神戸市乗合自動車の乗車

料金等に関する条例施行規程（昭和

40 年１月交通管理規程第 24 号。以

下「乗合自動車規程」という。）第

３条に規定する額とし、高速鉄道の

料金については高速鉄道規程第３条

に規定する額とする。ただし、特に

認める場合は、当該料金の範囲内で

別に定める額とする。 

（連絡の範囲及び料金） 

第３条 [略 ] 

２  前項のうち、乗合自動車の料金に

ついては、神戸市乗合自動車の乗車

料金等に関する条例施行規程（昭和

40 年１月交通管理規程第 24 号。以

下「乗合自動車規程」という。）第

３条に規定する額とし、高速鉄道の

料金については神戸市高速鉄道乗車

料条例施行規程（昭和 52 年３月交

通管理規程第 51 号。以下「高速鉄

道規程」という。）第３条に規定す

る額とする。ただし、特に認める場

合は、当該料金の範囲内で別に定め

る額とする。 

（発売場所） （発売場所） 

第６条 乗車券は、乗合自動車と高速

鉄道の区分に応じ、それぞれの条例

及び規程に定める要件を満たす場合

に、次に掲げる場所で発売する。た

だし、管理者が必要と認めるとき

は、その他の場所で発売することが

できる。 

第６条 乗車券は、乗合自動車と高速

鉄道の区分に応じ、それぞれの条例

及び規程に定める要件を満たす場合

に、次に掲げる場所で発売する。た

だし、管理者が必要と認めるとき

は、その他の場所で発売することが

できる。 

  

乗車券の種類 発売場所 

［略］ ［略］ 

乗車券の種類 発売場所 

［略］ ［略］ 

［略］ 

定期券 乗合

自動

車・

他鉄

道連

絡定

期券 

他鉄道において

発売する。 

上記

以外

の連

絡定

期券 

三宮駅・新長田

駅・名谷駅・西

神中央駅・谷上

駅定期券発売

所、神戸駅前営

業所、神戸電鉄

湊川定期券発売

所（以下「定期

券発売所」とい

う。）及び各駅 

1 日乗

車券 

共通 1

日乗

車券 

各駅、定期券発

売所、駅売店等 

［略

］ 

［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 
 

［略］  

定期券  乗合自

動車・

他鉄道

連絡定

期券 

他鉄道において発

売する。 

上記以

外の連

絡定期

券 

三宮駅・新長田

駅・名谷駅・西神

中央駅・谷上駅定

期券発売所、神戸

駅前営業所、神戸

電鉄湊川定期券発

売所（以下「定期

券発売所」とい

う。） 

1 日乗車

券 

共通 1

日乗車

券 

各駅、定期券発売

所、駅売店等、神

戸駅前案内所 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 
 

（身体障害者等の乗車証の取扱いに関する規程（昭和 42 年交規程第 22 号）

の一部改正） 
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第６条 身体障害者等の乗車証の取扱いに関する規程（昭和 42 年交規程第 22

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（料金の取扱い等） 

第５条 福祉乗車証等又は小児用福祉

乗車証等の交付を受けた者が、当局

線を利用する場合は、乗合自動車乗

車料規程第３条若しくは第７条、又

は高速鉄道乗車料規程第３条に規定

する乗車料金（以下「料金」とい

う。）について、第３条に規定する

使用方法により、無料の取扱いを受

けることができる。 

（料金の取扱い等） 

第５条 福祉乗車証等又は小児用福祉

乗車証等の交付を受けた者が、当局

線を利用する場合は、乗合自動車乗

車料規程第３条及び高速鉄道乗車料

規程第３条に規定する乗車料金（以

下「料金」という。）について、第

３条に規定する使用方法により、無

料の取扱いを受けることができる。 

２～10 [略 ] ２～ 10 [略 ] 

 

（神戸市バス・山陽バス共通乗車ポイントサービス取扱規程（令和３年交規

程第 17 号）の一部改正） 

第７条 神戸市バス・山陽バス共通乗車ポイントサービス取扱規程（令和３年交

規程第 17 号）の一部を次のように改正する。 
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第６条 身体障害者等の乗車証の取扱いに関する規程（昭和 42 年交規程第 22

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（料金の取扱い等） 

第５条 福祉乗車証等又は小児用福祉

乗車証等の交付を受けた者が、当局

線を利用する場合は、乗合自動車乗

車料規程第３条若しくは第７条、又

は高速鉄道乗車料規程第３条に規定

する乗車料金（以下「料金」とい

う。）について、第３条に規定する

使用方法により、無料の取扱いを受

けることができる。 

（料金の取扱い等） 

第５条 福祉乗車証等又は小児用福祉

乗車証等の交付を受けた者が、当局

線を利用する場合は、乗合自動車乗

車料規程第３条及び高速鉄道乗車料

規程第３条に規定する乗車料金（以

下「料金」という。）について、第

３条に規定する使用方法により、無

料の取扱いを受けることができる。 

２～10 [略 ] ２～ 10 [略 ] 

 

（神戸市バス・山陽バス共通乗車ポイントサービス取扱規程（令和３年交規

程第 17 号）の一部改正） 

第７条 神戸市バス・山陽バス共通乗車ポイントサービス取扱規程（令和３年交

規程第 17 号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（適用対象となる IC 証票乗車券） （適用対象となる IC 証票乗車券） 

第４条 ポイントサービスの適用対象

となる IC 証票乗車券（以下「ポイ

ント対象 IC カード」という。）

は、次の表に定めるところによる。 

第４条 ポイントサービスの適用対象

となる IC 証票乗車券（以下「ポイ

ント対象 IC カード」という。）

は、次の表に定めるところによる。 

【別記 1 参照】  【別記 1 参照】 

（普通ポイント及び昼間ポイントの付

与） 

（普通ポイント及び昼間ポイントの付

与） 

第 11 条  普通ポイント及び昼間ポイ

ントについて、管理者は、利用登録

を承認した翌日以降、毎月１日から

月末までの期間で１か月毎に、会員

がポイント対象バスの乗車料金相当

額として登録 IC カードの SF から減

額した額の合計に、次の各号の表に

定める付与率を乗じて算出し、翌月

の 15 日に付与する。 

第 11 条  普通ポイント及び昼間ポイ

ントについて、管理者は、利用登録

を承認した翌日以降、毎月１日から

月末までの期間で１か月毎に、会員

がポイント対象バスの乗車料金相当

額として登録 IC カードの SF から減

額した額の合計に、次の各号の表に

定める付与率を乗じて算出し、翌月

の 15 日に付与する。 

(1) ICOCA、スマート ICOCA、 KIPS 

ICOCA、モバイル ICOCA 

(1) ICOCA、スマート ICOCA、 KIPS 

ICOCA 
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【別記 2 参照】  【別記 2 参照】 

(2) [略 ] (2) [略 ] 

【別記1】  

ポイント対象IC

カードの名称 

ポイント対象ICカー

ドの発行者名 

ICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

小児用ICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

スマートICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

KIPS ICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

モバイルICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

特別割引用ICカ

ード 

株式会社スルッとKAN

SAI 
 

 

ポイント対象IC

カードの名称 

ポイント対象ICカー

ドの発行者名 

ICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

小児用ICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

スマートICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

KIPS ICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

特別割引用ICカ

ード 

株式会社スルッとKAN

SAI 
 

 

附 則  

この規程は、令和５年３月８日から施行する。ただし、第３条中神戸市交通局

ＩＣ証票乗車券取扱規程第７条別表第１、第７条別表第２及び第 26 条第３項第３号

を改める規定、第４条中神戸市交通局 ICOCA 乗車券取扱規程第３条第９号及び第

10 号を加える規定、第７条第１項第１号、第７条第３項及び第 18 条ただし書

きを改める規定、並びに第７条については同年３月 22 日から施行する。 
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【別記 2 参照】  【別記 2 参照】 

(2) [略 ] (2) [略 ] 

【別記1】  

ポイント対象IC

カードの名称 

ポイント対象ICカー

ドの発行者名 

ICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

小児用ICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

スマートICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

KIPS ICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

モバイルICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

特別割引用ICカ

ード 

株式会社スルッとKAN

SAI 
 

 

ポイント対象IC

カードの名称 

ポイント対象ICカー

ドの発行者名 

ICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

小児用ICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

スマートICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

KIPS ICOCA 西日本旅客鉄道株式

会社 

特別割引用ICカ

ード 

株式会社スルッとKAN

SAI 
 

 

附 則  

この規程は、令和５年３月８日から施行する。ただし、第３条中神戸市交通局

ＩＣ証票乗車券取扱規程第７条別表第１、第７条別表第２及び第 26 条第３項第３号

を改める規定、第４条中神戸市交通局 ICOCA 乗車券取扱規程第３条第９号及び第

10 号を加える規定、第７条第１項第１号、第７条第３項及び第 18 条ただし書

きを改める規定、並びに第７条については同年３月 22 日から施行する。 

神戸市選告示第９号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第５項及び第75条第６項並びに市町村の合併の特例

に関する法律（平成16年法律第59号）第５条第30項の規定による選挙権を有する者の総数の50分

の１の数、同項の規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第76条第

４項、第80条第４項、第81条第２項及び第86条第４項（地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和31年法律第162号）第８条第２項において準用する場合を含む｡）の規定による選挙権を

有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超

える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総

数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の

１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）は、次のとおりである。 

令和５年３月６日 

                               神戸市選挙管理委員会   

                               委員長 岩 田 嘉 晃 

１ 選挙権を有する者の総数の50分の１の数    24,994  

２ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数   208,284  

３ 選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗

じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 

        256,213  

４ 神戸市の議会の議員の選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

東灘区    57,770  

灘区    36,081  

中央区    36,977  

兵庫区    30,232  

北区    59,634  

長田区    25,979  

須磨区    44,339  

垂水区    59,519  

西区    66,037  

 

選挙管理委員会
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神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則等の一部を改正する規則をここに

公布する。  

  令和５年３月８日  

神戸市人事委員会       

委員長  芝  原  貴  文    

神戸市人事委員会規則第５号  

神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則等の一部を改正する規則  

（神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則の一部改正）  

第１条  神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則（昭和 32年 12月人委規則第

11号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

  ⑴  改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

⑵  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

⑶  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（給料の支給）  （給料の支給）  

第３条  [略 ] 第３条  [略 ] 

２～８  [略 ] ２～８  [略 ] 

９  短時間勤務職員（条例第４条第 12

項に規定する短時間勤務職員をい

う。以下同じ。）について、同項、

条例第４条の３又は条例第４条の４

の規定による給料月額に１円未満の

端数があるときは、その端数を切り

捨てた額をもつて当該職員の給料月

９  短時間勤務職員（条例第４条の２

に規定する短時間勤務職員をいう。

以下同じ。）について、同条、条例

第４条の３又は条例第４条の４の規

定による給料月額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨て

た額をもつて当該職員の給料月額と

人 事 委 員 会
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額とする。  する。  

（給料の調整額）  （給料の調整額）  

第５条の３  条例第 10条の４第１項の

職員に支給する給料月額の調整額

（以下「調整額」という。）は、当

該職員に適用される給料表及び職務

の級に応じて別表に掲げる額（短時

間勤務職員にあつては、その額に神

戸市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例（平成６年 12月条例第 31号。

以下「勤務時間条例」という。）第

２条第１項により定められたその者

の勤務時間（以下「当該短時間勤務

職員の勤務時間」という。）を神戸

市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の施行規則（平成６年 12月人委

規則第７号。以下「勤務時間条例施

行規則」という。）第２条第１項に

規定する勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額とし、その額に１円未

満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた額）とする。  

第５条の３  条例第 10条の４第１項の

職員に支給する給料月額の調整額

（以下「調整額」という。）は、当

該職員に適用される給料表及び職務

の級に応じて別表に掲げる額（短時

間勤務職員にあつては、その額に神

戸市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例（平成６年 12月条例第 31号。

以下「勤務時間条例」という。）第

２条第１項により定められたその者

の勤務時間（以下「当該短時間勤務

職員の勤務時間」という。）を神戸

市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の施行規則（平成６年 12月人委

規則第７号。以下「勤務時間条例施

行規則」という。）第２条第１項に

規定する勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額とし、その額に１円未

満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた額とする。）とする。  

２  調整額は、給料の支給方法に準じ

て支給する。  

２  調整額は、給料の支給方法に準じ

て支給する。  

（給与条例附則第 12項の規定の適用

を受ける職員の支給額）  
 

第５条の４  給与条例附則第 12項の規

定の適用を受ける職員に対する第５

条の３第１項の規定の適用について
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は、当分の間、同項中「掲げる額」

とあるのは、「掲げる額に 100分の 7

0を乗じて得た額（その額に、 50円

未満の端数を生じたときはこれを切

り捨て、 50円以上 100円未満の端数

を生じたときはこれを 100円に切り

上げた額）」とする。  

別表（第５条の３関係）  別表（第５条の３関係）  

ア  教育職給料表 (2) ア  教育職給料表 (2) 

職

務

の

級  

調整額  

[略

] 

[略 ]  

２

級  

10,600円。ただし、１号給にあ

っては 8,248円、２号給にあっ

ては 8,329円、３号給にあって

は 8,415円、４号給にあっては

8,500円、５号給にあっては 8,5

86円、６号給にあっては 8,671

円、７号給にあっては 8,757

円、８号給にあっては 8,842

円、９号給にあっては 8,932

円、 10号給にあっては 9,022

円、 11号給にあっては 9,112

円、 12号給にあっては 9,202

円、 13号給にあっては 9,292

職

務

の

級  

調整額  

[略

] 

[略 ] 

２

級  

10,600円。ただし、１号給にあ

っては 8,176円、２号給にあっ

ては 8,257円、３号給にあって

は 8,338円、４号給にあっては

8,424円、５号給にあっては 8,5

05円、６号給にあっては 8,590

円、７号給にあっては 8,676

円、８号給にあっては 8,761

円、９号給にあっては 8,847

円、 10号給にあっては 8,937

円、 11号給にあっては 9,027

円、 12号給にあっては 9,117

円、 13号給にあっては 9,202
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円、 14号給にあっては 9,387

円、 15号給にあっては 9,477

円、 16号給にあっては 9,567

円、 17号給にあっては 9,657

円、 18号給にあっては 9,733

円、 19号給にあっては 9,810

円、 20号給にあっては 9,886

円、 21号給にあっては 9,963

円、 22号給にあっては 10,057

円、 23号給にあっては 10,152

円、 24号給にあっては 10,246

円、 25号給にあっては 10,341

円、 26号給にあっては 10,435

円、 27号給にあっては 10,530円  

 

［

略

］  

［略］  

 

円、 14号給にあっては 9,297

円、 15号給にあっては 9,387

円、 16号給にあっては 9,477

円、 17号給にあっては 9,567

円、 18号給にあっては 9,648

円、 19号給にあっては 9,729

円、 20号給にあっては 9,810

円、 21号給にあっては 9,882

円、 22号給にあっては 9,976

円、 23号給にあっては 10,071

円、 24号給にあっては 10,165

円、 25号給にあっては 10,260

円、 26号給にあっては 10,354

円、 27号給にあっては 10,449

円、 28号給にあっては 10,543円  

［

略

］  

［略］  

 

（産業教育手当の支給に関する規則の一部改正）  

第２条  産業教育手当の支給に関する規則（昭和 34年３月人委規則第 17号）の一

部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

  ⑴  改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

⑵  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

⑶  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  
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改正後  改正前  

附  則  附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行

し、昭和 33年４月１日から適用す

る。  

 

１  この規則は、公布の日から施行

し、昭和 33年４月１日から適用す

る。  

（経過措置）  

２  昭和 33年４月１日から昭和 34年３

月 21日までの間における手当は、第

８条ただし書の規定にかかわらず、

昭和 34年４月 30日までに支給するも

のとする。  

 

２  昭和 33年４月１日から昭和 34年３

月 21日までの間における手当は、第

８条ただし書の規定にかかわらず、

昭和 34年４月 30日までに支給するも

のとする。  

 （給料月額の範囲）  

３  条例附則第 14項、第 16項又は第 17

項の規定による給料を支給される職

員に対する第７条の規定の適用につ

いては、同条中「給料月額」とある

のは、「給料月額と同条例附則第 14

項、第 16項又は第 17項の規定による

給料の額との合計額」とする。  

 

（定時制教育手当の支給に関する規則の一部改正）  

第３条  定時制教育手当の支給に関する規則（昭和 35年 10月人委規則第 29号）の

一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

  ⑴  改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改
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正部分を当該改正後部分に改める。  

⑵  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

⑶  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

附  則  附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行

し、昭和 35年４月１日から適用す

る。  

 

この規則は、公布の日から施行し、

昭和 35年４月１日から適用する。  

 （給料月額の範囲）  

２  条例附則第 14項、第 16項又は第 17

項の規定による給料を支給される職

員に対する第３条の規定の適用につ

いては、同条中「給料月額」とある

のは、「給料月額と同条例附則第 14

項、第 16項又は第 17項の規定による

給料の額との合計額」とする。  

 

（初任給調整手当の支給に関する規則の一部改正）  

第４条  初任給調整手当の支給に関する規則（昭和 37年３月人委規則第 19号）の

一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

  ⑴  改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

⑵  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

⑶  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  
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改正後  改正前  

（支給期間及び支給額）  （支給期間及び支給額）  

第６条  第３条第１項の職員及び第４

条第１号の職員に支給する手当の支

給期間は 35年とし、その月額は採用

の日又は第４条に規定する職員とな

つた日の属する月の翌月（これらの

日が月の初日であるときは、その日

の属する月）以後の期間の区分に応

じた別表第１に掲げる額（短時間勤

務職員（条例第４条第 12項に規定す

る短時間勤務職員をいう。以下同

じ。）にあつては、その額に神戸市

職員の勤務時間、休暇等に関する条

例（平成６年 12月条例第 31号。以下

「勤務時間条例」という。）第２条

第１項により定められたその者の勤

務時間（以下「当該短時間勤務職員

の勤務時間」という。）を神戸市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例

の施行規則（平成６年 12月人委規則

第７号。以下「勤務時間条例施行規

則」という。）第２条第１項に規定

する勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とし、その額に１円未満の

端数があるときは、その端数を切り

捨てた額とする。）とする。この場

合において、大学（旧専門学校令に

第６条  第３条第１項の職員及び第４

条第１号の職員に支給する手当の支

給期間は 35年とし、その月額は採用

の日又は第４条に規定する職員とな

つた日の属する月の翌月（これらの

日が月の初日であるときは、その日

の属する月）以後の期間の区分に応

じた別表第１に掲げる額（短時間勤

務職員（条例第４条の２に規定する

短時間勤務職員をいう。以下同

じ。）にあつては、その額に神戸市

職員の勤務時間、休暇等に関する条

例（平成６年 12月条例第 31号。以下

「勤務時間条例」という。）第２条

第１項により定められたその者の勤

務時間（以下「当該短時間勤務職員

の勤務時間」という。）を神戸市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例

の施行規則（平成６年 12月人委規則

第７号。以下「勤務時間条例施行規

則」という。）第２条第１項に規定

する勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とし、その額に１円未満の

端数があるときは、その端数を切り

捨てた額とする。）とする。この場

合において、大学（旧専門学校令に
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よる専門学校等で人事委員会の定め

るものを含む。）卒業の日から採用

の日又は第４条第１号の職員となつ

た日までの期間が４年（臨床研修を

経た場合にあつては６年、実地修練

を経た場合にあつては５年）を超え

ることとなる職員（学校教育法に規

定する大学院の博士課程の所定の単

位を修得し、かつ、同課程の所定の

期間を経過した日から３年内の職員

を除く。）に対する同表の適用につ

いては、採用の日又は第４条第１号

の職員となつた日からその超えるこ

ととなる期間（１年に満たない期間

があるときは、その期間を１年とし

て算定した期間）に相当する期間、

手当が支給されていたものとする。  

よる専門学校等で人事委員会の定め

るものを含む。）卒業の日から採用

の日又は第４条第１号の職員となつ

た日までの期間が４年（臨床研修を

経た場合にあつては６年、実地修練

を経た場合にあつては５年）を超え

ることとなる職員（学校教育法に規

定する大学院の博士課程の所定の単

位を修得し、かつ、同課程の所定の

期間を経過した日から３年内の職員

を除く。）に対する同表の適用につ

いては、採用の日又は第４条第１号

の職員となつた日からその超えるこ

ととなる期間（１年に満たない期間

があるときは、その期間を１年とし

て算定した期間）に相当する期間、

手当が支給されていたものとする。  

２、３   [略 ]  ２、３   [略 ] 

４  第３条第２項の職員及び第４条第

２号の職員に支給する手当の月額

は、職員の職務の級及び号給の区分

に応じた別表第２に掲げる額（短時

間勤務職員にあつては、その額に勤

務時間条例第２条第１項により定め

られた当該短時間勤務職員の勤務時

間を勤務時間条例施行規則第２条第

１項に規定する勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額とし、その額に

４  第３条第２項の職員及び第４条第

２号の職員に支給する手当の月額

は、職員の職務の級及び号給の区分

に応じた別表第２に掲げる額（短時

間勤務職員にあつては、その額に勤

務時間条例第２条第１項により定め

られた当該短時間勤務職員の勤務時

間を勤務時間条例施行規則第２条第

１項に規定する勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額とし、その額に
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１円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額）とする。  

１円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額とする。）とす

る。  

（給与条例附則第 12項の規定の適用

を受ける職員の支給額）  

 

第７条の２  給与条例附則第 12項の

規定の適用を受ける職員に対する

第６条第４項の規定の適用につい

ては、当分の間、同項中「掲げる

額」とあるのは、「掲げる額に 100

分の 70を乗じて得た額（その額

に、 50円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨て、 50円以上 100円

未満の端数を生じたときはこれを 1

00円に切り上げた額）」とする。  

 

（教員特別手当に関する規則の一部改正）  

第５条  教員特別手当に関する規則（昭和 50年 10月人委規則第 11号）の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

  ⑴  改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

⑵  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

⑶  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  
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改正後  改正前  

（教員特別手当の月額）  （教員特別手当の月額）  

第２条  教員特別手当の月額は、次の

各号に掲げる教員の区分に応じて、

当該各号に掲げる額とする。ただ

し、地方公務員法（昭和 25年法律第

61号）第 22条の４第１項に規定する

短時間勤務の職を占める教員（「定

年前再任用短時間勤務職員」とい

う。以下同じ。）及び地方公務員の

育児休業等に関する法律（平成３年

法律第 110号）第 10条第３項の規定

により同条第１項に規定する育児短

時間勤務の承認を受けた教員（同法

第 17条の規定による短時間勤務をす

ることとなつた教員を含む。）にお

いては、それぞれ１週間について任

命権者が定める勤務時間を、 38時間

45分で除して得た数をそれぞれ乗じ

て得た額（その額に１円未満の端数

を生じたときは、これを切り捨てた

額）とする。  

第２条  教員特別手当の月額は、次の

各号に掲げる教員の区分に応じて、

当該各号に掲げる額とする。ただ

し、地方公務員法（昭和 25年法律第

61号）第 28条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占める教員及び地

方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第 110号）第 10条第

３項の規定により同条第１項に規定

する育児短時間勤務の承認を受けた

教員（同法第 17条の規定による短時

間勤務をすることとなつた教員を含

む。）においては、それぞれ１週間

について任命権者が定める勤務時間

を、 38時間 45分で除して得た数をそ

れぞれ乗じて得た額（その額に１円

未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てた額）とする。  

(1)～ (6)  [略 ] (1)～ (6)  [略 ] 

（給与条例附則第 12項の規定の適用

を受ける職員の支給額）  

 

第３条の２  給与条例附則第 12項の規

定の適用を受ける職員に対する第２

条の規定の適用については、当分の
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間、同条中「掲げる額」とあるの

は、「掲げる額に 100分の 70を乗じ

て得た額（その額に、 50円未満の端

数を生じたときはこれを切り捨て、

50円以上 100円未満の端数を生じた

ときはこれを 100円に切り上げた

額）」とする。  

別表第１  教育職給料表 (2)の適用を

受ける者（第２条関係）  

別表第１  教育職給料表 (2)の適用を

受ける者（第２条関係）  

職

員

の

区

分  

職務  

の級  

号給  

１級  ２級  ３級  ４級  ５級  

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

 円  円  円  円  円  

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

職

員

の

区

分  

職務の

級  

号給  

１級  ２級  ３級  ４級  ５級  

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員  

 円  円  円  円  円  

[略 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[略 ]  [略 ]  [略 ]  [略 ]  [略 ]  
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外

の

職

員  

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員  

 [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

 

 

 

 

 

再

任

用

職

員  

 [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

 

別表第２  教育職給料表 (3)の適用を

受ける者（第２条関係）  

別表第２  教育職給料表 (3)の適用を

受ける者（第２条関係）  

職員

の区

分  

職務の級  

号給  

１級  ２級  ３級  

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

 円  円  円  

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

職員

の区

分  

職務の級  

号給  

１級  ２級  ３級  

再任

用職

員以

外の

職員  

 

 円  円  円  

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 
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員以

外の

職員  

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員  

 [略 ] [略 ] [略 ] 

 

 

 

 

再任

用職

員  

 [略 ] [略 ] [略 ] 

 

別表第３  教育職給料表 (5)の適用を

受ける者（第２条関係）  

別表第３  教育職給料表 (5)の適用を

受ける者（第２条関係）  

職

員

の

区

分  

職務の級  

 

 

 

号給  

１級  ２級  ３級  ４級  ５級  

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

 円  円  円  円  円  

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

職

員

の

区

分  

職務の級  

 

 

 

号給  

１級  ２級  ３級  ４級  ５級  

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員  

 円  円  円  円  円  

[略 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 
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職

員

以

外

の

職

員  

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員  

 [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

再

任

用

職

員  

 [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

 

附  則  

（施行期日）  

第１条  令和５年４月１日から施行する。  

（定義）  

第２条  この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。  

(1) 暫定再任用職員  神戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等

の条例（令和４年 10月条例第 10号。以下「令和４年改正条例」という。）附
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則第４条第１項又は第２項の規定により採用された職員をいう。  

(2) 暫定再任用短時間勤務職員  令和４年改正条例附則第５条第１項又は第２

項の規定により採用された職員をいう。  

（改正後の神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則における暫定再任用職

員に関する給料の調整額の経過措置）  

第３条  暫定再任用職員の給料の調整額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用

短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第１条の規定による改正後

の神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則（以下、「新給与条例施行規

則」という。）第５条の３に規定する別表に掲げる額のうち、当該暫定再任用

職員の属する給料表及び職務の級に応じた額とする。  

２  暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新

給与条例施行規則第５条の３の規定を適用する。  

（暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算）  

第４条  次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の

給料月額とする。  

１  暫定再任用短時間勤務職員  令和４年改正条例附則第 14条第１項  

２  地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 110号）第 10条第１

項に規定する育児短時間勤務（同法第 17条の規定による短時間勤務を含む。）

をしている暫定再任用職員  令和４年改正条例附則第 13条第２項の規定により

読み替えられた令和４年改正条例附則第 13条第１項  

（改正後の教員特別手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措

置）  

第５条  暫定再任用職員の教員特別手当は、当該暫定再任用職員が定年前再任用

短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第５条の規定による改正後

の教員特別手当に関する規則（以下「新教員特別手当規則」という。）第２条

及び別表第１から別表第３に規定する定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げ

る額とする。  

２  暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員と見なして、第
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５条の規定による新教員特別手当規則の規定を適用する。  

 



令和 5年３月 22日 第3801号神 戸 市 公 報3455

 
 
神戸市農業委員会告示第 15 号 

 令和４年 12 月 20 日付神戸市農業委員会告示第 10 号により定めた農地法（昭和 27 年法

律第 229 号）第３条第２項第５号括弧書きの規定に基づく別段の面積については、令和５

年３月 31 日をもって廃止する。 

  令和５年３月 22 日 

神戸市農業委員会会長 前 中 悠 一   

農 業 委 員 会
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神戸市農業委員会告示第 15 号 

 令和４年 12 月 20 日付神戸市農業委員会告示第 10 号により定めた農地法（昭和 27 年法

律第 229 号）第３条第２項第５号括弧書きの規定に基づく別段の面積については、令和５

年３月 31 日をもって廃止する。 

  令和５年３月 22 日 

神戸市農業委員会会長 前 中 悠 一   

 令和４年６月 28 日付け神戸市公報第 3764 号について，誤りがありましたので，次のとおり訂

正します。 

 

（1456 ページ 告示第 261 号 各路線毎の幅員の記載について） 

・市道 住吉川右岸線 

① 新幅員 

誤 

最大 13.60 

 

正 

   最小 13.60 

 

② 旧幅員 

誤 

最大 13.00 

 

正 

   最小 13.00 

 

・市道 東灘山手 19 号線 
③ 新幅員 

誤 

最大 11.40 

 

正 

   最小 11.40 

 

④ 旧幅員 

誤 

最大 11.40 

 

正 

   最小 11.40 

 

 

 

 

 

 

訂 正
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・市道 東灘山手 133 号線 
⑤ 新幅員 
誤 

最大 4.10 
 
正 
   最小 4.10 
 
⑥ 旧幅員 
誤 

最大 4.00 
 
正 
   最小 4.00 
 
・市道 東灘山手 134 号線 
⑦ 新幅員 
誤 

最大 4.00 

 

正 

   最小 4.00 

 

⑧ 旧幅員 

誤 

最大 3.40 

 

正 

   最小 3.40 


